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   議事日程第１号         第４回定例会 

   平成２８年１１月１４日（月）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

      （２）総務産業、厚生文教各常任委員会行政視察報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃  ７ 議第５９号 平成２８年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 〃  ８ 議第６０号 寒河江市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 〃  ９ 議第６１号 寒河江市市税条例等の一部改正について 

 〃 １０ 議第６２号 寒河江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 〃 １１ 議第６３号 寒河江市農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について 

 〃 １２ 議第６４号 寒河江市中心市街地活性化センターに係る指定管理者の指定について 

 〃 １３ 議第６５号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について 

 〃 １４ 議第６６号 寒河江市立しばはし保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 １５ 議第６７号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １６ 議第６８号 市道路線の認定について 

 〃 １７ 議第６９号 西川町の公の施設の設置に関する協議について 

 〃 １８ 議案説明 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから、平成28年第４回寒河江市議会

定例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め
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てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○國井輝明議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、６番遠藤智与子議員、12番

工藤吉雄議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○國井輝明議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。工

藤議会運営委員長。 

   〔工藤吉雄議会運営委員長 登壇〕 

○工藤吉雄議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました平成28年第４回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る11月

９日、委員６名全員出席並びに関係者出席のも

と議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数等を勘案し、本日から11月30日

までの17日間と決定いたしました。その間の会

議等につきましては、お手元に配付してありま

す日程表のとおり決定をいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から11月30日までの17日

間と決定いたしました。 

 

第４回定例会日程                     平成２８年１１月１４日（月）開会 

月    日 時   間 会           議 場   所 

１１月１４日（月） 午前９時３０分 本 会 議 

開会、会議録署名議員指名、

会期決定、諸般の報告、行政

報告、質疑、議案上程、同説

明 

議   場 

１１月１５日（火） 休      会（議案調査） 

１１月１６日（水） 休      会（議案調査） 

１１月１７日（木） 休      会（議案調査） 

１１月１８日（金） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 

１１月１９日（土） 休            会 

１１月２０日（日） 休            会 

１１月２１日（月） 休      会（議案調査） 

１１月２２日（火） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 

１１月２３日（水） 休            会 

１１月２４日（木） 

午前９時３０分 本 会 議 
質疑、予算特別委員会設置、

委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分科

会分担付託 
議   場 
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月    日 時   間 会           議 場   所 

予算特別委員会 

終 了 後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１１月２５日（金） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１１月２６日（土） 休            会 

１１月２７日（日） 休            会 

１１月２８日（月） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１１月２９日（火） 休      会（事務処理） 

１１月３０日（水） 

午前９時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・討

論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終 了 後 
本  会  議 

議案上程、委員長報告、質

疑・討論・採決、閉会 
議   場 

 

第４回定例会日程（その２）                平成２８年１１月１４日（月）開会 

月    日 時   間 会           議 場   所 

１１月３０日（水） 

午前９時３０分 本 会 議 
諸般の報告、追加議案上程、

同説明、質疑、委員会付託 
議   場 

本会議休憩中 

予算特別委員会 
追加議案上程、同説明、質

疑、分科会分担付託 
議   場 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚 生 文 教 分 科 会 付 託 案 件 審 査 第４会議室 

予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・討

論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終 了 後 
本  会  議 

議案上程、委員長報告、質

疑・討論・採決、議会案上

程、同説明、委員会付託、質

疑・討論・採決、閉会 

議   場 

 

諸 般 の 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告について、（２）

総務産業、厚生文教各常任委員会行政視察報告

については、お手元に配付しておりますプリン

トによって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、市長から報告を
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求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 皆さん、おはようございます。 

  平成28年第４回定例会の開会に当たりまして、

第３回定例会以降今定例会までの主な市政の概

況について御報告を申しあげます。 

  初めに、農作物の概況について御説明を申し

あげます。 

  まず、鳥獣被害について申しあげます。 

  今シーズンは例年になく鳥獣被害発生が各地

で相次いでおります。本市におきましても、山

沿いを中心に熊やイノシシによると見られる農

作物被害が発生しているところであります。幸

い、人的被害は発生しておりませんが、人家が

並ぶ集落にも姿をあらわしたとの報告を受けて

注意喚起を徹底してきたところでございます。 

  市といたしましては、今年度４月に寒河江市

鳥獣被害対策実施隊を立ち上げまして、熊の捕

獲に向けた出動や電気柵設置に向けた事業など

を引き続き推し進めるなどの対策をしてきたと

ころであります。今後とも万全を尽くしてまい

りたいと考えているところでございます。 

  次に、水稲の作況について申しあげます。 

  10月28日に東北農政局から公表されました県

内の作況指数については103と平年に比べやや

良でございました。また、10アール当たりの収

量も608キログラムとやや多いということにな

っております。 

  村山地域の作況指数も103、やや良と同様で

あります。10アール当たりの収量は622キログ

ラムと県平均を上回っているところでございま

す。 

  また、ＪＡさがえ西村山管内の11月９日現在

の１等米比率は96.1％と平年並みであります。

つや姫につきましては97.4％となっております。 

  秋果実の作柄につきましては、期間を通して

温暖な気候に恵まれたことから10月22日に県内

統一で販売開始となりましたラ・フランスは玉

も大きく収量も平年並みが見込まれております。

11月７日、８日にはラ・フランスとリンゴのＰ

Ｒ活動として西村山地域１市４町、ＪＡ合同に

よりますトップセールスを東京都中央卸売市場

の大田市場において実施してまいりました。市

場関係者の評価は大変良好であったと感じてい

るところでございます。 

  次に、景気・雇用情勢について申しあげます。 

  10月25日政府発表の国の10月の月例経済報告

では、景気はこのところ弱さも見られるが緩や

かな回復基調が続いているとしており、９月報

告と同様の内容となっております。 

  山形労働局発表の９月の県内有効求人倍率は

原数値で1.35倍、ハローワーク寒河江管内で

0.90倍でありますが、寒河江市内に限りますと

1.08倍で前月比0.05ポイント減少いたしました

が、依然１倍を超える高い水準となっておりま

す。 

  また、寒河江市内の正社員の有効求人倍率は

0.83倍で、全国平均の0.89倍をやや下回ってい

るものの、県平均の0.81倍を超える数値となっ

ております。 

  また、10月末現在の西村山管内の就職を希望

する高校生の内定率は95％と高い水準にあり、

過去最高だった昨年同期と比較しても９％の増

となっております。 

  中央工業団地への企業誘致につきましては、

昨年７月に分譲契約を締結した県外工業用薬品

の業務用卸会社の営業所と倉庫が完成をし、11

月１日から営業を開始しております。また、昨

年９月に分譲契約を締結した市内自動車整備業

の会社の事務所と整備工場が完成をして、10月

21日から営業を開始をしているところでありま

す。 

  一方、用地分譲につきましては、寒河江市に

本社のある障がい者福祉サービスや食品加工な

どを営む事業者と10月３日に分譲契約を締結を

いたしました。将来は障がい者の働く場の確保
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のための作業場を整備する計画となっておりま

す。 

  今後とも関係機関と連携を図りながら引き続

き企業誘致活動に積極的に取り組み、効果的か

つ効率的な本市の雇用対策を推進してまいりま

す。 

  次に、やまがた技能五輪について申しあげま

す。 

  去る10月21日から24日まで東日本大震災から

の東北のものづくりの復興と発展の視点から、

本市で初めてとなる技能五輪全国大会が県内の

３市１町を会場に開催をされました。本市でも

22日と23日の両日、寒河江市市民体育館及びチ

ェリーナさがえにおいて開催をされ、市内外か

ら集まった約１万6,000人の観客で会場はあふ

れ、ふだん見ることの少ない建築大工、木型、

配管の若手技能者の全国最高レベルのわざに注

目が集まりました。 

  県全体の成績では31名が入賞を果たしました

が、本市関係の出場選手の結果は、洋裁職種で

昨年金賞を受賞し、さがえ元気づくりＡＷＡＲ

Ｄ2015にも選ばれた佐藤繊維株式会社の玉川愛

実選手が県勢初となる２大会連続で金賞を受賞

し、２連覇をなし遂げたのを初め、同じく佐藤

繊維株式会社の山形純菜選手が銀賞、梶川芽生

選手、齋藤恭子選手が敢闘賞を受賞し、また、

建築大工職種では大富建設株式会社斎藤 陸選

手が銅賞、株式会社大沼建築の三浦 桜選手が

敢闘賞を受賞し、フラワー装飾職種では株式会

社花泉の米川志穂選手が敢闘賞を受賞するなど

７名が入賞を果たし、本市の高いものづくりの

力を全国にＰＲできたものと思っております。 

  今後も市内事業者や関係機関と協力をしなが

ら、全国に誇れる技術力の維持発展を支援して

まいります。 

  次に、ふるさと名物応援宣言について申しあ

げます。 

  この宣言は、中小企業地域資源活性化促進法

に基づき、地元の資源を生かして地域の活性化

と地方創生を図るため、独自のふるさと名物を

特定し、地域を挙げて応援するものでございま

すが、本市では去る10月20日にさくらんぼ、つ

や姫及びニットの里として宣言を行ったところ

であります。 

  今後、本市の特産物であるさくらんぼやつや

姫を活用した新たな商品や観光サービスの開発

といった農・商・工連携、そして、ニットのブ

ランド化及び新たな販路開拓など地域資源を活

用した新たな取り組みを通じて、地域経済の好

循環が創出されるよう支援してまいりたいと考

えております。 

  次に、新商品開発について申しあげます。 

  ことし１月に開催されました寒河江子ども議

会2016での提案を受けましてさくらんぼを使っ

たスイーツ・チェリーパイのアイデアコンテス

トを行ったところ、全国から応募をいただき、

有識者、地元商工関係者から成る審査会での審

査の上、最優秀作を決定し、その商品化につい

て取り組んでまいりました。その結果、市内の

菓子店が本市のイメージキャラクターチェリン

をかたどったチェリンパイとチェリンマドレー

ヌの２種類を完成させ、新商品、新しい寒河江

土産として販売することになり、10月24日にフ

ローラＳＡＧＡＥで発表会を行い、広く周知を

図ったところであります。今後、寒河江の新し

い名物、お土産品となるよう支援してまいりた

いと考えているところでございます。 

  以上、３月定例会以降の主な市政の概況を申

しあげましたが、今後とも議員各位の御理解と

御協力を賜りながら市政運営に努めてまいりま

すので、よろしくお願いを申しあげる次第であ

ります。以上であります。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第５、行政報告についての



 - 7 -

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告の市政の概況について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第６、議第58号平成

28年度寒河江市一般会計補正予算（第４号）か

ら日程第17、議第69号西川町の公の施設の設置

に関する協議についてまでの12案件を一括議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第18、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、議第58号平成28年度寒

河江市一般会計補正予算（第４号）についてを

御説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、国が未来への投資を

実現する経済対策として実施する臨時福祉給付

金給付事業費、道路新設改良事業費等を計上す

るものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ２億1,156万

1,000円を追加し、予算総額を184億8,002万

2,000円とするものでございます。 

  次に、議第59号平成28年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）について御説

明を申しあげます。 

  このたびの補正予算は、高額医療費共同事業

及び保険財政共同安定化事業の対象医療費の増

加に伴い、共同事業拠出金を追加するものでご

ざいます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ4,741万5,000円

の追加となり、予算総額を51億7,573万8,000円

とするものでございます。 

  次に、議第60号寒河江市議会政務活動費の交

付に関する条例の一部改正についてを御説明申

しあげます。 

  本市議会において、市民に身近で開かれた議

会の実現に向けて政務活動費の使途を市民に積

極的に公開するため、所要の改正をしようとす

るものでございます。 

  次に、議第61号寒河江市市税条例等の一部改

正についてを御説明申しあげます。 

  地方税法等の一部を改正する法律等の施行に

伴い、軽自動車税の税率を軽減する特例措置の

１年延長などについて所要の改正をしようとす

るものでございます。 

  次に、議第62号寒河江市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の一部改正についてを御

説明申しあげます。 

  所得税法等の一部を改正する法律等の施行に

伴い、所要の改正をしようとするものでござい

ます。 

  次に、議第63号寒河江市農業委員会の委員等

の定数に関する条例の制定についてを御説明申

しあげます。 

  農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、

農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を

定めるため条例の制定をしようとするものでご

ざいます。 

  次に、議第64号寒河江市中心市街地活性化セ

ンターに係る指定管理者の指定について、議第

65号寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理

者の指定について、議第66号寒河江市立しばは

し保育所に係る指定管理者の指定についての３

議案について一括して御説明を申しあげます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定を行うため、

議会の議決を求めようとするものでございます。 
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  次に、議第67号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてを御説明申しあ

げます。 

  寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの

汚泥脱水処理機械設備及び電気設備更新工事の

内容変更等に伴い、協定金額について変更しよ

うとするものであります。 

  次に、議第68号市道路線の認定についてを御

説明申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資

するため、２路線を認定しようとするものであ

ります。 

  次に、議第69号西川町の公の施設の設置に関

する協議についてを御説明申しあげます。 

  西川町の公の施設の設置に関し協議するため、

議会の議決を求めようとするものでございます。 

  以上、12案件を御提案申しあげましたが、よ

ろしく御審議の上、御可決くださいますようお

願い申しあげる次第でございます。以上でござ

います。 

 

   散    会    午前９時５１分 

 

○國井輝明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第２号         第４回定例会 

   平成２８年１１月１８日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、質問者は要領よくかつ有効に進行さ

れますようお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、答弁者は質

問者の意をよく捉えられ、簡潔にして適切に答

弁されるよう要望いたします。 

 

 一般質問通告書 

 平成２８年１１月１８日（金）                      （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

除雪について 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農者等育成

支援について 

（１）出動条件と優先施設等について 

（２）市民からの除雪要望への対応につ

いて 

（３）私道除雪依頼の対応について 

（４）市における小型除雪機の貸出しに

ついて 

（５）融雪溝等の除雪対策について 

（６）農道除雪の対応について 

（１）ふるさと回帰フェアについて 

（２）新・農業人フェアについて 

３番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

  （３）新規就農者定住支援について 

（４）青年就農給付金制度について 

 

３ 

 

４ 

 

 

５ 

政治姿勢について 

 

原子力政策に関す

る自治体向けの説

明会等について 

教育行政について 

 

 ３期目を目指す政治理念と基本政策に

ついて 

 資源エネルギー庁による全国で実施し

ているシンポジウムの開催と自治体説明

会について 

 学校教育における諸課題と本市の状況

について 

１５番 

内 藤   明 

市 長 

 

市 長 

 

 

教 育 長 

 

６ 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

人といのちが輝く

地域医療の充実に

ついて 

 

 

 

笑顔あふれる健康

長寿社会の地域包

括ケアシステム構

築に向けた課題解

決について 

（１）市立病院の大規模改修計画につい

て 

（２）地域医療構想に基づく新改革プラ

ンについて 

（３）医師及び看護師等の人材確保につ

いて 

（１）寒河江市高齢者福祉計画・第６期

介護保険事業計画の実施状況につい

て 

（２）特別養護老人ホームの整備と入所

待機者の解消について 

（３）地域の特性に合わせた在宅医療と

在宅介護の連携強化について 

（４）認知症高齢者の生活支援について 

（５）高齢者の介護予防推進について 

（６）介護職員のさらなる処遇改善のた

めの独自支援について 

４番 

渡 邉 賢 一 

病院事業管理者 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

安全・安心につい

て 

 

 

 

 

 

（１）自主防災組織について 

 ア 現在の組織率等について 

 イ 訓練実施状況及び課題等について 

 ウ 訓練で得られた教訓と施策につい

て 

 エ 今後の方向性について 

（２）救急救命の現状と今後の対応につ

いて 

 ア 近年のドクターヘリの市内への飛

来・搬送実績について 

５番 

伊 藤 正 彦 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 イ ＡＥＤの設置状況と利用実績につ

いて 

 ウ ＡＥＤを公民館分館等地域住民や

観光客が軽易に利用できる施設に設

置することについて 

 

 

佐藤耕治議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号１番、２番について、

３番佐藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 おはようございます。新政クラ

ブの佐藤耕治です。12月議会トップバッター、

よろしくお願いいたします。 

  寒さも日に日に厳しくなってきており、雪も

間もなく降る季節となりました。ことし１年を

振り返りますと、日本列島は４月の熊本地震か

ら鳥取地震や台風被害が発生しました。当市に

おいては被害もなく、ほっとしているところで

あります。 

  このたびの質問では、１つに除雪を取り上げ

た理由として、人口減少の歯どめとして若者定

住や移住者の方、さらに本市に移住したいと考

えている方へ、車社会である昨今、冬期間の雪

道の車運転の不安、特に女性ドライバーからの

不安など、さらには議会報告会において毎回意

見が出されている除雪や排雪など高齢者の弱者

の立場からも意見が出されている状況でありま

す。この地域に住んでよかったと言われる除雪

に取り組んでいっていただきたいと思っており

ます。 

  これまでに除雪については先輩議員の方々よ

り質問が出されており、平成18年、24年、27年

とことしとさまざまな観点から質問がされてお

りますが、市民の皆様に行政が行っている周知

や対応と町会長さんヘの丁寧な説明が必要では

ないでしょうか。 

  では、早速一般質問に入らせていただきます。 

  通告番号１、除雪について。 

  （１）市では除雪地域を一斉除雪区域と自主

出動区域に分け除雪対応いただいているわけで

ありますが、出動条件について改めてお伺いい

たします。 

  また、各地域には小中学校や地区公民館など

の公共施設がありますが、これら施設に優先は

あるのか。また、除雪対応について……（「佐

藤議員、一問一答でありますので」の声あり）

お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。佐藤議員

から除雪について御質問がございましたので、

早速お答えをしたいと思います。 

  この除雪の出動の条件ということでございま

すが、午前３時半の時点で消防署におきまして

その日の積雪量を確認をいたします。そして、

10センチ以上の積雪があれば一斉除雪をすると

いうことになっております。 

  ただ、早朝の除雪作業を行うに当たりまして

地域ごとに降雪量が異なるという場合もあるわ

けでありますので、その作業を円滑に行うため

には自主出動地域というものを、地区というも

のを定めまして、地区ごとに積雪量を確認をし

て10センチ以上であれば出動していくというの

が状況でございます。 

  また、日中におきましても市内パトロール、

あるいは市民の方からの連絡を受けながら随時

積雪状況あるいは交通状況などを確認をして必

要な路線において除雪を行っているところでご
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ざいますので、御理解をいただきたいなという

ふうに思います。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ただいまの説明、ありがとうご

ざいます。本市では、地形を見ますと積雪量の

差に地域差があるということは、ただいま市長

から御説明があったとおりでありますけれども、

同じ地区においても積雪量に大きく差が生じて

いる地域があります。特に醍醐地区におきまし

ては慈恩寺、高松、白岩地区など積雪量に差が

生じていると思います。 

  そこで市長にお伺いいたします。積雪量の調

査地点をふやす必要があるのではないかと思わ

れますが、市長の御所見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 できるだけきめ細かな除雪とい

うことを目指しまして、平成19年度から田代、

幸生地区、20年度から白岩地区、そして22年度

から高松、醍醐、三泉、柴橋の４地区を自主出

動区域というふうに定めまして、各地区に応じ

た除雪体制により円滑な除雪に努めてきている

ところでございます。 

  現在、自主出動区域それぞれ１カ所で積雪量

を観測して出動しているわけでありますけれど

も、御質問のように、その地域内におきまして

も降雪量に差があるということでございます。

御質問のように調査地点をふやすということは

一つの手段なわけでありますけれども、またパ

トロールなどによる調査でその地域の降雪の一

番多い地区、大体毎年決まっているのではない

かと思いますけれども、一番降雪量の多い地点

に観測点を移すなどということを協力会の皆さ

んとともに協議をしながら検討していく必要が

あるというふうに考えているところでございま

す。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、住宅地区内における道路

幅の狭い路線や雪寄せ場、排雪対策について行

政の周知活動とともに、町会長さんとの連携や

除雪協力会との話し合いについてどのように考

えているか市長にお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 特に市街地、町なかであります

れば、その家屋が密集して道路幅が狭い箇所が

ございます。そういったところなどでは特に雪

押し場の確保というのが大きな課題になってい

るわけでございます。そうした雪押し場の確保

あるいは排雪対策などの住民の皆さんへの周知

ということでありますけれども、現実には除雪

協力会と路線の調査などを行って、雪押し場と

して必要な箇所については市のほうで直接協力

をお願いしているというのが実情でございます。 

  また、市民の皆さんの周知あるいは窓口とい

うことについては、12月になりますと、雪の総

合窓口というものを市のほうに開設をしている

わけであります。雪に対する相談はもちろんで

ありますけれども、地域の皆さんとの共同によ

る除排雪作業の実施でありますとか、町内会で

自主的に行う除排雪活動に対するいろんな支援、

補助などの説明を行っているところであります

し、また、市報やホームページあるいはチラシ

などでも周知を図っているところでございます。 

  町会長さんとの連携、大変大事なことであり

ますので、今後も先ほどの雪押し場や各種の除

雪についての地元の要望、または地元との共同

作業の打ち合わせなどを頻繁に行いながら、円

滑な除雪作業を行ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

  さらに、きめ細かな除雪作業ということを進

めていくには、除雪協力会との連携というのが

十分なされなければ不可能でございますので、

定期的または必要に応じて話し合いを持ちなが

ら円滑な除雪作業を実施してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 町会長さんとの連絡を密にしな
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がら、また町会長さんも２年、３年任期でかわ

られていることから、丁寧な除雪作業をするた

めにもぜひ話し合いを密にしながら定期的に行

っていただきたいと思っております。 

  続きまして、（２）市民からの除雪要望への

対応についてお伺いいたします。 

  市民からの除雪要望への対応について市民か

らさまざまな多くの要望が寄せられているもの

と思います。このような声に対して市ではどの

ような対応をしていただいているのかお伺いい

たします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども答弁をいたしましたが、

12月１日からことしも雪の総合窓口というもの

を設置をして、市民の皆さんからの相談あるい

は要望などをお聞きする窓口を設置をしている

わけであります。 

  多く寄せられる内容といたしましては、道路

や歩道の除雪依頼はもちろんでありますけれど

も、玄関先に雪を置かれたなどということでそ

こを何とかしてほしいというなどの要望もある

わけであります。我々としては、そういう要望

を受けた場合には現地を調査をして現状に合わ

せながら対応を行っているところでありますが、

道路幅が狭くなった路線などについては、タイ

ヤショベルあるいはロータリー車などをうまく

組み合わせながら除雪作業を行って交通を確保

していくということが現状であります。 

  また、昨年度より除雪協力会と連携を図りな

がら雪押し場等の排雪作業、雪押し場に雪がた

まっているわけですけれども、そこを排雪をし

てそこをうまく使ってさまざまな要望のあると

ころの雪を新たに雪押し場に持っていくという

丁寧な間口除雪というものを取り組んでいって

いるわけでありますが、昨年は御案内のとおり、

雪全体が余り多くなかった状況でありますから

なかなかそういう声も多くはなかったんであり

ますけれども、そういうことも含めてさまざま

な要望などいただいた情報を整理をしながら、

当年度対応できるところは当年度対応いたしま

すけれども、すぐに対応できないところは来年

度の除雪計画に反映するなどということで、で

きるだけ要望に応えてきめ細かな除雪に取り組

んでいきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ありがとうございました。本当

に昨年は雪が少なくて大変よかったということ

もありますが、やっぱりいつどのくらい雪が降

るかというのは予測がつかない、幾ら温暖化で

もなかなかその辺は難しい実情だと私も思いま

すけれども、丁寧な除雪作業を行っていただき

たいと思います。 

  続きまして、（３）の私道除雪依頼の対応に

ついてお伺いしたいと思います。 

  昨シーズンは大変除雪作業については少雪と

いうこともあったんですけれども、私道におけ

る来シーズンの除雪依頼件数と対応についてお

伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 雪が少なかったわけであります

けれども、現実的には昨年の私道の除雪依頼件

数というのは、早朝一斉除雪２回を実施してお

りますが、その一斉除雪の実施の際、行ってい

るということで、依頼件数は26件ございました。

これは先ほど申しましたが、早朝一斉除雪の際

に朝７時から９時までの間に電話で連絡をいた

だいて早朝の市道除雪が完了した後に除雪を行

っているということでございます。早朝除雪に

合わせてしてほしいという要望もあるわけでご

ざいますけれども、市で管理している除雪区域、

数多い路線があるわけでありますので、その対

応もあってその後ということになりますけれど

も、時間が遅くなるということについても御了

解をいただきながらお応えをしているというの

が状況でございます。 
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  今後においても、できるだけ早朝除雪の中で

私道の除雪もできるように協力会と連携をしな

がら、路線の見直しなどについても鋭意検討し

ていく必要があるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、（４）市における小型除

雪機の貸し出しについてお伺いしたいと思いま

す。 

  市における小型除雪機の貸し出しにつきまし

ては、以前に市の小型除雪機の貸し出しを行っ

ていたということをお聞きしておりますが、そ

の際の利用者の貸し出し件数と利用状況につい

てお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 小型除雪機の貸し出しについて

は、平成18年12月から地域のボランティア団体

の方などが高齢者や身障者のみの世帯等の除雪

を行う場合に除雪機を貸し出しする制度、事業

を実施しておりました。この事業については５

年間、実施をいたしました。市報などを通じて

利用を呼びかけたところでありますけれども、

５年間で利用件数は１件ということでございま

した。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 なかなか周知活動、市報で行っ

ているということもありますが、やはり今、ホ

ームページ、市報と議会だよりもそうなんです

けれども、さまざまなことでも市民の方が目に

触れる機会が、高齢者の方ですとホームページ

を見ていないということなどもありますので、

さらに周知活動について今後の除雪機貸し出し

についてどのように考えているかお伺いしたい

と思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 そういう状況でありますから、

除雪機の貸し出しについては、現在のところ、

要望は寄せられていないという状況であります

が、要望が出てきた時点で対応していくことに

なろうかというふうに思っています。 

  また、こうしたいろんな支援、除雪について

の支援につきましては、現在、高齢者などに対

する除雪費の支援でありますとか、地域で行う

除排雪活動への支援、さらには除雪ボランティ

ア派遣などの制度がございますので、今後とも

これらの制度の利活用について呼びかけていく

ということもあわせて進めていきたいというふ

うに考えております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、（５）融雪溝などの除雪

対策についてお伺いいたします。 

  本市の道路状況もさまざまであり、道路幅や

雪寄せ場が十分でない路線など、排雪作業の効

率的手段として現在、役所内に実験中の融雪槽

がありますが、私が考えるに、システムにおけ

る維持費がかかることから融雪溝や流雪溝など

を検討してはどうでしょうか。市長の御所見を

お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 融雪溝あるいは流雪溝というの

は雪を処分する、処理するという意味では有効

な手段の一つであるというふうにも認識してお

ります。 

  融雪溝というのは、道路の側溝に温水、温か

い水を流して路面の雪をその側溝に投入して解

かすという装置というふうに理解をいたします

が、その場合、当然のことながら温水の確保と

いうのが必要になるわけでございます。資料を

見ますと、実施の例としては、例えば発電所か

ら流れ出る、流出する温水を利用して融雪をす

る場合とか、温泉水を利用するなどというのが

考えられるわけでありますけれども、例えば温

泉水を利用するということについても、ある程

度の湯量というのが必要になってきますし、ま

た水質あるいは温水の温度などの管理というも

のも必要になるのかなというふうにも思ってい
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ます。 

  一方、流雪溝というのは、雪の固まりの大部

分がそのまま解けずに流れていくということで

ありますから、流すということになりますから、

豊富な水の水量が確保されなければなりません

し、またある一定の速度で水が流れていかなけ

ればなりませんので勾配が必要でありますし、

その流した先が河川などに接続している、ある

いは接続した先が、流れ出た先が水があふれ出

るなどということがないようなところというこ

とが条件になろうかというふうに思います。特

に流雪溝の場合は、一番問題になるのは豊富な

水量を確保するということになりますと、必ず

問題になるのは水利権というのが問題になるわ

けでありますし、水をとる取水場から流雪溝ま

での導水の方法なども課題があるというふうに

も考えられるところでございます。 

  そういった意味では、この融雪溝あるいは流

雪溝ということを実現していくには一朝一夕に

はなかなか難しい点があるわけでありますけれ

ども、例えば融雪溝の場合、寒河江には温泉が

ありますから温泉水あるいは温泉の熱を利用し

た道路の消雪などの手法が可能性としては実現

性の高い手法というふうにも考えられますので、

そういった点などについて研究をしていきたい

というふうに考えているところであります。 

  直接温泉水を使うというよりも温泉水の熱を

利用してということになりますと、前にふるさ

と総合公園の歩道などについてそういう消雪の

設備を設置した経緯がありますが、そういうこ

とについて改めて実現の可能性などについても

探っていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ぜひ今後、さまざまな立地条件

も当然あるでしょうし、整備もしなくちゃなら

ないと思いますけれども、そのような後世につ

ながるような除雪、排雪ということでは、一度

つくったものがずっと後世に伝わるようなこと

で検討していただければ幸いと存じます。 

  続きまして、（６）農道除雪の対応について

お伺いいたします。 

  最初に、幹線農道は何メートルあるかお伺い

いたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内におきまして市が管理をす

る農道については、総延長は約116キロメート

ルございますが、そのうち、幹線農道と位置づ

けられておりますのは、総延長で約25キロメー

トルでございます。また、これ以外に寒河江川

土地改良区が団体営土地改良事業等で整備し管

理している農道がありますが、これが約128キ

ロメートルございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、これまで園芸産地雪害防

止取組促進事業により除雪機が導入されており

ますが、この事業により導入した除雪機で幹線

農道の占める割合の対応と残りの対応、どのよ

うにお考えなのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の園芸産地雪害防止取組

促進事業という事業については、積雪による果

樹の枝折れ、それから果樹棚やビニールハウス

などの倒壊被害を未然に防止するということを

主な目的として枝線農道の除雪を共同で行う機

械導入に対して支援をしている事業でございま

す。市の単独事業でございまして補助率２分の

１、限度額は45万円というふうになっておりま

すが、この事業によってこれまで７基の除雪機

械が配置をされ、枝線農道については約25キロ

メートル除雪が行われているところでございま

す。幹線農道の除雪実績はないわけでございま

す。 

  この農道除雪の対応につきましては、農道は

生産活動の基盤の一つでございますので、基本

的には受益者の方が負担していただくというの
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が原則なのではないかというふうに考えている

ところでございます。具体的には平場において

は、除雪については農地や農業用施設の維持作

業などにも活用できる多面的機能支払交付金事

業などによって地元活動組織などから対応いた

だいているというのが現状であります。しかし

ながら、多面的機能支払交付金事業の対象区域

外である中山間地域におきましては、農道延長

が長くて、それから、受益者で実施することが

特に困難な準幹線的な農道については、特例的

に市が約28キロメートルについて春先に除雪を

実施しているというのが状況でございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に雪の少ないときにはそん

なに農業者の方も要望は少ないかと思うんです

けれども、実際に雪の多いときこそ、除雪作業

というものが必要になってくるわけであります

けれども、その農業施設、ハウス栽培やただい

まお話があったように、果樹栽培に至る農道の

除雪関係では依頼件数は、年によって異なると

思いますけれども、その依頼件数の数と対応に

ついてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この除雪依頼件数というお尋ね

でございますけれども、先ほど説明申しあげま

したが、多面的機能支払交付金事業の活用とい

うのが大変定着しているということもございま

して、依頼についてはほとんどないというのが

実情でございます。昨年のような雪が少ない場

合、中山間地の除雪時期を早めてほしいという

ような御依頼がありましたので、そのような場

合には要望にお応えできるよう時期を調整して

いるところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 最近、本当に多面的機能とは、

うちのところでも大変利用価値が高くて大変喜

んでいるところでもあります。本当に雪が多い

ときにはどうすればいいのかというと、機械、

オペレーター１人についても１台しか利用でき

ないわけでありますけれども、その中で、最後

の質問になりますが、市が保有している除雪機

械について、平場の市道除雪が不要となり機械

の稼働していない時期など農道除雪を行えない

か市長に御所見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市の保有の除雪機械というのは、

今、９台あるわけでありますけれども、基本的

には除雪については除雪協力会のほうに委託を

しているわけでありますが、除雪については総

延長が327.62キロメートルございます。先ほど

申しあげた除雪協力会、39の事業者の方が構成

している協力会ですけれども、そこに委託をし

ているのが253.17キロメートル、委託率は

77.3％ということになっております。残りの

22.7％については市が除雪をしているというこ

とになるわけでございますが、その保有台数は

９台ということになります。 

  その市道が市が除雪をしているところについ

ては、大体完了するのが平場だと２月の下旬と

一般的にはなるわけでありますね。ところが、

冬期閉鎖路線などがある中山間地域では４月の

上旬まで除雪がかかってしまうという状況でご

ざいます。そこを市のほうで除雪をしていると

いうことになるわけでありますが、御案内のよ

うに、果樹の剪定作業というのは例年、平場で

も２月の中旬、中山間地でも３月上旬ごろから

始まっていくということになりますと、この時

期がちょうどかぶってしまうというところがあ

って、そういう意味ではなかなかこれからこう

いう課題をどうしていくかなどについて研究し

ていかなきゃならんなと思います。オペレータ

ーの確保、あるいは現在保有している機械で砂

利農道の除雪ができるのかなどということもあ

りますので、あわせてその辺のところも研究し

ていきたいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 
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○佐藤耕治議員 除雪についてはさまざまな課題

もありますけれども、ぜひ調査並びに検討しな

がら寒河江市の住みよい除雪に取り組んでいた

だきたいと思います。本当に住みやすい寒河江

市の冬、除雪は地域でできることは地域で、地

域でできないことは地域と行政で共同で、地域

でできないことは行政で行うことが肝要である

と私は思っております。市民生活を守るために

昼夜寝食を惜しんで除雪作業に取り組んでいた

だいている市職員、委託業者やオペレーターの

方々には心から敬意と感謝を申しあげます。 

  続きまして、通告番号２、新規就農者等の育

成支援についてお伺いいたします。 

  初めに、（１）ふるさと回帰フェアについて

お伺いいたします。 

  去る10月22日に東京にて第12回ふるさと回帰

フェアに参加させていただきました。全国ブー

スの中でも350という多くのブースの一つとし

て寒河江市のブースを設けＰＲと説明を行い、

十数名の方々が寒河江市のブースに訪れていた

だきました。ワンフロアに訪れる人数とブース

の数には大変驚かされました。全国各地の自治

体の数からすれば、350というものはやや少な

いかもしれませんけれども、本当にワンフロア

で350というと、とてつもない数だなとつくづ

く感じてきました。 

  しかしながら、人が人を引きつける難しさ、

本当に大変だなということも実感しました。粘

り強く続けることが必要だなと感じてまいりま

した。 

  そこで、今後の本市の施策についてふるさと

回帰フェアについてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 近年、主に中高年がリタイヤ後

の生活を地方やふるさとに求めたり、またファ

ミリー層、若者が子育てしていくなどという視

点で安全・安心な地方に移住したいという、い

わゆる生き方の多様化などもあって、ふるさと

回帰という流れは世代を問わず広がっていると

いうふうにも思います。 

  こうした地方での暮らしを希望する都市住民

とこれを受け入れたいという地方の出会いの場

としてふるさと回帰フェアというものが開催を

されているわけであります。ことしで12回目だ

そうでありますが、来場者１万人を超えるとい

うような大きな催しになっているところであり

ます。 

  県内からは県を含めて12の自治体が出展をし

ております。寒河江市でも移住希望者とあわせ

て新規就農者の誘致ということを目的にして初

めて出展をさせていただきました。佐藤議員も

新規就農者支援育成協議会の会長という立場で

フェアに御同行していただいたということであ

りますので、先ほどお話しのとおり、そういう

雰囲気、中身などについては私から申しあげる

までもないわけでありますが、担当のほうから

の話を聞くと、地方暮らしにやっぱり興味を持

つ来場者というのがほとんどなわけであります

けれども、残念ながら、新規就農を目的とした

来場者はなかなか少なかったのではないかとい

うことでございました。こうした状況がござい

ますので、ふるさと回帰フェアについては、新

規就農者誘致という観点よりもＵＩＪターンの

促進という視点に力を入れて、引き続き今後も

出展を検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、（２）新・農業人フェア

についてお伺いいたしたいと思います。 

  全国農業人口減少が進む中、一人でも多くの

新規就農者の募集を展開している新・農業人フ

ェア、私も同じように参加させていただきまし

たが、昨年からの事業から進捗状況と今後の施

策についてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 新・農業人フェアについては、
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ことしで20年目ということだそうでありまして、

これはことしですけれども７都市で合計18回開

催されるということになっているようでござい

ます。県内からは11の自治体が出展をしており

ます。寒河江市は先ほどありましたとおり、昨

年度から出展を始め、今年度は既に９月と11月

の２回、フェアに出展をしております。来年２

月の最終回にも出展を予定しているところでご

ざいます。 

  いずれの回数、フェアについても200を超え

る自治体、企業等が出展をしております。この

フェアについては全国的な担い手不足、後継者

不足の状況を踏まえた、そういう反映したフェ

アになっているのではないかというふうに思い

ます。 

  寒河江市のブースにおきましては、いずれの

会におきましても20名を超える相談者がござい

まして、寒河江市の魅力あるいは農業の現状な

どをＰＲさせていただいたところでございます。

新規就農者支援育成協議会の方々を中心に若手

や農業担い手の方を初め、女性新規就農者、ま

た県内外から本市に定住し就農している新規就

農者の方とともに、我々としては、今後もフェ

アに引き続き参加をして若い農業者が頑張って

いる、そういう寒河江だということを積極的に

アピールしながら新規就農者の誘致を図ってい

きたいと考えているところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 全国で今、３万人を超す新規就

農者の方々が、詳しい数字はちょっと毎月変動

するところで差し控えますけれども、大変最近、

農業を行いたいという方々が国、県、自治体を

含めどこの地区でも本当に頑張っていると思い

ますので、ぜひこれらについても御支援のほど

をお願いしたいと思っております。 

  続きまして、（３）新規就農者定住支援につ

いてお伺いいたします。 

  新規就農者定住促進事業の進捗状況について

お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お尋ねの新規就農者定住促進事

業については、今年度から新たに創設をいたし

ました市の単独事業でございます。これは住宅

の支援ということになるわけであります。家賃

の２分の１で上限４万円の補助、それから光熱

水費として月額5,000円を補助するという事業

でございます。初年度でありますが、現在２名

の方から御利用をいただいております。そのう

ち１名の方については、これまで18年継続して

まいりました都市と農山村交流事業というのが

ございますが、寒河江市に就農体験に訪れた早

稲田大学の卒業生であります。寒河江市の農業

に触れて寒河江の田代で農業をやりたいという

ことで大学卒業後に農業研修を終えて、ことし

から田代地区に移住をされております。この18

年間続いた都市と農山村交流事業がようやく実

を結んで来たのかなと思っているところでござ

います。もう１人の方は新庄市出身の方でござ

います。御家族とともにことしから三泉地区に

移住をされて取り組んでおられます。この２人

の方からは寒河江の農業を今後とも担っていた

だけるよう、我々としても見守っていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 この支援は確かに住宅の支援で

もありますけれども、就農ということでは農業

の経営の支援も重ねて行わなければならないか

なというふうに私は思っております。特に土地

のあっせんや栽培指導、そして販売関連などの

情報提供やそういうものが大変重要ではないか

と思っておりますが、その対応についてお伺い

したいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 確かに新規の就農者の皆さんへ

のおっしゃるような支援ということも大事だと

いうふうに思っているところであります。農業
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の経営支援などについては、県外から寒河江市

のほうに転入して継続的に就農していただく45

歳以下の新規就農者及び研修生などに対しまし

て、農業技術や農業経営などについて指導して

くださる農業者の方のアドバイス料を支払いを

する農業支援事業というものを今年度から新た

に創設をいたしました。やはり新規就農者の方

を受け入れていただく、あるいはアドバイスし

ていただく方がいなければ、なかなかそういう

ことが進んでいかないということがございまし

たので新しい事業を創設をしたところでござい

ます。 

  また、御指摘のとおり、農地のあっせんとい

うものも大事でありますので、積極的に情報提

供あるいはマッチングを図るということをして

おりますし、市の単独事業であります新規就農

者等農地集積支援事業として借地料を補助して

おります。そういったところで農地を円滑に集

積できるようにしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

  さらに、農作物を生産しても販路を開拓をす

るということもなかなか初めての場合は難しい

というお話もありました。販路開拓の支援につ

きましては、これまでの市場流通に加えまして、

直売あるいは観光農園などの対面販売とかイン

ターネット等による通信販売などを就農者がみ

ずから有利な販売戦略を検討できるような情報

提供に努めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

  いずれにしても、今後も新規就農者の方々あ

るいは関係者の方々からいろんな御意見を頂戴

しながら、より一層支援の充実に努めていきた

いというふうに考えております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に支援が就農者にとって実

のあるように末永く支援していっていただきた

いと思っております。 

  続きまして、（４）青年就農給付金制度につ

いてお伺いいたします。 

  近年、国の制度を活用して農業を営む45歳未

満の方への青年就農給付金制度がありますが、

これまでの人数と経営類型をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この青年就農給付金制度を活用

して農業を営んでいる経営開始型の受給者数と

いうことになりますが、現時点では16名の方で

あります。経営類型といたしましては、露地果

樹が６名、露地野菜が５名、それから水稲、施

設野菜、乳用牛が各１名、それから水稲と果樹

の複合経営が１名、露地野菜と施設野菜の複合

経営が１名という内訳になっております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 関係機関の方々が農地のあっせ

んやさまざまなことで支援していると思ってお

りますが、大変厳しい農業情勢の中でも経営の

基本として経営は数字からと言われており、簿

記記帳が大変重要と認識しておりますが、指導

の対応についてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 改めて申しあげるまでもありま

せんけれども、農業経営につきましては、保有

資産の種類あるいは生産作物の種類も多いわけ

でありますので、また収入や支出の形態も多様

であります。その中で農業経営の状況を正確に

捉えていくためには簿記記帳するというのが大

変大事であるというふうに言われているわけで

あります。 

  また、経営規模拡大あるいは合理化というも

のが課題にあるわけでありますので、そうした

場合の資金の借り入れ等が発生をしてまいりま

す。農業経営の長期計画に基づく必要な資金額

の算定、あるいは返済計画などにも簿記記帳と

いうのが必要になってくるというふうに思って

おりますので、我々としては、年度末の面接の

際に指導を行っているところでございますけれ

ども、今後につきましては要望に応じてさらに
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勉強会の開催なども検討していきたいというふ

うに考えております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、この青年就農給付金制度、

国の事業でもありますけれども、これが継続し

ていくことであれば、市の施策として新規就農

者目標人数があればお伺いいたしたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市における新規就農者目

標人数については、第６次の振興計画にも掲げ

ておりますとおり、平成28年から平成37年まで

の10年間の累計で140人という目標を掲げてい

るところであります。引き続き目標達成に向け

て一層努力をしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 青年給付金制度並びに若い方々

が農業をしていくということで、制度を活用し

た場合には制度が終了するわけでありますが、

この受給された方々の終了後の経営指導などに

ついては、市ではどのように考えているかお伺

いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 新規就農者の育成支援というこ

とについては、日本全体の農業を維持していく

ということで大変大事なことでありますし、

我々としては今後も青年就農給付金制度は維持

されるべきものだというふうに考えているとこ

ろでございますが、受給終了後、３年間は継続

して就農状況報告書を提出をしていただくとい

うことになって、現場確認を受けなければなら

ないということでありますので、その都度、経

営指導などを行って適切な経営相談に応じてい

くことにしているところであります。 

  また、新規就農者の支援育成協議会の御協力

をいただきながら就農相談会を年１回開催して

情報提供や意見交換会を行っているところでご

ざいます。こうした活動を通じて市を挙げて新

規就農者の支援育成、今後とも努力をしてまい

りたいと考えているところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 最後になりますが、農業の振興

は、やっぱり新規就農者も含めて担い手育成、

必要不可欠であると私は思っております。関係

団体との連携や地域住民の理解と協力が必要で

あると思います。寒河江市の農業発展に微力で

はありますけれども全力を尽くして私も協力し

たいと思いますので、今後ともよろしくお願い

申しあげまして、私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

内藤 明議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号３番から５番までにつ

いて、15番内藤 明議員。 

○内藤 明議員 おはようございます。 

  市民クラブの内藤 明です。通告の３番から

５番まで一般質問を行いますので、市長並びに

教育長にはよろしく答弁いただきますようにお

願いを申しあげる次第でございます。 

  さて、去る８日にアメリカの大統領の選挙が

行われたわけでありますけれども、直前まで優

勢と伝えられておりましたヒラリー・クリント

ンさんが敗れるという大波乱がありまして、波

乱かどうかちょっとわかりませんがそういうふ

うな結果になったわけでありますが、そして、

共和党の実業家でありますドナルド・トランプ

さんが大統領に就任をされるようなことになる

わけでありますけれども、今、そのトランプ氏

の人事や政策をめぐって世界中が注目をしてい

るわけでありますけれども、最近はこのニュー

スに目を離せないような形になっているという

ふうに思います。 

  昨日の夜のニュース番組でもやっておりまし

たが、安倍総理がきょう、会談はもう終わった
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のかな、きのう、ニューヨークに飛んで主要先

進国といいますか、外国の要人では初めて選挙

後にトランプ氏に会うというふうなことで勇ん

でニューヨークに飛んだというふうなことがニ

ュースになっておりました。 

  ＴＰＰの問題がどういうふうになるのか大変

気がかりなところでありますけれども、きのう、

そのニュースの解説者によると、アメリカの大

統領というのは、選挙前に約束した公約といい

ますか、これを大統領になって覆すということ

がありなんだそうですね。日本にあって、例え

ば市長のような市政を担う方々が公約を破るな

んていうことはあってはならないことでありま

すけれども、こういうのはありなんだそうです

ね。ですから、非常に気がかりなところがある

わけでありまして、また、つけ加えて解説者が、

トランプ氏の人柄、あるいはこれまで実業界で

積んできた歩みについていろいろ解説を行って

いたところでありますけれども、上からの目線

でなくしてトランプさんは間が合う人間といい

ますか、それを判断の基準とするということも

言っていまして、そういう意味でそういうふう

な形で決断されることが多いという話もなされ

ておったわけでありますから、そういう点から

すると、安倍総理と話し合いをする中で、安倍

さんのほうから、これからは私の空想ですが、

安倍さんのほうから、「いや、実は私も選挙前

はＴＰＰに反対しておったんですよ」なんてい

う呼びかけをされて、今後のことでありますが、

ＴＰＰの批准はすべきだななんてなる可能性だ

ってなきにしもあらずだな、こういうふうに思

ったところでありますけれども、普通は私のよ

うな素人はそうしたことに考えも及びもつきま

せんけれども、そういうことでは両方の日米の

国民はどういうふうになるのかなと、こういう

ふうないい面の皮になるんだなというふうにつ

くづくこのように思っているところであります

が、市長選挙とは余り関係ありませんが、あえ

て関係のあるところといえば、市長選挙の前に、

あるいは大統領選挙の前に住民やあるいは国民

と対話を重ねる、こういうふうなことだろうな

というふうに思っているところであります。 

  質問に移りますけれども、佐藤市長も２期８

年が間もなく終わろうとするわけでありますか

ら、さらに対話を広げて市政に当たるというこ

とは大変重要だなと思っているところでありま

す。 

  そこで、去る６月定例会において沖津議員の

質問に答えられて３選の出馬を表明をされたわ

けでありますが、今、市内の各地を回られて市

政報告会等を開かれながら対話を重ねていると

いうふうに伺っているところでありますけれど

も、選挙戦になれば、当然選挙広報等で公約等

が発表されるわけでありますが、何か最近の新

聞を見ますと、立候補を表明されているのは佐

藤市長１人という話もあって、もしかしたら無

競争になるんじゃないかという心配もあります。

心配というか、選挙公約が表に出てこなくなる

んじゃないかなと市民サイドからすれば心配で

ありまして、私もそういう意味で議員という立

場で市民の皆さんから、それは議員たる仕事じ

ゃないかというふうにけつをたたかれているわ

けでありまして、そういう意味でお尋ねをする

わけでありますが、３期目を目指されるみずか

らの政治理念と基本政策についてお伺いできれ

ばというふうに思っているところであります。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 内藤議員から政治理念と基本的

な政策ということでお尋ねがありましたが、た

しか４年前の11月の議会でも内藤議員からそう

いう御質問をいただいてお答えをしたのが議事

録にも載っていたわけでありますけれども、私

は、平成20年12月の選挙で佐藤誠六前市長の勇

退を受けて、その選挙で「みんなの力で寒河江

の未来を創ろう」というものをスローガンとし

て当選をさせていただきました。 
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  そういったときに、やはり市民の皆さんが主

役の市政、市民主体の市政運営というものを強

く進めていきたいということで取り組ませてい

ただきました。 

  御案内のとおり、具体的には地域座談会の開

催をしたり、あるいはアンケートをとったり、

あるいはワークショップなどを行いながら市民

の声を吸い上げて市政に反映するという取り組

みをさせていただきましたし、また100人評価

委員会などを実施をして行政の進捗、いろんな

施策の進捗などについての評価をいただいてい

るところであります。また、市長への手紙など

もさせていただいて、いろんななかなか表立っ

て言うことのできないような市民の皆さんの声

なき声をできるだけ吸い上げていきたいという

ふうに取り組みを進めてきましたし、商工会青

年部の皆さんから議会の御協力もいただきなが

ら子ども議会などでの子供さんの声なども幅広

くお聞きをして、市政にできるだけ反映をさせ

ていきたいというふうな取り組みを進めてきま

したし、また、それだけでなくて新たな課題な

どにも柔軟に対応していかなければならないと

いうことで進めてきました。 

  そういう意味では、市民とともにまちづくり

を進めてきたというふうに思っているところで

ございます。そういった姿勢が、言うならば私

の政治理念なのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

  ４年前には２期目の当選をさせていただいた

わけでありますけれども、１期、２期目、その

都度、基本政策を掲げながら、それぞれの項目

についてその達成状況なども点検をしながら政

策を進めてきたわけでございます。 

  今、寒河江市にとりましては第６次振興計画

がスタートをした年になっているわけでありま

す。これは10年間の寒河江市のまちづくりの指

針でありますから、将来都市像「さくらんぼと

歴史が育むスマイルシティ寒河江」というもの

を実現していくために着実な取り組みというも

のが求められていろうかというふうに思ってお

ります。 

  来るべき12月の市長選挙におきましては、先

ほど申しあげましたとおり、多くの市民の皆さ

んの声、御意見などを踏まえながら、そして、

これまでの８年間の市政運営を十分検証して、

そして、今後の４年間になすべき課題というも

のを、テーマというものをお示しをして市民の

皆さんの期待に応えていきたいというふうに考

えているところでございますので、御理解を賜

りたいと思います。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 通告をした時期がちょっと迷い

の時期だったものですから少し時間が経過をし

ているので、あるいは市長のほうでそうした政

策についてもう既にお出しになられているのか

もわかりませんけれども、たしか前回はオンリ

ーワンのまちづくりを初め、５つの政策目標を

定めてさまざまな政策を打ち出されたというふ

うに思っておりますが、ただいまの御答弁の中

で、第６次振興計画をこの10年間の計画をそれ

ぞれ指針に従って進めていくというふうなこと

であるだろうというふうに思います。 

  そこで今回は、この前、５つの政策目標を掲

げられました。具体的にそうした目標があるの

かどうか。５つをこの前、掲げられましたね。

例えばオンリーワンのまちづくりを初めとして

５つの目標を掲げられたわけですが、そうした

目標があるのかどうか、それも伺いたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど御答弁申しあげましたが、

当然のことながら、公約などについてはいずれ

そういう時期に取りまとめていくということに

なるんではないかというふうに思います。今、

寒河江市におきます大変重要な課題ということ

を考えますと、やっぱり人口の問題、人口減少
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をどうして対策を講じていくのかということ、

さらには安全・安心の問題など、そして、寒河

江の持つ宝というものをどういうふうにしてブ

ランド化をして情報発信をしていくかなどにつ

いて、大きな課題になっているのではないかと

思っているところでございます。いずれにして

も、少し時間をいただきながらしかるべきとき

に御質問の内容についてはお示しをしていくと

いうことになろうかと思います。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ぜひ早目にお知らせ等をいただ

きたいなと、こういうふうにお願いをしておき

たいと思います。余り掘り下げますと、選挙の

事前運動なんていうふうになると困るものです

からこれ以上申しあげませんけれども、できる

だけ早い機会にお示しをいただきたいものだな

というふうにお願いをしておきたいというふう

に思います。 

  それで、次に通告番号の４番について御質問

をさせていただきますが、資源エネルギー庁に

よる全国で実施しているシンポジウムの開催と

自治体の説明会についてということでお尋ねを

したいと思います。 

  市長も御承知のように、高レベル放射性廃棄

物は原子力発電所から出る超猛毒の核のごみで、

地層処分の安全性についてはいまだ確立をして

いないというふうに言われているわけでありま

す。さきに資源エネルギー庁は、高レベル放射

性廃棄物の地層処分を決定し、実施主体を原子

力発電環境整備機構として公募をしましたけれ

ども、地元の反対等があって政治的な困難を引

き起こしております。 

  こうした中で、政府は原子力発電所の再稼働

を推し進めようとしているわけでありますが、

問題は、先ほど申しあげました放射性廃棄物で

ある使用済み核燃料や高レベル廃棄物において、

既に保管量が容量いっぱいになっているにもか

かわらず、つまりこれ以上ふやせないという状

況の中で上限を確定しないままに、原発の再稼

働に踏み切る姿勢であるというふうに思います。 

  日本学術会議も指摘をしておりますが、それ

を曖昧にして新たな方針として国が関与しての

候補地探しの説明会が行われ、県や各市町村に

も出席を求めているというふうに言われており

ます。 

  具体的には去る10月８日に山形市において資

源エネルギー庁による県民向け地層処分セミナ

ーが開催をされました。関係者によりますと、

説明した内容についても目新しいものがなく、

説明会を全国で行ったというアリバイづくりの

一つで、原子力発電所の再稼働に向けた地なら

しではないかというふうに指摘をされている向

きもございます。 

  そこでお尋ねをしたいというふうに思います

が、放射性廃棄物という核のごみの始末に筋道

がつかない現在、原子力発電を続けるのは無責

任で、自然エネルギーや省エネルギーを生かし

た循環社会を目指すべきという国民世論が多い

中で、こうしたシンポジウムやセミナーを開催

することについて市長はどのような御見解をお

持ちかお伺いをしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 去る10月８日に山形市を会場に

開催されました「高レベル放射性廃棄物につい

て考える地層処分セミナーin山形」などの実施

についての見解という御質問でございますが、

まずは高レベル放射性廃棄物についてお話をさ

せていただいて論点を整理させていただきたい

というふうに思います。 

  資源エネルギー庁の資料によりますと、原子

力発電の運転に伴い使用済み燃料が発生をする

わけでありますが、日本では使用済み燃料を再

処理して取り出したウランやプルトニウムを再

利用しつつ、廃棄物の量を抑える核燃料サイク

ルを推進する方針としております。その再処理

の際に生じる放射性の高い廃液を固体化したも
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のが高レベル放射性廃棄物ということになるわ

けであります。これを最終処分するために国際

機関や世界各国でさまざまな処分方法が検討さ

れているということでございます。 

  その中で、深い地層が本来持つ物質を閉じ込

めるという性質を利用して、人間の生活環境か

ら隔離する地層処分が国際的に共通した考えと

なっております。日本でも高レベル放射性廃棄

物を厚い金属の容器に格納した上で、地下深く

の地層の中に埋設をするということにしている

わけでございます。 

  こうした背景により、地層処分の事業実施主

体として原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）

が設立されまして、2002年から処分地選定の調

査の受け入れ自治体を公募してきたわけであり

ますけれども、内藤議員御指摘のとおり、現在

に至るまで応募が得られず調査が着手できてい

ないという状況でございます。 

  政府といたしましては、2015年に最終処分法

に基づく基本方針を改定し、自治体からの応募

を単に待つのではなく、科学的有望地を提示す

るなど政府が前面に立って取り組みを進める新

たなプロセスを追加したわけであります。 

  科学的有望地につきましては、１つには処分

後の長期の安全性、２つには施設の建設・操業

時の安全性、そして３つには輸送時の安全性な

どを基準に適性の高さを判断しようということ

になっているようでございます。 

  以上のような内容が去る10月８日のセミナー

でも説明されたと考えております。 

  これらセミナーやシンポジウムの開催に対す

る見解はどうかということでありますが、原子

力政策を推進する政府の立場を推察をすれば、

全国的に幅広くセミナー等を開催することに関

して正しい知識を理解する機会を広めると、得

るという観点からはもちろん、否定する立場に

はありません。ありませんが、東日本大震災時

における福島第一原発事故による影響が今も続

く現状、さらには寒河江市におきましても、福

島県などからの多くの避難者を受け入れてまい

りましたし、風評被害による東北地方への観光

客の激減など、私どもがみずから体験した実態

もあるわけでございます。東北における原子力

政策については、政府としてそうした状況を踏

まえて対応してほしいというふうに考えている

ところでございます。 

  いずれにしても、今後とも政府の動向に十分

注意をしながら、可能な限り多くの情報を収集

してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５２分  

 再 開 午前１１時０５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  内藤議員。 

○内藤 明議員 ただいま市長から御答弁をいた

だきましたけれども、シンポジウム等に対する

御見解を伺ったわけですが、正しい知識を広め

るために、政府といいますか、担当の省庁がす

ることについては批判は避けたいというお考え

のようでありましたけれども、正しい知識かど

うかというのは、これは問題でありまして、つ

まり日本は御承知のように、地震国でもありま

す。また火山列島ですね。確かにフィンランド

においては高レベル放射性廃棄物を地層処分す

るということで行っておりますが、聞くところ

によりますと、フィンランドの地層というのは

非常に安定しておりまして、18億年間、動かな

かったという安定した地層だそうであります。

ところが、日本は、先ほど申しあげましたよう

に火山列島であり、最近ではことごとく地震が

発生をしている状況にありまして、安全性には

ほど遠いんじゃないのかなというふうに私は思

っているところであります。 
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  したがって、つまるところ、そうしたもの、

もとになっているもの、つまり原子力発電をや

めるような方向で政府としては考えるのが本来

の筋道であろうなというふうに私は考えている

ところでありますけれども、ぜひ市長におかれ

ましても、そうしたような見地にお立ちをいた

だきたいというふうにお願いをしたいと思いま

す。 

  続きまして、資源エネルギー庁による山形県

の自治体に説明会がなされたというふうに言わ

れております。去る５月31日、霞城セントラル

で非公開で行われたそうでありますが、そこで、

政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分に関す

る閣僚会議において、処分場候補地に適した科

学的有望地について2016年度中に示す方針を決

めております。先ほど言われましたが、地下の

安定性、輸送時の安全性などの観点から適性が

低い、あるいは適性がある、そしてまた適性が

より高いという３つに分類して日本地図をそれ

ぞれ色分けするそうでございます。そして示す

というふうに、提示をするというふうに言われ

ておりますけれども、私の仄聞するところによ

りますと、本県においても、朝日連峰の一角に

その有望地があるというふうな話もございます。

仮にそうした場合に、県内の自治体全体で私は

反対の運動を起こす必要があるんじゃないのか

なというふうに思います。そうした意思表示を

すべきであろうというふうに思いますが、仮の

話で恐縮ですが、間もなく色染めされるであり

ましょうから市長の御見解を承りたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど御質問ありましたけれど

も、昨年の12月に開催された最終処分関係閣僚

会議において決定された今後の方針によります

と、科学的有望地について地層処分の実現に至

る長い道のりの最初の一歩として、国民や地域

に冷静に受けとめられる環境を整えた上で、平

成28年中の提示を目指すというふうにされてい

るところであります。近い時期に政府からの提

示がある可能性を示しているということは御指

摘のとおりであります。 

  そういう状況でありますので、日本各地にお

ける科学的有望地の一つとして山形県内から選

出される可能性はゼロとは言い切れないという

ふうになろうかというふうに思います。仮に何

か動きがあるということになりますれば、これ

は県あるいは他の市町村とも連携を図りながら

対応していくということになろうと思っており

ます。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ぜひそのような対応をしていた

だきたいなと、こういうふうに思っているとこ

ろであります。繰り返すことになるわけであり

ますけれども、朝日連峰というのは、本市を流

れる最上川の上流部に当たるわけでありまして、

また母なる川というふうに言われている、山形

県にとっては母なる川ということで全域に及ぶ

ような流域からしますと、そういうふうになる

わけでありますから、ぜひそのように対応して

いただきたいなと思っております。 

  それから、少し山形市で行われましたセミナ

ーの質問と回答といいますか、答弁のことを申

しあげますけれども、それを見ますと、まんざ

らうそじゃないなというふうに思っているんで

すけれども、その話も。というのは、先ほど申

しあげました朝日連峰のところというのは、例

えばこういうふうな質問がなされているんです

ね。沿岸から20キロメートルが科学的有望地な

ら内陸地は適性のある地域にならないのかとい

う問いがあるんですが、それに対して沿岸地か

ら20キロメートル以内が輸送面で有利というだ

けであって、内陸部であっても適性が認められ

るケースはあるというふうに言われております。

それからしますと、必ずしも山形県は火山も地

震もないからということで適性だなんて言われ
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たら大変だなという思いがありますので、そう

したときには敏感に御判断をいただいて対応を

お願いしたいというふうに思っているところで

あります。 

  続いて、通告番号５番の学校教育における諸

課題と本市の状況について草苅教育長にお尋ね

をいたします。 

  御承知のように、文部科学省は去る９月29日

に全国学力テストの結果を公表いたしました。

新聞等の報道によりますと、山形県は全般的に

低下傾向にあったが、知識の活力を調べるＢ問

題で小中の国語と算数、数学の全てで前回より

成績を伸ばすなど改善の兆しが見られる結果と

なった。一方で、長年の課題となっている算数、

数学は、基礎的知識を見るＡ問題を含め依然と

して全国との差はあったと。県教委は本年度も

有識者会議による学力向上プロジェクト会議を

開催し、授業の改善につなげる方針としている

という記事が掲載をされておりました。 

  そこでお尋ねをいたしますが、本県の学力向

上プロジェクト会議のメンバーはどのような

方々で構成をされているのかお答えを願いたい

と思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 本県の学力向上プロジェクト

会議のメンバーということでございますのでお

答え申しあげたいと思いますが、本県の児童生

徒の確かな学力を育成すると、そういう方策に

ついて意見を聴取するために山形県学力向上プ

ロジェクト会議というものを設置、開催してい

るところであります。 

  今年度のメンバー、外部委員ということにな

りますけれども、10名いらっしゃるようですが、

山形大学地域教育文化学部の学部長、それから

民間の教育研究所の副所長、それから民間会社

の経営者、それから市と町の教育委員会のそれ

ぞれ教育長と教育委員、それから県家庭教育ア

ドバイザーの方、それから県のＰＴＡ連合会母

親委員会の委員長さん、そして県連合小学校長

会の代表の方、県の中学校長会の代表の方、県

高等学校長会の代表の方、以上の10名でありま

す。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 今、お名前まで発表をいただけ

ませんでしたけれども、次の質問に余り名前は

かかわりないですからそれはそれでいいんです

が、何か公表できない理由があるんですか。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 特に公表できないということ

ではないんですが、役職団体からしているとい

うことなので、こういう答え方をさせていただ

きました。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 それでよしとしておきたいとい

うふうに思いますが、次の質問にかかわり余り

ないものですから、というのは、文部科学省の

言う学力テスト、つまり学力という視点からす

れば、その学力テストの結果については、本市

だけでなくテストを実施しているそれぞれの各

学校によってそれぞれ傾向といいますか、正答

率の傾向というのは違うというふうに思うんで

すね。ですから、そうしたアドバイザーといい

ますか、失礼、学力向上プロジェクトの会議の

メンバーの方々がいろいろ議論なされて県の学

力といいますか、検討されたものが本市にどの

ようなことによって本市の小中学校の授業など

に改善されるようなことが言われているのかな

と、こういうふうなことでお伺いをしたわけで

あります。そういう意味で、そこで検討された

会議の結果について、本市の小中学校にどのよ

うなことで生かされているのか、次の質問にさ

せていただきたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 授業の改善策について会議の

中で話されたことがどう生かされているかとい

うことでありますけれども、これまでの３回、
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会議が開かれたようでありますが、１つには覚

えた知識を活用する学力をどう育成していくか、

育成していく必要があるということが１つであ

ります。それから、算数、数学を中心とした応

用力の育成、これを図ることが必要だと。それ

から、保護者に探求型学習の取り組みというも

のを具体的に伝えていく、そういうことが必要

である。そして、授業に結びつく家庭学習の大

切さ、こういったことについて話し合われたよ

うであります。 

  本市においても、活用する力、あるいは算数、

数学の学力の向上ということが課題となってい

ることなどを踏まえまして、次の５つの視点を

示して授業の改善に努めているところでありま

す。 

  それは１つは、授業における見通しと振り返

りの充実ということ、それから２つには探求型

学習の積極的な導入と単元構成の工夫、３つに

個に応じたきめ細かで確実な指導の充実、４つ

には児童生徒の学力というものの多面的な分析、

そして５つ目は全校的、全市的な研修を生かし

た授業づくりということがあります。 

  学校の取り組みにつきましては、お便り等、

学校通信等でお知らせするだけでなくて、授業

参観等で探求型学習を取り入れた授業を参観し

ていただいたりしております。 

  また、家庭学習についても時間的な長さの問

題だけでなくて授業と連動させた予習や復習、

このあり方を工夫するなど授業に結びつけた家

庭学習のあり方ということについても、その工

夫と改善に努めているということでございます。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 同じ新聞報道によりますと、県

教育委員会は今後についてこの全国平均を下回

った算数、数学等については、全国学力テスト

の過去問題を活用した教材、つまりスパイス問

題シートの利用を一層促進するとともに、国語

のＡ問題のローマ字の読み書きに関してＩＣＴ

を活用してローマ字になれる機会もつくりたい

というふうにしているようであります。 

  こうした県教委の対応について申しあげます

と、結局のところ、つまり正答率の比較によっ

て教育現場に順位の上昇を求めることにしかな

らないんではないかというふうに私は思ってお

ります。本心かどうかは別にして、文部科学省

が言うには、過度な競争が生じないように十分

配慮することが必要だというふうに言っている

わけでありますが、そこからしますと、県教委

のそうした方針は、私は間違っているというふ

うに思いますが、教育長の御見解を伺いたいと

思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 スパイスシート、ローマ字の

問題を出されまして方針が間違っているのでは

ないかというお話でございましたけれども、県

教委が作成をしているスパイス問題シート、こ

の活用とか、あるいはローマ字の学習にＩＣＴ

を活用するといった工夫というのは、なれさせ

るということで点数を上げることを目的として

いるものではないと捉えております。 

  スパイス問題シートというのは、全国学力調

査の問題を対象学年だけでなくて、しかも１回

限りのものとすることではなく、単元づくりと

か授業づくりとか、あるいは毎時間の学習問題、

評価問題、さらには意欲を高める家庭学習など

に活用できるように工夫されたシートでござい

ます。単に過去問題を繰り返して練習させると

いうことを意図してつくられたものではないと

いうふうに思っております。 

  また、ローマ字のことですが、ローマ字の学

習にＩＣＴを取り入れるというのは、これはロ

ーマ字を読んだり書いたりする学習に加えてロ

ーマ字入力という操作活動を取り入れることで、

ローマ字が使えるよさというものを実感させる

工夫の一つであるというふうに考えて捉えてお

ります。 



 - 29 -

  御指摘のように、過度の競争につながること

のないように十分に配慮しながら、スパイス問

題シートあるいはＩＣＴの活用ということ、こ

れだけではなくてさまざまな指導方法のよさを

効果的に取り入れることで、児童生徒一人一人

の確かな学力の育成を図ってまいりたいと考え

ております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 時間も残り16分ぐらいになりま

すが、いろいろ議論したい点があるんですが、

通告している中身がまだありますので先に進ま

せていただきたいと思いますが、この学力テス

トの結果についてこうした序列主義を強めてい

るのはマスコミに責任があるんだという見解も

ありますけれども、現実的に申しあげますと、

この学力テストの狙いからすると、相当ずれが

生じているんじゃないのかなというふうに私は

思わざるを得ないわけでありまして、今、こう

いう時期にあって、つまり子供たちが学びを育

む、そしてまた、その環境をどういうふうにつ

くるかというふうな視点で私は教育について改

めて問い直す時期に来ているんではないのかな

と、こういうふうに思うわけでありますが、教

育長の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 学力テスト、教育について問

い直す時期に来ているのかというお話でありま

すが、御承知かと思いますけれども、全国学力

学習状況調査には目的が３つございます。 

  １つ目は、義務教育の機会均等とその水準の

維持向上という観点から、全国的な児童生徒の

学力あるいは学習状況を把握、分析して、そし

て教育施策の成果と問題を検証する。さらにそ

の改善を図るということが１つ目でございます。 

  ２つ目は、そのような取り組みを通じて教育

に関する継続的な検証改善サイクルというもの

を確立していく。 

  ３つ目は、学校における児童生徒への教育指

導の充実、学習状況の改善等に役立てるという、

この３つの狙い、目的があるわけですけれども、

文部科学省からも調査前に過去問題を集中的に

解かせるなど点数を上げることを主目的とした

取り組みをしないよう求めると、こういう通知

がなされているところであります。本市におい

てはそのような実態はないと捉えております。 

  教育委員会といたしましても、御指摘のあっ

た全国学力学習状況調査についても本来の目的

に沿って取り組むことによって、本市における

教育指導の充実、学習状況の改善等に結びつけ

てまいりたいと、こんなふうに考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ぜひ改善に結びつくようにお願

いをしたいというふうに思っております。 

  次に、この学力テストの問題に関して最後に

なりますが、ホームページ等によりますと、松

江市の教育委員会でこの学力テストの結果につ

いて学校別を公表しているというふうなお話で

ございます。文部科学省が各市町村教委で公表

可能とした2014年からずっと公開しているそう

でありますが、そしてまた、本県の吉村知事の

考え方がこの前、新聞に載っておりましたが、

市町村別、学校別の成績表の公表について成績

の上位に限って市町村を公表をすべきとの考え

を示しておったようであります。県教委は検討

するというふうなことで報道をされております

けれども、こうしたことについて私は前にも申

しあげておりますが、先ほども申しあげました

序列主義をあおりかねないということで、公表

は私は控えるべきだというふうに考えますが、

改めて教育委員会の見解を求めたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 公表の問題についてお答えを

したいと思います。 

  公表につきましては、御承知のとおり、文部

科学省から調査結果についての公表を行う教育
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委員会あるいは学校においては、単に平均正答

数、あるいは平均正答率などの数値のみの公表

は行わない。調査結果について分析を行ってそ

の分析結果というものをあわせて公表すること。

さらに調査結果を踏まえた今後の改善方策も速

やかに示すこと、こういったことが通知がなさ

れております。 

  本市では、これらの点を十分に踏まえまして

市全体の学力の状況とその考察の公表に際しま

しては、評価の平均正答数あるいは平均正答率

を単に数値として示すのではなくて、グラフや

文章でその特徴的な内容について表記するとと

もに、分析した結果を今後どう生かすか、その

対策も具体的に示すということで各学校におけ

る指導の改善に資することができるようにして

いるところであります。したがいまして、本市

におきましては、今後とも序列化や過度の競争

が生じないようにするなど十分に配慮して対応

してまいりたいと思います。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 次に、いじめの問題についてお

伺いをしたいと思います。 

  いじめ防止対策推進法が施行されて３年を経

過をするわけでありますが、このところ、まだ

被害を受けて子供がみずから命を絶つという報

道が後を絶たないような状況になっております。

専門家の話では、このいじめ対策の模索は続く

ものの、形骸化しているのじゃないのかという

指摘もあります。 

  ところで、先日、これも文部科学省の2015年

度の調査で前年度比で19.4％増で過去最高とな

ったと、いじめについて報道がなされました。

全校種で増加して、このことについて文部科学

省は、学校が積極的にいじめを見つけた結果と

見ているというふうに報じておりますけれども、

本市においても、いじめ防止基本方針を策定し、

いじめ根絶に向けて取り組まれていることは承

知の上でありますが、一方でこうした報道もあ

りますので、管内の小中学校においていじめの

調査結果、前年度の対比でどのようになってい

るのかお伺いをいたしたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 いじめの状況についてのお尋

ねでございます。御指摘のように、文部科学省、

平成27年度の問題行動等の調査におきましては

いじめの認知件数は22万4,540件、前年度より

19.4％増加して過去最多となったと、こういう

結果を公表しております。 

  本市におけるいじめの認知件数につきまして

は、これとほぼ同様の傾向でありまして、平成

27年度は前年度よりも19.3％増加しておりまし

た。 

  いじめの具体的な態様としては、冷やかしや

からかい、悪口などこういう態様が最も多く、

これが認知件数の増加にもつながっております。 

  しかしながら、このような認知件数の増加傾

向というのは文部科学省も指摘しておりますよ

うに、本市においてもいじめに該当すると判断

される事例については、決して見逃さない、き

ちんと認知して必ずその改善を図るという、こ

ういう姿勢をあらわしているものと捉えており

ます。 

  このようにどんないじめもきちんと認知して

改善しようとする姿勢が大切であるということ

はもちろんでありますが、いじめ問題をしっか

りと分析をして、いじめそのものを減少させる

取り組みもまた重要であると思っております。

今後とも関係者、関係機関、学識経験者等から

の御理解、御助言をいただきながら学校、家庭、

地域、連携していじめのない学校づくりに努め

てまいりたいと思います。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 積極的に見逃さないという視点

で調査した結果だというふうに御答弁がありま

したので、素直にそのように承りたいというふ

うに思います。 
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  最後に、平成28年度教育委員会事務事業点検

評価報告書の小中学校の就学支援事業について

お尋ねをしたいと思います。 

  以前にも私、指摘をしましたが、全国的に子

供の貧困がふえている状況にあります。そのこ

とを反映してか、教育委員会の事業評価にある

ように、本市においても経済的理由で就学が困

難と認められる児童生徒が増加しており、学用

品など就学に必要な経費について支援する本事

業の意義は大きく、また支給品目の拡充を望む

声もあるというふうにしておられます。 

  ところで、今後の対応の中で学校給食費の支

給額が国の基準額、括弧して要保護となってお

りますが、より低いことから検討を重ね、対象

世帯の経済状況を的確に評価して適正な就学支

援を実施をしていくというふうになっておりま

す、というか、そういうふうにしておりますが、

私はこの国の基準を満たすように直ちに対処を

すべきというふうに思いますけれども、教育委

員会の言われる検討を要するその課題について、

どういうふうなものなのかお尋ねをしたいと思

います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 児童生徒の就学援助費につい

ての御質問でありますが、準要保護者に対する

就学援助につきましては、寒河江市児童生徒就

学援助費交付要綱、これによりまして実施をし

ているところであります。 

  その支給項目といたしましては、学用品費、

通学用品費、学校給食費、校外活動費などが対

象となっておりまして、これらに対して援助す

ることにより当該児童生徒の就学機会の確保と

いうものを図っているところであります。 

  先ほど御指摘ありましたように、事務事業点

検評価報告書では、当該事業の今後の対応とし

て要保護児童生徒への就学援助費の中の学校給

食費の支給額が、要保護者は国の基準に基づい

て支給されるのに対しまして、準要保護者への

支給額がこれより低いということから検討を重

ねるという記載になっております。これまでは

要保護者と準要保護者では負担能力に違いがあ

るという意味から、学校給食費については準要

保護者からは１割の御負担をいただいてきたと

ころであります。この点については、準要保護

世帯の状況を十分に精査検討いたしまして今後

対応してまいりたいと考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ぜひ直ちに対処していただきた

いと思っているところでありますが、ちなみに

要保護の関係で国の基準を満たしていないとい

うふうなところは、県内でどういうふうなとこ

ろが挙げられますか。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 自治体名ということでしょう

か。（「はい」の声あり） 

  山辺町がそうだというふうに伺っております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 そうしますと、国の基準を満た

していないこの額で対処されているのは、本市

と山辺町ということになるわけですか、この要

保護についていいますと。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 準要保護者に対する支給が１

割、寒河江市の場合は１割負担をいただいてい

るんですけれども、そういうふうに十分に実費

全額というふうになっていないのは、全て調査

したわけではありませんけれども、話を聞いて

いるのは先ほど申しあげた自治体があるという

ふうに聞いております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ちょっといまいちですね、この

文書からしていまいち理解できないところがあ

るんですが、つまり寒河江市の支給額が要保護

に関しては基準になっていないということなん

ですよね、この文書からすると。それじゃない

んですか。 
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○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 要保護者については国の基準

どおりです。しかし、準要保護者に対しては負

担能力の違いからこれまで１割の負担をいただ

いていたということでございます。準要保護者

に対してです。 

○國井輝明議長 時間ですので、内藤議員。 

○内藤 明議員 今の答弁でわかりました。とい

たしますと、この書き方がちょっと違いますね。

ぜひそうした準要保護者についても、つまり要

保護については国の基準を満たしているという

ことなんですよね。ということからすれば、こ

の文章、書き方がおかしいなというふうに思う

わけですが、もう一回点検をなさっていただい

てさらに御検討いただくようにお願いして、終

わります。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号６番、７番について、

４番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 市民クラブで社会民主党の渡邉

賢一でございます。会派代表の内藤議員に引き

続きまして、通告した２点について御質問をさ

せていただきたいというふうに思います。 

  まず、秋も深まってスポーツの秋ということ

で、今週日曜日行われました西村山地区第63回

の駅伝競走大会では、寒河江市チームが８連覇

を達成するというふうなこと、いよいよ県の女

子駅伝大会についてもあさって、日曜日開催さ

れるということで、女子についてはおととし、

３位入賞ということで、昨年は若干振るわなか

ったんですけれども、ぜひ頑張っていただきた

いなというふうに市民挙げて応援をしていきた

いと思っているところでございます。 

  先ほどは佐藤市長、３期目に向けて揺るぎな

い政治理念とかたい御決意を表明され、私も心

強く拝聴したところでございました。これまで

市長は、財政健全化を最優先にしてこられたと

ころは市民も高く評価されているわけですけれ

ども、洋樹市長のスマイルシティ像を、またそ

のカラーをさらに鮮明にしていただき、第６次

振興計画のアクションプラン、諸課題中、もっ

と見えるハード面の整備についてもぜひ進めて

いただきたいんだと。その手腕に多くの市民の

皆さんが期待を寄せておりますので、私からも

お伝えをさせていただきたいというふうに思い

ます。 

  さて、これは全国の郵便局に張られているポ

スターでございます。郵便局のほうでは８月に

張り出したようなんですけれども、身近な介護、

誰にでも起こり得る介護ということで介護の準

備はお済みですかということでございます。平

均寿命と健康寿命の差ということでありまして、

男性は、これはちょっと前の数字だと思うんで

すけれども平均寿命が80.5、健康寿命が71.19

で、その差が9.31年だと。女性に関しては、平

均寿命が86.83、健康寿命も74.21で、ここはも

っと大きく12.62年というふうな結果だそうで

す。75を過ぎると要支援、要介護の認定者も著

しくふえてまいりまして、75から79までは14％、

80から84までは29.6％、85以上になると59.6％

ということで約６割の方がそういう対象になっ

てくると、加齢とともに増加しているというふ

うな結果でございます。 

  そのサポートについても４年以上というのが

本当に多くなっておりまして、50％近い人が４

年以上ということになります。それにかかる費

用が初期費用で252万円とか、居宅サービスで

いっても12.4万円、施設でいうと29.1万円とい

う、こうした数字が出され、非常に医療介護の

問題については喫緊の最重要課題だというふう

に思っております。 

  それに対しまして安倍政権は、新自由主義的

な政策を強引に推し進め、医療制度改革と称し

て格差、貧困、不平等を拡大させ、自己責任と
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称してさまざまな支援を打ち切っております。

高齢者の医療介護の自己負担を来年度からさら

に引き上げる方針だということで報道されまし

た。特に破綻したアベノミクスによって若者を

中心に派遣職員や臨時、パートなど非正規労働

者が増加している。その中で国民健康保険納付

もままならない、さらには無保険状態にある人

も非常に多いということで多くの市民の方は未

来への不安を訴えているわけでございます。 

  厚生労働省の具体的な医療、介護の再編イメ

ージということで出されているものからすれば、

医療、介護の連携を推進させる地域包括ケアシ

ステムへの再編を誘導しているわけですけれど

も、本市の地域医療、介護福祉そのものに大き

な影響を及ぼすこうした流れに対して、私たち

は地域社会のセーフティネットをどう守ってい

けばいいか、あるいは全ての市民が人として生

き人間らしく高め合い、命の尊厳を大切にして

住みなれたふるさとで安心して暮らしていける

社会を地域の力で、多くの力で守っていかなけ

ればならないというふうに思っています。 

  通告番号６番、人といのちが輝く地域医療の

充実について御質問をさせていただきたいと思

います。 

  私は、さきの３月議会でも市立病院の経営形

態の見直しで質問をさせていただきましたけれ

ども、経営改善に向けた多くの効果が期待され

るということから、本年４月から地方公営企業

法全部適用によって久保田病院事業管理者をお

迎えしながら、経営組織、人事の全権を集中掌

握されているわけでございます。 

  この間、2014年度、15年度の医業収支比率で

ありますが、71.5％、それぞれ71.5％というこ

とで横ばい、しかしながら、病床利用率という

のは2014年度が60.1％、直近の数字で2015年度

は54％まで落ち込んでいるというふうなことで、

10年後の数値目標である医業収支については

82.7％、病床利用率は70.4％に向けてさらなる

経営改善が求められているというふうに思って

います。利用者でもあり納税者でもある市民の

皆さんからも多くの関心と期待が寄せられてい

るわけであります。 

  そこで、（１）でありますが、市立病院の大

規模改修計画について御質問させていただきま

す。 

  市民の皆さんからさまざまお聞きするのは、

循環バスも利用している、病院にも行きやすく

なった、病院の前の道路拡幅も工事、進められ

ている。そういったことも大事なんだけれども、

市立病院をもっとよくしてくれというふうな声

でありまして、多くの市民は病院の充実を望ん

でいる。そこで働く皆さんも非常に関心が高い

ということであります。 

  1973年、昭和でいうと48年に建築をされ1990

年、平成２年に増築した病院の建物と建築設備

につきましてはかなり老朽化が進んでいるわけ

であります。特に配管についてでありますが、

同じ50年近くたっている建物、先日、陵東中学

校のＰＴＡの皆様と懇談があったわけですけれ

ども、学校も築後50年を迎えるというふうなこ

とで水道管破裂が続いているそうです。廊下、

教室は水浸し、雨漏り、トイレも一時的に使え

なくなるという状況も伺っており、６次振興計

画の中にも病院の快適な施設環境の整備という

ものを主な取り組みの一つに挙げておられます

けれども、ぜひ手おくれにならないように計画

的な更新整備をやる必要があるのではないかと

いうふうに思います。 

  そこで、建築基準法上の建物の耐用年数、耐

震基準に向けての対策や配管等、建築設備の老

朽化の現状を踏まえて大規模改修、大手術を私

はすべきだというふうに思うんですけれども、

そのお考えについて病院事業管理者の御所見を

お伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 病院の建物の耐用
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年数と耐震基準についてからお答え申しあげま

す。 

  市立病院本館は鉄筋コンクリート造で、昭和

48年10月、現在地に病床数60床の病院として新

築移転を行っております。また、平成２年には

新館を増築して病床数を増床し、現在に至って

おります。 

  本館は43年、新館についても26年がそれぞれ

経過しており、減価償却資産の耐用年数の省令

にある病院施設の耐用年数は39年から算出しま

すと、本館は４年が経過し、新館は残り13年と

なっております。昭和56年以前の旧耐震基準の

対象となった本館については、平成23年度に実

施した耐震診断の結果、１、２階は耐震基準を

クリアしておりますが、本館屋上にある当院の

シンボル的な塔屋部分については、倒壊または

崩壊の危険性があるため、解体撤去する必要が

あるとの診断を受けました。塔屋最上階には貯

水槽やエレベーター機械室等があり、それらを

移設、新築するとなると莫大な経費を要してし

まうことから再検討を行い、補強工事でも耐震

化が図られることが判明し、平成26年度に耐震

設計、翌27年度に耐震化工事を施行し、耐震基

準を上回り、倒壊または崩壊の危険性が解消さ

れました。これにより全ての施設が耐震基準を

上回るものです。 

  次に、老朽化についてですが、本館の施設設

備については平成６年度に給水給湯管更生工事

を実施、また平成20年度には本館２階第一病棟

の改修工事を実施し、内装やトイレ、浴室、デ

イルーム等の模様がえをしました。それ以降の

年度においては、本館エレベーター及びボイラ

ーの入れかえ、また新館についても冷暖房機や

電気設備の改修も実施しております。 

  これまで診療診察の妨げとならないよう配慮

しながら修繕等で対応しており、過去５年間、

平均で年間1,350万円程度の修繕費が投入され

ております。 

  御質問にありましたように、本館の管更生工

事から20年以上、新館についても築25年以上経

過しております。さらには本館の受電・変電設

備、新館エレベーターや旧排水設備等建築当初

のものが数多くあり、交換のための修繕部品の

供給が困難になってくることも考えられ、予算

化を図りながら計画的に更新をしていく予定で

す。 

  本館は減価償却資産としての耐用年数は過ぎ

ているものの、耐震工事も完了しておりますし、

新館についても必要な施設設備の修繕更新等、

引き続き長寿命化を図るべく、起債等を財源と

した改修を計画し、これまで以上に安全で安心

できる地域医療の拠点施設として整備、計画し

てまいります。 

  現在策定中の平成29年度から32年度までの新

改革プランにおいて施設設備計画を作成し、プ

ランに基づき実行してまいる所存でございます。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 午前中の私の質問の中で１点だ

けちょっと数字的な間違いがございましたので、

冒頭訂正させていただきたいと思います。 

  決算統計集計値の速報値に基づく病床利用率

につきましては、私、一般病床の分「54.0」と

申しあげたんですが、全体では「59.3％」とい

うことでありましたので、そこは議事録、訂正

をお願いしたいと思います。 

  午前中の質問で事業管理者のほうからは、新

改革プランに基づく修繕計画を立てて引き続き

必要なところは修繕していくんだというふうな

ことでしたので、ぜひ手おくれにならないよう

なことでお願いをしたいと思います。 
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  （２）のほうに入りますけれども、地域医療

構想に基づく市立病院の新改革プランについて

でございます。 

  ９月の県の医療審議会で確定した地域医療構

想、この内容に基づいて市立病院の位置づけと

役割というものはどのように御認識なのか御所

見をお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 お答え申しあげま

す。県から示されました地域医療構想では、将

来における人口動態、疾病構造の変化、基幹病

院までのアクセス時間などの要因を勘案し、村

山２次医療圏域が構想区域と設定されておりま

す。 

  村山構想区域における人口動態及び医療機関

数、医師数、受診動向等から構想の目標年度で

ある2025年の医療需要に対応していくため、病

床機能の分化、連携、在宅医療の充実、人材の

確保育成が課題解決の施策の視点であるとされ

ております。 

  また、村山構想区域における目標年度の病床

必要量の推計として、急性期病床が1,456床過

剰となり、回復期病床が708床不足すると見込

まれており、将来の医療需要に対応する体制整

備が必要とされております。 

  村山２次医療圏域の医療施設の現況は、山形

大学医学部附属病院及び県立中央病院が３次医

療機関として高度な特殊医療を提供し、山形市

立病院済生館、山形済生病院、県立河北病院等

が２次医療機関の中の基幹病院として救急医療

や専門性の高い医療を提供しています。 

  さらに、西村山地域については、救急医療や

専門性の高い医療は県立河北病院のほか、山形

大学医学部附属病院、県立中央病院、山形市立

病院済生館、山形済生病院など山形市内の病院

が担っている状況にあります。寒河江市立病院

を含めたその他の２次医療機関のうち、病床利

用率の低い病院は地域包括ケア病棟や回復期リ

ハビリテーション病棟など回復期の医療を提供

する方向への転換や規模の適正化を進めるべき

であると構想の中で示されております。 

  また、地域包括ケアシステムを担う介護施設

等との連携を図り、在宅医療を推進するため地

域全体で検討を進めることが必要であるとされ

ております。 

  この中で市立病院は診療所や基幹病院との連

携を図り西村山の地域医療の中核的病院として

重要な地位にあるものと認識しております。市

立病院が地域医療に貢献できる病院としての役

割を果たしていくためには、地域住民のニーズ

及び患者様の通院距離や通院手段など、高齢者

等の利便性の観点から地域医療構想で示されて

いるような回復期、慢性期医療の充実を図るこ

ととともに、基本的な急性期医療の提供体制も

維持する必要があると考えております。 

  また、内科、整形外科を中心にした診療科目

のほか、リハビリテーションにおいては、地域

の拠点となる医療機関としての役割を果たすべ

きであると考えております。 

  今後も受診動向を考慮し、病院経営の安定と

適正化を図りながら、現在担っている診療体制

に加え、訪問診療や訪問リハビリテーション等

回復期の診療機能の整備、充実を図るなどニー

ズを的確に捉え、医療環境の変化や医療制度の

改定にも柔軟に対応する視点が重要であると認

識しております。以上でございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。新改革

プランにおいての位置づけ、今お話しあったわ

けですけれども、私どものほうでもいろんな資

料を見せていただきますと、総務省では公立病

院の改革ガイドラインというものを示して今年

度末まで具体のプランの中身をしっかりと打ち

出せということになっていまして、特に経営効

率化が図られない場合のさらなる経営形態の見

直しまで踏み込んだものとなっております。 
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  今ありました御答弁の中でも診療科目及び病

床数の考え方については具体の数字、どのよう

にお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 今、具体的な数字

というのは持参してまいってはございませんが、

新改革プランでは、診療科目や病床数、医療職

等を含め当院が有する現在の診療体制の中で、

どのようにして経営の健全化、効率化を図って

住民の方々のニーズに応えていくかを重視して

環境整備をしていく所存でございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 だとすると、またこれからの検

討になってくるのかと思うんですけれども、事

業管理者のほうからありました地域包括ケア病

棟や回復期のリハビリテーション病棟について

は、村山圏内の２次医療圏の中で708床ほど不

足するんだということもあって、そちらにシフ

トしていくのではないかと素人からすれば考え

ますけれども、そこはいかがですか。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 病棟や病床数につ

きましては、現行の診療体制の中で当院の診療

機能をいかに生かし、効率的に運営していくか

が課題であると考えております。このためにも

地域医療構想に示されている回復期機能への転

換や充実、病床規模の適正化を基本方針として、

今後、現在、一般病床の中に含まれております

地域包括ケア病床の増床や病棟への転換を考慮

しつつ、回復期、リハビリテーション病棟の開

設につきましても検討を行い、地域住民のニー

ズに沿って柔軟に対応し、良好な医療を提供し

てまいりたいと思っております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 わかりました。 

  それで、もう一つが休日夜間などを含めての

救急医療の対応についてでございます。議会報

告会などで市民の皆さんからお聞きするのは、

救急患者の受け入れ拒否、例えば先生が担当外

などの理由で他の病院へ搬送を余儀なくされる

というふうなことなども苦情というか、お話が

出ておりまして、残念ながらそういう声もお聞

きするわけです。これは裏を返せばというか、

市立病院に対して信頼を寄せているからこその

市民の声だと私は思うんですけれども、そうし

たところに応えるような体制というものはどう

お考えでしょうか。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 休日夜間の救急医

療対応につきましては、当院では当直医が１名

で対応しております。それぞれの医師の専門分

野で診療しているものであり、例えば整形外科

医が心疾患や脳血管疾患を診察させていただい

た場合や内科医が骨折などのけがを診察させて

いただいた場合、診断のおくれや治療の不備等、

患者様の不利益につながるおそれが高くなって

くる可能性があります。幸い当院から車で二、

三十分以内に高次機能病院があり、当院の設備、

スタッフ数を鑑みて他医療機関に御受診いただ

くことでよりよい結果が予想される場合もあり、

そういった患者様には他の救急病院に受け入れ

ていただいているのが事実ではございます。 

  また、救急車の搬送受け入れにつきましては

一刻を争う状況でありますので、救急救命士、

救急隊からの連絡を当直医が直接受け取り適切

な対応を指示しているものであり、さらに重篤

な患者様に関しましては、高次の救急病院に直

接搬送され一刻も早い最良の治療が受けられる

ように配慮しております。 

  しかし、現在のところ、専門性の高い分野も

含めまして当院で最良の治療を提供できると判

断した患者様を年間400件以上、救急搬送とし

て受け入れております。西村山の地域医療にお

ける中核的病院の一つとして役割を十分認識し

ながら、患者様の命を最優先に考え現診療体制

の中で受容できる最大の範囲で対応していける
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よう職員の意識を改革してまいっております。

病院内においても、救急体制への共通認識と意

識向上を図る上で救急対応マニュアルを改めて

整備するなど、医師を初めとする医療スタッフ

への意識の浸透に向けた取り組みも現在、進め

ているところでございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 わかりました。先ほどの答弁の

中にもあった、今後、在宅医療とか在宅介護と

の連携ということも大きな課題であると思いま

すので、そうした点についても、やはりマンパ

ワーがなければだめだというふうに思います。 

  この計画については今年度中ということで、

既に山形市の済生館については具体の数値など

も示されて市民への説明会とか議会への提案な

どが今度の議会であるんだそうですけれども、

本市においてプラン策定までのスケジュールは

今後どうなっていくのかお示しいただきたいと

思います。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 プランの策定につ

きましては、寒河江市立病院が置かれた状況の

中で病院の基本理念と住民のニーズに沿い、さ

らに地域医療構想との整合がとられた新改革プ

ランを策定すべく、プランの策定段階から職員

の改革意識の醸成を図るため、院内の各セクシ

ョンの代表で構成する新改革プラン策定事務局

会議を組織し、協議を進め、管理職で構成する

同院内検討委員会による協議、さらに市民を含

めた市及び関係機関の代表者による市策定検討

委員会による協議を重ねていくことを申しあげ

てまいりました。 

  現在、院内において素案、すり合わせと数値

目標等の設定作業を進めており、年内をめどに

市策定検討委員会の実施を予定しております。

年明け以降にも会議や検討を重ね、プラン策定

の進捗状況に合わせ議会への説明やパブリック

コメントなどを通し広く御意見を頂戴しながら、

市民のニーズに沿い良質な医療の提供と健全経

営につなげるべく、効率性が伴いバランスのと

れたプランになるよう今年度末の策定に向け作

業を進めてまいります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ丁寧に進めていただきたい

なというふうに思います。 

  続いて（３）の医師及び看護師等の人材確保

の課題でございます。 

  現在の医師の配置数については、４月以降、

減ったということなどもあって常勤医師が９名、

あとは派遣の非常勤医師で何とか頑張っていた

だいているというふうなことであります。 

  今後のドクター、医師の確保の見込みについ

てと、また最大限の努力をお願いしたいわけで

すけれども、その展望についてその医師の人材

確保についてはどうお考えでしょうか。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 現在、市立病院の

常勤医師数は９名となっており、内訳は内科５

名、外科１名、整形外科３名であります。こと

し４月末で内科医師が１名退職し、９月末には

外科医師が人事異動により転勤となりましたが、

後任の常勤の医師確保は現在のところ、見込ま

れていない状況にあります。 

  このため、４月当初と比べると２名減の体制

となったことから、常勤医師がそれらを分担し

ながら日々、外来入院の診療に当たっておりま

す。また、外来診療については、これまで内科、

整形外科、眼科、皮膚科の派遣医師に診療をお

願いしているところであり、退職した内科医師

の診察枠については常勤医師と派遣医師がそれ

ぞれカバーしながら対応しております。 

  休日夜間の日当直につきましては、不足した

２名の常勤医師を補うため、山形大学医学部に

要望し、日当直の一部について派遣をいただく

ことになり何とかローテーションを守っている

状況であります。 
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  現在ある定数との乖離についてですが、御存

じのように、医師不足による医業収益の低迷が

病院経営に直結するものでもあり、当院におけ

る最重要の課題と認識しております。慢性的な

医師不足の対策についてでありますが、当院の

医師は全て山形大学医学部の医局に属しており、

医師確保につきましては山形大学医学部を主た

る頼りとしております。県内医療機関へ医師の

適正配置を決定する山形大学蔵王協議会には、

着任早々、当院の困窮する現状を要望書として

提出するとともに、訪問要請活動を行いそれぞ

れの医局の教授に対しましても医師確保を懇願

して回っているところでございます。しかしな

がら、山形大学医学部の医局内でも開業予定の

医師や海外留学する医師がおり派遣する医師の

余力がないと言われている現況であります。さ

らに、着任以来、山形県健康福祉部に赴き当院

の現状を説明してまいっております。 

  このような中で、まずは蔵王協議会のあっせ

んにより10月以降の当直体制を維持していくた

め、月３回、日当直の派遣をいただけることに

なりました。医師確保については常勤、非常勤

を問わず今後とも山形大学医学部蔵王協議会を

中心に働きかけてまいる所存でございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 大変な努力されているというこ

と、共有したいと思っておりますが、ぜひ今後

配置できるように引き続きの取り組みをお願い

したいというふうに思います。 

  さて、看護師の件については、いろいろ資料

を見せていただいたわけですが、今、在職中の

皆さんの平均年齢が47歳ということで県内の自

治体病院でも最高齢の水準というふうにお聞き

しております。 

  そうした現状を踏まえた中長期的な採用計画

による人材確保についてお聞きしたいと思って

おりますが、即新規看護スタッフが即戦力とい

うふうにはなかなかなり切れないというふうに

思いますので、ぜひそうした状況、あと県内的

にはこれはおととしの調査の数字ですが、県内

で497人の看護師が不足しているというふうな

現状もありまして、どのように人材確保をし、

人材を刷新していくのか、そこもぜひお聞きし

たいと思います。 

○國井輝明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 今年度末の看護師

年齢構成は、正職員の看護師数は71名で、その

うち50代が34名、47.9％を占め、うち55歳以上

は11名、15.5％です。40代が26名で36.6％、30

代が11名で15.5％となっており、平均年齢はさ

っきお調べいただいたよりもさらにふえて、平

均年齢は48.1歳と高い数字になっております。 

  御質問のように、平均年齢を踏まえた中長期

的な採用計画のことでありますが、医師確保も

さることながら、今や看護師確保も全国的に困

難な状況にあるのが現状であります。県内にお

いても看護師の県外流出対策を初め、あっせん

業者を活用した県内外からの積極的な採用、さ

らには奨学金貸与制度による採用等、多くの病

院が看護師確保対策に困窮している状況にある

と聞いております。 

  当院におきましても、県内における看護師確

保の困難な状況を踏まえ、今後の年齢構成や将

来的に必要となる看護師数を考慮し、本年、看

護師の採用試験を実施し、来年度４月から３名

を採用することとしたものであります。 

  また、看護師の新規採用は新陳代謝や意識改

革、モチベーションの向上が図られるとともに、

当院に求められている医療安全や感染対策、栄

養サポート等の専門性はもちろん、施設基準や

加算の取得による収益性も考慮したものであり、

今後とも必要な看護師数について計画的に、継

続的に実施してまいりたいと考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。この課

題につきましては、市民生活に直結する最重要
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課題だというふうに思います。人材確保、特に

医師と看護師についてはこれまで以上のまた取

り組みをお願いしたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

  さて続いて、時間も限られておりますので、

通告番号７番、笑顔あふれる健康長寿社会の地

域包括ケアシステム構築に向けた課題解決につ

いて御質問をさせていただきたいと思います。 

  時間の関係で説明は省かせていただきますが、

昨年４月からの第６期介護保険事業計画が始ま

って、介護保険料の改定による影響、サービス

の確保、利用しやすさなど市民利用者の声をこ

の制度に反映して市民の皆さんが納得の得られ

る介護保険制度をつくるんだということが目的

と伺っております。現在、２年目に入ったわけ

ですけれども、この中身について二、三お伺い

したいと思います。 

  要介護認定者数が非常にふえてまいりまして、

推計値なども出されていると思うんですけれど

も、直近の数字では高齢化率が29.6％、そして

要介護認定者2,449人というふうなことであり

まして、どのように問題認識についてお考えか、

市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 要介護認定者の現状、それから

計画の進行とその課題認識ということでありま

すけれども、ことしの３月末現在の65歳以上の

要介護認定者数というのは2,421人であります。

前年より６人ふえております。計画値で示した

数値よりは逆に93人減となっています。 

  また、認定率についても19.4％、前年より

0.4ポイント減でありまして、計画値は20.8％

でありましたから1.4ポイント減と、こうなっ

ているところでございます。 

  そういった意味で計画の進行状況ということ

になりますが、先ほど申しあげましたとおり、

認定率が計画よりも低かったこと、さらには総

保険給付費が計画より0.5％減の34億1,700万円

であったこと、さらに現在、特養等の施設整備

が計画どおり順調に進んでいること、またその

整備終了後の合計のベッド数が338床となりま

すので、第１号被保険者に対する施設整備率が

2.7％というふうになりますが、県内13市の中

でも上位をうかがえる状況になっていくのでは

ないかというふうに思っております。そういう

意味で、３カ年計画の１年を経過した現段階で

は、おおむね順調に推移をしているものと認識

をしております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。その中

でも今、市長の答弁の中にもありました特別養

護老人ホームの整備について、計画の中では入

所待機者を解消していくんだというふうなこと

で上がっているわけです。在宅で介護を受けて

入所の待機をされている方の現状、特にひとり

暮らしの方も非常に大変な思いをされていると

いうふうに思うんですけれども、この施設の整

備についてのこれからの状況と解消に向けた方

策についてはどうお考えでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ことし９月末現在での特別養護

老人ホーム入所申込者で在宅で待機している

方々の人数は、要介護３から５までを合わせま

すと127人であります。うち要介護４、５の方

は79人となっております。ひとり暮らしの方は

要介護３から５までを合わせますと13人、要介

護４、５については５名となっております。 

  そして、先ほど施設整備のお話を申しあげま

したが、現在は３施設で260床を有しているわ

けでありますけれども、第６次の介護保険事業

計画によりまして78床増床して338床へと向か

っているところであります。 

  そういったことで、この施設が整備をするこ

とによって来年度には要介護４、５の方がほぼ

全員、入所できる定員というふうになろうかと

いうふうに思います。 
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  ただ、今後の見通しでありますけれども、御

指摘のとおり、高齢化率、年々上昇しているわ

けでありますし、待機者数などについても増加

が見込まれるわけであります。新たに30年度か

らの次期の介護保険事業計画の策定に当たって

は、さらに高齢者ニーズ、さまざまな需要の精

査を行いながら、また一方で、介護保険料の影

響なども十分考慮しつつ、適正規模の施設整備

というものを検討していく必要があるというふ

うになっているところでございます。 

  また一方で、施設入所の対象となるような要

介護度の高い方をふやさない、いわゆる介護予

防事業というものをさらに一層取り組んでいく

必要があるというふうに認識をしております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今の答弁にもあったわけですけ

れども、一時的には待機者が減るというふうな

ことはあっても、先ほどの表とか数字、申しあ

げたわけですけれども、これからどんどんふえ

続けていくであろう中で、根本的な解決にまだ

まだ至っていないというふうに私も認識してお

ります。高齢化がピークを迎える９年後、2025

年までの施設整備というものは本当に緊急課題

だというふうに思いますので、引き続き取り組

みを行っていただきたいというふうに思います。 

  次の課題、地域の特性に合わせた在宅医療と

介護の連携強化についてでございます。 

  寒河江市内、いろんな市街地と農村集落や中

山間地域という状況からすれば、地域の特性に

合わせてどのように進めていかれるのか、特に

地域医療構想の中でも出されているかかりつけ

医師の確保というものは進んでいるのかどうか。

高齢者が自宅で亡くなった場合、かかりつけ医

がいる場合はみとり扱いということがあるわけ

ですけれども、そうした医師がいない場合は警

察による検視が行われるような状況であります。

特にひとり暮らしの高齢者が多い寒河江地区な

どアンバランスが生じていますので、そういっ

たところについてのお考えをお聞きしたいと思

います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、在宅医療とい

うことについては外来医療のその先、終末期ま

で続く継続的な医療、そして患者の方の生活そ

のものを支える医療だと、こういうふうに言わ

れているところでありますし、御指摘のとおり、

寒河江地区のひとり暮らしの高齢者の方、それ

は医療機関に近い方もいらっしゃいますし、ま

た中山間で医療機関から遠くお住まいの方もい

らっしゃるわけでありますし、またそれぞれの

御自宅の生活環境なども違いがあるわけであり

ますので、それぞれのケースに合わせて支えら

れる体制というのが必要であります。したがっ

て、そういう意味で地域で医療、介護、福祉分

野などさまざまな職種が綿密に連携していく環

境づくりというのが重要になってきます。 

  そのため、西村山郡の医師会と連携をしなが

ら１市４町が寒河江市西村山郡訪問介護事業団

に委託をして、ことしの３月から在宅医療介護

連携室たんぽぽというものを開設をして、医療

介護従事者からの相談体制あるいは研修会を開

催するなど在宅医療の推進に向けた、いわゆる

基盤づくりを図っているところであります。 

  また、御指摘のとおり、かかりつけ医という

のはさまざまな職種の連携を通じて医療と介護

をつなぐ最も重要な役割を担っていく存在にな

ろうかというふうに思っているところでござい

ます。 

  西村山郡の医師会においても、事業計画の中

でかかりつけ医機能の充実と在宅医療の推進と

いうものを掲げております。今年度から日本医

師会が実施をしております日医かかりつけ医機

能研修制度という制度に９名の、そのうち本市

からは３名の方だそうでありますが、の方が受

講し修了したと伺っているところであります。

多くの会員の皆さんから研修を受けていただい
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て、さらに在宅医療、介護連携の中核を担うか

かりつけ医として育っていただければというふ

うに思っているところでございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひこれも重要な課題ですので

進めていただきたいと思っております。 

  （４）の認知症高齢者の生活支援について、

時間も限られているので急ぎで質問させていた

だきます。 

  今週16日に本市の認知症サポーターなど市民、

ボランティアの皆さんによる認知症の声がけ運

動、「どさ、いぐなやっす」というのが行われ

ましてニュースにもなっております。この活動

を続けておられる皆さんには心から敬意を表し、

感謝申しあげたいというふうに思います。特に

私の母も認知症になってしまって徘回中にこの

地域の方々から何度も助けていただいたことも

ございました。 

  本市では地域の方はもとより、ひとり暮らし

の支援、虐待防止、消費者被害防止などの取り

組みをさまざま行っているわけですけれども、

特に家族介護、ケアラーというんだそうですけ

れども、その方々への支援というものはどのよ

うにお考えなのかということです。特に孤立化

して不安や悩みを抱え込まないように支援して

いただきたいというのがあります。紙おむつの

負担軽減や介護者の家族介護の交流の場がある

そうですけれども、なかなか周知されていない

現状などもあると思いますので、それに向けた

取り組みについて御所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 認知症の御家族を介護されてい

る皆さんには、本当にその日ごろからの御労苦

に私からも敬意を表したいというふうに思いま

す。 

  家族介護の大原則というのは、家族の方自身

が健康であること。そして、家族の暮らしが安

定していること。そのためには社会が認知症に

対する理解を深めるとともに、社会全体で取り

組むということが大変大事になっているという

ふうに思います。 

  市におきましても、家族の方自身が健康でい

ていただくための事業として精神的負担やスト

レス解消を目的として、先ほどありましたけれ

ども、年１回、日帰りの家族介護者交流会とい

うものを実施をしているところでございます。

今年度は10月17、25日の２回、開催をしており

ます。35名の参加がございました。参加率とい

うことでしょうか、参加率は9.3％と、参加さ

れた方からは大変好評でありますが参加率が大

変低いということであります。これは何とか参

加率、多くの方に参加していただくような工夫

をしていかなければならないというふうに思い

ます。 

  また、御指摘のとおり、認知症の不安、介護

の不安の軽減というものも大きな課題でありま

すし、そういう窓口もつくって設置をしており

ます。御家族の方が問題を抱え込んだり地域で

孤立化することのないように、地域包括支援セ

ンターあるいは市の窓口のほかに、専門家が相

談に応じられ語らいの場となる認知症カフェを

市内介護事業所２カ所に月１回開催しておりま

す。市報にも掲載し、毎月お知らせをしており

ますが、これついてもさらに一層周知を図って

いかなければならないと思っているところでご

ざいます。 

  また、御家族の暮らしの安定を目指す事業と

いうことで先ほど紙おむつ支給事業の話もござ

いましたけれども、まだ制度の趣旨というもの

を十分周知になっていない面がありますから、

その点はさらに丁寧に我々も制度の趣旨を、あ

るいは制度の中身について御説明をしていく必

要があるというふうに考えているところであり

ますので、今後とも家族介護の問題については

社会全体で考えていく、取り組んでいくという
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姿勢を我々も一緒に共有しながら支援体制を構

築していければと考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  次の質問は、先ほど市長の答弁にもあった高

齢者の介護予防、これを推進していくことだと

いうふうに思います。そのため、計画の中にも

あるんですけれども、その事業の評価について、

特に婦人会とか老人クラブが解散した地区など

も実際出ておりまして、地域福祉活動が危機的

な状況であるということも市民の皆さんから訴

えられております。そうしたところを補完する

ような活動、取り組みなども非常に重要だと思

いますので、その点についていかがお考えかお

聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、老人クラブ、

地域でのつながりが非常に強いわけで、言って

みれば人材の宝庫的なところがあります。また、

婦人会については平成21年に全市的な組織がな

くなったということでありますが、現在は女性

の団体として地域の中で活躍されているという

ふうに伺っています。単位老人クラブの解散と

いうものもふえてきております。また、クラブ

の会員自体が減っているということもあります。

大変残念に思っているところでありますし、こ

の点については、市としても老人クラブ連合会

などともこれからのあり方なども含めて検討を

しているところでございますが、そういった意

味で大変大きな役割を担って、福祉の分だけで

はもちろんありませんが担っていただいており

ますし、仮にあと、例えば老人クラブがなくな

った地域などもあるわけですけれども、高齢者

の介護予防の分野に関しては、そういったとこ

ろでも町会長、あるいは町会の役員の皆さん、

あるいは公民館などの役員の皆さんが高齢者を

中心となって公民館などでサロン活動を行って

いる地域が多々あるわけであります。その分野

では我々としてはある程度補完していただいて

いるんだなというふうに思いますし、公民館単

位のふれあい元気サロンなどで活動をさらに

我々としても一緒になって支援していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

  それに社会福祉協議会の地域福祉推進員の方

などもおられますから、そういった方々とも連

携をしながら地域福祉のさらに充実、発展につ

なげていければというふうに考えているところ

でございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 それで、最後の質問に入ります

けれども、時間が余りありませんのでこれは質

問というより要望に近いものでございます。 

  介護職員のさらなる処遇改善に向けた市独自

の支援についてであります。今国会においても

野党共闘による共同提案の一つ、議員立法15本

出されておりますけれども、介護・障害福祉事

業従事者の人材確保等に関する特別措置法案と

いうことで、介護・障がい福祉事業従事者の賃

金を１万円引き上げるというふうな法案であり

ます。残念ながら与党の反対などで今どうなっ

ているかわからないんですけれども、私は、本

当にこの介護現場でマンパワーを確保しなけれ

ばならない中で、これは喫緊の課題だというふ

うに思います。介護職員の離職などもニュース

になっておりまして、非常に離職率が高い中で、

施設はふやしても職員が探せなくなるというこ

とも含めてぜひその辺について改善をしていた

だきたい、市長の決意なども含めたお考えをお

聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 日夜高い志を持って厳しい現場

で介護に携わっている皆さんには敬意を表した

いというふうに思います。 

  寒河江市としてもそういった介護労働者の処

遇改善については、ぜひ改善をしていけるよう

に頑張っていきたいというふうに思いますし、
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もちろん市だけの問題でありませんから、これ

は全国の市長会を通じて国に対して提言を実際

要望をしているところでございますし、また県

を通じてその実現に向けて行っているところで

あります。市として行えることは限られており

ますけれども、何とかそういう意味で知恵を絞

って介護に携わる方々の努力が報われるよう頑

張っていきたいと思います。（「質問を終わりま

す。ありがとうございました」の声あり） 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号８番について、５番伊

藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 本日、最後になりました新政ク

ラブの伊藤から一般質問をさせていただきます。 

  厳しい冬がすぐそこまでやってきたという感

じのきょうこのごろになりました。昨年は記録

的な暖冬でしたけれども、ことしは雪が多いの

か少ないのか気になるところではありますけれ

ども、関係者の皆様におかれましては、除雪等、

冬に備えた準備を万全にしていただきたいと思

います。 

  また、話は変わりますけれども、次期アメリ

カ大統領がトランプ氏に決定したということで、

まさにきょう、安倍総理がトランプ氏と会談し

たところですけれども、今後のＴＰＰとか安全

保障政策にどのような影響が出てくるのか、私

としても危惧されるところでございます。 

  さて、ことしの日本は４月14日に発生しまし

た最大震度７の熊本地震、８月30日、1951年の

統計開始以来、東北地方太平洋側に初めて上陸

した台風10号、そして、10月21日の最大震度６

弱の鳥取県西部地震といった大きな自然災害が

発生いたしました。 

  そういった災害時には自主防災組織、これが

大きな力を発揮することは誰もが認識されてい

ることと思います。６月定例会で私の住んでい

ます醍醐地区の自主防災組織の組織率が39.3％

と非常に低いということを伺って愕然としたと

ころでありますけれども、早速８月20日には６

町会あります慈恩寺区に自主防災組織が設立さ

れました。私もその設立の経緯等を見させてい

ただきました。その役員の検討会では市の危機

管理室の方も来られまして災害の現状、自主防

災組織の必要性、非常にわかりやすく御説明い

ただき、資機材の整備等、課題はあるにしても

それは逐次考えていこうと。組織はすぐにでも

立ち上げようということで即日、慈恩寺区には

自主防災組織が設立されたというものです。 

  資機材の整備については、市の基準でいきま

すと組織設立時には購入費の４分の３以内で限

度額30万円、２年目以降は防災マップの作成事

業に限度額20万円、その他資機材の購入、防災

研修会等の事業、防災訓練等の事業に限度額各

10万円となっており、いずれも地元負担もある

ことからおいおい考えていこうというふうにな

ったものです。 

  そして、翌月の９月18日は早速慈恩寺区で避

難訓練が実施されました。避難訓練に始まり消

火器の使用体験、心肺蘇生法から炊き出し訓練

まで実施されました。この際、多くの参加者の

方から、やっぱりこういう訓練もやらないとだ

めだねという声をお聞きしたところでございま

す。10月２日には白岩地区で市の防災訓練、そ

して、11月６日には多くの地区で消防団の防御

訓練に合わせた避難訓練が実施され、いずれも

市民の皆様の防災意識の高さがうかがえる訓練

であったと私は感じました。 

  これらを踏まえて、通告番号８番、安全・安

心について御質問させていただきます。 

  まず、自主防災組織についてですけれども、

組織率は６月の定例会でお伺いしたところでは、

市全体で83.1％ということでしたけれども、今

回慈恩寺区に設立されたことで数値は当然上が

っていることと思います。醍醐地区では日和田
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地区がまだ残るわけですけれども、今検討中で

あり遅くとも来年度には100％になると確信し

ております。 

  そこで質問ですけれども、６月定例会以降、

慈恩寺区以外で設立された自主防災組織はある

のか。そして、現在の組織率はどこまで上がっ

たのかお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 伊藤議員御質問のとおり、自主

防災組織の地区別の組織率ということで、６月

議会にお答えをいたしましたが、醍醐地区、

39.3％という状況でございましたが、慈恩寺地

区が設立されたことによりまして醍醐地区につ

いては62.0％となっております。先ほどの御質

問では来年中には100％の率になるということ

でありますから、我々としても大変ありがたい

と思っているところでございます。 

  今年度、新たに設立したところでは、醍醐地

区以外では八幡町が設立をしておりまして、10

月末現在、自主防災組織数というのは70団体ご

ざいます。市内202町会のうち、158町会が加入

をしております。世帯数に対する組織率であり

ますが、現在83.9％ということになっておりま

す。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 努力の成果が少しずつ出ている

ということで、引き続きないところの地域です

ね、意識はあってもどうやってつくったらいい

かということがあるかと思いますので、その辺

のところは親切に対応していただいて早目の結

成に御尽力いただければと思います。 

  さて、市内各地で自主防災組織の訓練が実施

されていると思いますけれども、近年の訓練実

施状況、ここ３年で結構ですので、どれぐらい

の自主防災組織が訓練を実施しているのかお伺

いをいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 各地区においては、防災訓練は

もちろんでありますけれども、それに加えて研

修会による防災意識の普及啓発、さらには地域

内での安全点検や危険箇所の把握などさまざま

な活動を取り組んでいただいております。これ

らの活動も含めた実施状況でありますけれども、

平成25年度においては、59組織のうち43の組織

が実施をしていただいております。72.9％であ

ります。平成26年度は62組織中、42組織が実施

をしていただいております。67.7％、昨年度、

平成27年度は66組織のうち53の組織で実施をし

ていただいております。80.3％で実施をしてい

ただいているという状況でございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今の数字を伺いますと、非常に

訓練実施率が高いんだなというふうに私も改め

て認識をさせていただきました。 

  これまで実施された訓練から多くの教訓、課

題等が得られたかと思います。この際、危機管

理室の方が実際に訓練を視察されて直接把握を

されているという状況は私も承知しております。

そのほか、地元から上がる教訓、課題といった

ようなものはどのようにして把握をされている

のでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自主防災会の訓練につきまして

は、各組織からの問い合わせや要望に応じて訓

練計画の策定のアドバイスなどを行うとともに、

当日には、先ほどありましたけれども、防災専

門員を初めとして危機管理室の職員が参観をし

て、それぞれの地域の課題などの把握に努めて

いるというところでございます。 

  さらに、年度末には自主防災活動実施状況調

査表というものを各自主防災会に郵送をして活

動の報告あるいはさまざまな課題、御意見など

をお聞きしているということになっております。 

  その中でこれまでの課題として挙げられてお

りますのは、全体的になかなか参加者が少ない

ということ、それから一般的な訓練内容が繰り
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返されている、あるいは資機材が不十分だなど

という声がありますし、役員の方からはリーダ

ーとしての防災意識の習得が必要だなどという

ことが挙げられているところでございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 そういった教訓、課題等、上が

ってくると思うんですけれども、これは市内全

域で多くある、今66ですかね、ある自主防災組

織が情報共有するということが非常に大事にな

ると思うんですけれども、この情報共有という

のはどのようにしてなされているでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おっしゃるとおり、情報共有、

課題を共有するということは大変大事なことで

あります。市内の各組織の情報交換、さらには

研修を行って地域の防災力を強化、そして活性

化していくということを目的に寒河江市自主防

災組織連絡協議会というのが平成21年に設立を

されております。毎年、総会を開催しているわ

けでありますけれども、それぞれの前年度の活

動報告、あるいは整備の状況、それから今年度

の事業計画、各研修会の案内などそれぞれの課

題などについても情報を共有して意思を統一を

しているというところでございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 こういう情報共有というのは非

常に自分たちのところだけではわからない部分

というのをそういう情報が得られるということ

ですので、ぜひ密に連絡をとりながらやってい

ただいて、ますます強固な自主防災組織になる

ように進めていただきたいと思います。 

  これら上がってきた教訓、課題等を踏まえて

これまで市としてどういった施策をとってきた

かお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災会の皆さんからの御意見の

中で、自主防災会の活動していく際のいろんな

支援というものを何とかお願いできないかとい

う声がございました。そういった声を踏まえて

地域防災力強化支援事業費補助金というものを

整備をさせていただいて御活用いただいている

ところでございます。今年度は９団体の方から

御活用いただいているところでありまして、防

災資機材の整備、あるいは地区の防災マップの

作成などに使っていただいているところでござ

います。 

  また、防災組織の立ち上げるための寒河江市

では自主防災組織育成事業補助金というものを

設けさせていただいているところでございます

し、こういった自主防災組織の運営などについ

て支援をしているという状況でございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 市としていろいろ努力をされて

いるということがわかりました。引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。 

  では、今後の施策ということで、どのような

ことを今後やっていこうというお考えなのかお

伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど課題の中でも申しあげま

したが、防災訓練の参加者が少ないということ

でありますので、基本的にはその防災意識、減

災意識の醸成というのは大変大事でありますか

ら、さらに市の防災専門員あるいは外部の防災

アドバイザーなどを各地で開催される研修会な

どに派遣をしているところでありますけれども、

こういったことについてはさらに周知をして活

用いただければなというふうに思っているとこ

ろであります。 

  また、先ほど役員の方から、リーダーの育成

のために何かできないのかという御指摘もあり

ましたけれども、防災士養成講座あるいは自主

防災組織リーダー研修会というものを御案内さ

せていただいております。昨年度は４名の方が

防災士という資格を取得しているところであり

ますけれども、こういった研修会などについて
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さらに案内をして、多くの方がこの資格を取っ

ていただきそのリーダーとして御活躍をしてい

ただければなというふうに思っているところで

ございます。 

  また、一般的な訓練のみならず、実践に即し

た避難所体験訓練とか、水害に特定した避難訓

練などということで新しい取り組み、提案など

もさせていただければなというふうに思ってい

るところでございます。ぜひ、それぞれの地域

において課題があって組織化できないという問

題点があるわけであります。ぜひその点を我々

としても地域の町会長さん方などとも連携を進

めながら対応して、何とか組織率100％に持っ

ていきたいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 近年の自然災害の発生を見るに

つけ、いつどのような災害が起きるかわからな

い、これまでにはなかった観測史上初といった

事象が数多く発生しております。災害が発生し

た場合の復旧・復興が極めて重要なことは明白

ですけれども、防災・減災もそれに匹敵するほ

ど重要なことであります。ぜひ市長にはそのた

めの予算措置もしっかりととっていただいて、

安全に安心して暮らせる寒河江市を構築してい

ただきたいと思います。そのことが、ひいては

寒河江は安全、安心だから寒河江に住もうとい

うような人を引き寄せることにもつながるので

はないでしょうか。よろしくお願いをしたいと

思います。 

  次に、観点を変えて救急救命の現状と今後の

対応についてお伺いします。 

  救急救命の重要な存在として救急車及びドク

ターヘリというものがあります。これはまさに

昼夜を問わず対応してくれる実にありがたいも

のです。ドクターヘリは大活躍かと思います。 

  私も昨年の選挙でお世話になった方が、ちょ

うど投票日に心筋梗塞で長岡山から搬送された

という事実も知っておりますし、先月の10月22

日ですか、陵南中学校のグラウンドにドクター

ヘリがおり立つのも目の当たりにしました。私

が聞いて見ただけでも２件、ドクターヘリがあ

ります。 

  そこで質問ですけれども、近年のドクターヘ

リの市内への飛来、搬送実績、つまり要請件数

と搬送件数についてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、ドクターヘリ

については一刻も早く患者に救急医療を行うた

めの医療専用ヘリコプターということになりま

す。山形県が平成24年の11月から運航をしてい

るところでございます。 

  その運航に際しましては、ドクターヘリと救

急車の中継地点となる臨時離着陸場、いわゆる

ランデブーポイントというのが必要となります

が、市内には、先ほどお話しありました陵南中

学校を含め22カ所のランデブーポイントが定め

られております。消防機関の出動要請によって

ヘリが飛来するということになっております。 

  市内におきましてランデブーポイントへの要

請件数、搬送件数ということで御質問がありま

したが、西村山広域行政事務組合消防本部のデ

ータによりますが、平成25年の要請件数は46件、

搬送件数は31件というふうになります。要請し

たのが46ですが実際搬送したのが31と、こうい

う意味でありますが、26年の要請件数は42件、

搬送件数は35件、27年度においては、要請件数

が41件、搬送件数が39件ということで、搬送の

件数は年々増加している傾向にあろうかという

ふうに思います。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今の数字を伺いますと、かなり

ヘリが寒河江には来られているし、搬送された

方も三十数名ぐらいずつ毎年いるんだなと、多

いんだなと私は思いましたけれども、それら搬

送された方の病状というか、症状別の内訳等が

もしわかればお願いしたいと思います。 
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○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これも同じく消防本部による27

年のデータでありますけれども、疾患別の内訳

ということになろうかと思います。先ほど搬送

件数27年は39件と申しあげましたが、うち急病

での搬送が28件、負傷などによる搬送が11件と

いうふうになっております。急病による搬送28

件のうち、最も多いのが心疾患12件、これは

42.9％になります。続いて脳疾患が９件、

32.1％、その他疾患が７件で25.0％というふう

になっております。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今伺いますと、結構心疾患の搬

送患者が多いなというふうに感じました。そう

いったことでかなり救われた方もおられるんだ

ろうなと思います。 

  一方、各種訓練等、先ほど申しあげましたい

ろんな訓練の中で、必ずといっていいほど実施

されているのが心肺蘇生法の展示、体験、これ

が実施されております。その際、ＡＥＤの操作

についても実施されます。ＡＥＤについては、

心臓マッサージをすれば約２倍、ＡＥＤを使え

ば約５倍助かると言われております。このＡＥ

Ｄというのは、日本語にしますと自動体外式除

細動器と非常に頭に入らない日本語ですけれど

も、一般的にはもうＡＥＤということで皆さん

認識されているんだろうなと思います。これは

人命救助のために極めて有効な器具です。救急

車及びドクターヘリとともに多くの方の命を救

ってきたのではないかと思います。 

  日本循環器学会ＡＥＤ検討委員会と日本心臓

財団によりますと、日本で院外、要は医療機関

外での心臓突然死に至る人の数は毎年およそ６

万人いるとされています。悲しいかな、その予

防、予知には限界があり、頼みの救急車にしま

しても、平成27年版消防庁の統計資料によれば

現場到着までには平均8.6分かかると言われて

おります。除細動までの時間が１分経過するご

とに生存率は約７％から10％低下するというふ

うに言われています。また、心臓が血液を送ら

なくなると３分から４分以上で脳の回復が困難

になるというふうに言われています。ＡＥＤの

利用が救命に貢献しているということは間違い

ないことである。次から数字ありますけれども

間違いのないことであり、すなわちいかに早く

対処するかということが勝負になるというふう

に言えると思います。 

  統計的には2010年の１年間で目撃された心原

性心肺機能停止２万2,463件、これは目撃され

た、実際に見られた場合ですね、現場のＡＥＤ

が使用された数は667件、約45％が救命された

ということです。ただし、ＡＥＤが使用された

のは、今の数字からしますと３％、97％はＡＥ

Ｄの恩恵を受けられなかったということになり

ます。 

  平成27年版消防庁統計資料によれば、一般市

民が目撃した心原性心肺機能停止は２万5,255

件で２万2,173人の方が亡くなったと。死亡率

88％ということです。3,082人の方が助かった

という数字になります。 

  そこで、ＡＥＤについてお伺いします。 

  ＡＥＤの市内公共施設への設置状況はどのよ

うになっているかお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま伊藤議員御指摘のとお

り、一般に突然の心肺停止事例が発生した場合

に、目撃した一般市民の通報により救急隊が現

場に急行し、迅速な救命措置が行われるわけで

ありますけれども、救急隊が到着するまでの間

に居合わせた人により心肺蘇生法が適切に施さ

れた場合には、救命率やその後の社会復帰率が

向上するというデータが消防庁の資料によって

示されておりますし、また、ＡＥＤもすぐれた

効果を発揮するということが言われているわけ

であります。 

  寒河江市におきましては、こうした救命救急
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現場でのＡＥＤの有用性というものを認識をい

たしまして現在、市役所、ハートフルセンター、

文化センター、地区公民館、小中学校、保育所

など市民の方が多く集まる公共施設48カ所にＡ

ＥＤを設置しているところでございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 最近では、公共施設以外にも大

型スーパーとかコンビニなどにも設置している

ところもふえてきております。市内では48カ所

ということですけれども、では、寒河江市内で

ＡＥＤを使用した実績というものはもしあるの

でしょうか、わかればお願いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これも消防本部のデータにより

ますけれども、平成25年から27年までの過去３

年間でＡＥＤの利用実績というのは３件となっ

ております。うち１件につきましては、ＡＥＤ

による心肺蘇生を施したことによって心拍、自

発呼吸が再開し、そして社会復帰に結びついた

という事例がございます。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 市内でもそういう実績があるわ

けですね。心臓関係というのは先ほどの統計か

らもわかるとおり、時間との勝負になります。

白紙的には300メートルごとに設置されていれ

ば、１分間150メートルというゆっくりした速

度でとりに行っても、どこからでも１分以内に

ＡＥＤが届いて５分以内で除細動が可能になる

というような話もありますけれども、例えばド

クターヘリが到着するまでにどれくらいかかる

かというふうに考えた場合、三、四分というの

はなかなか難しいんだろうなと思います。その

到着までの間、救急車も含めてですけれども、

それまでの間にＡＥＤを使用することによって

助かる方がいるというのは間違いないことだと

思います。 

  先日、ちょっと私も風邪を引きまして医者に

行った際に待合室に張ってありましたチラシを

見ました。山形県の救急業務高度化推進協議会

のもので、「あなたの勇気で救える命がありま

す、245分の６」というものでした。これは何

だと思われますか。この数字は245分の６とい

うのは、県内で平成26年に245人の方が心肺機

能停止で目撃されている。そのうち、一般市民

の方がＡＥＤを使用したのは６人、2.4％でし

たという内容のチラシでした。なお、全国の一

般市民によるＡＥＤ使用率は4.1％ということ

で、山形県は平均以下ということになるかと思

います。 

  皆さんも御存じの話かと思うんですけれども、

一つの事例として、2011年８月、サッカーの元

日本代表、松田選手というのが、Ｊ２の松本山

雅の選手ですか、この方が公園グラウンドで練

習中に倒れて帰らぬ人となったと。このときの

状況としては、現場にいた２人の同僚が公園の

管理事務所までＡＥＤをとりに走っていったそ

うです。しかし、そこにはなかったと。実はそ

の松本山雅が練習している市営サッカー場、い

つも練習しているところにはＡＥＤはあったん

ですけれども、当日はそこで少年試合が開催さ

れていたということで練習場所を変更していた

ということで、こういった偶然による悲劇が生

じたということがありました。 

  先ほど申しあげました日本循環器学会ＡＥＤ

検討委員会と日本心臓財団では、場所、施設別

ＡＥＤ設置の推奨度を３つのクラスに分けてい

ます。設置が必須と考えられる施設、設置が推

奨される施設、設置を考慮してもよいと思われ

る施設の３つです。必須と考えられる施設には

当然、学校、スポーツ関連施設、利用者の多い

公共施設、医院等の小規模医療施設、推奨され

る施設には公民館と行政が管理する中小規模施

設、消防署、消防団施設、そして、考慮しても

よいと思われる施設にはコンビニやガソリンス

タンドといったところが挙げられております。 

  また、ＡＥＤの施設内での配置に当たって考



 - 49 -

慮すべきとして心停止から５分以内に除細動が

可能である。現場から片道１分以内の密度で配

置されている。誰もがアクセスできる。これは

鍵がかかっていないとか、カードマンの方等が

常にいるというところです。当然、ＡＥＤ設置

にはお金がかかります。買えば25万円から35万

円とかで、そのほかにケース等の附属品も数万

円といったようなことでかかるようです。また、

メンテナンス代、バッテリーとか電極パッドと

いったことで３年から５年の年次でかかります。

今は５年契約のリースといったものも大分出回

っておりまして月額6,000円程度のものもある

ということです。 

  心臓突然死はいつどこで誰に起こってもおか

しくはないと言っていいと思います。したがっ

て、一般市民がいつでも軽易に使える場所に設

置してこそ、有効ではないかと考えます。住民

が一番軽易に使える場所、施設といえば、私は

公民館分館ではないのかなと思います。市街地、

まちの中は商業施設を含めて結構多くの場所に

ＡＥＤというものはあるんじゃないかと思いま

すが、中山間地を考えてみた場合、これは学校

くらいしかないんだろうと思います。しかし、

田舎ほど、私のところもそうですけれども、学

校まで非常に遠い人が多いです。また、土日と

か夜間、学校があいていない場合、どうなんで

しょうか。 

  そこで提案ですけれども、ＡＥＤを公民館分

館に設置することがより多くの方が使用でき、

いざというとき命を救えるのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。確かに先ほど言い

ましたとおり、予算がかかります。61個ある分

館、全部にではなく、現在の設置状況を考慮し

て優先順位を決めて逐次整備していくというこ

とでもいいかと思います。人口当たりの台数が

多いほうが必ずしもいいわけではなく、費用対

効果を考えると、結局使用されないＡＥＤが多

い場合、それらを設置するための費用は別の救

急医療等の費用に振り向けたほうがいいという

見方もあります。私も一律に整備する必要はな

いと思います。 

  ただ、例えば観光客が多く訪れる観光地の状

況がどうなっているのか。一例を挙げれば、慈

恩寺には土日、結構観光客の方が来られていま

すけれども、活性化センター、下の駐車場にな

っているところにはありません。慈恩寺だけを

見れば、醍醐小学校と本山の２カ所にあるわけ

ですけれども、下の駐車場の場合は近くにある

のは醍醐小学校ということになります。しかし、

一番観光客の多い土日は対応できるのかといっ

たような、いろいろ考慮すべき要素はあるのか

と思います。そういったことを考慮してきめ細

やかな配慮の一つ一つが市民の安全・安心につ

ながるものだと考えますので、ぜひその分館等

の設置に前向きに設置を検討いただきたいと思

うんですけれども、そうでないと、ＡＥＤの教

育をしても身近に存在しないという状況では効

果は半減してしまうということになると思いま

す。 

  そこで、最後になりますけれども、ＡＥＤの

設置箇所をふやすことについての市長の御見解

をお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 伊藤議員御指摘のように、心肺

機能停止の緊急時のときに市民の皆さんがＡＥ

Ｄを使用できるような体制、システムというも

のを構築していくこと、大変大事なことであり

ますし、地域における救命率を向上させるとい

う意味では大変有効な手段であると思っている

ところでございます。 

  そのためには、ＡＥＤの設置箇所、台数をふ

やしていくこと。そして、その設置場所などに

ついては市民に周知をしていくこと。さらに、

講習会などを開催をしてＡＥＤを操作できる人

をふやしていくことなど、ハード、ソフト両面

にわたる体制の整備が必要だというふうに思っ
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ているところであります。一体的にさらに御指

摘のように効果的に効率的に進めていくという

ことが必要かというふうに思っているところで

ございます。 

  そういうことのためにことし１月、寒河江市

西村山郡医師会と１市４町自治体連携のもとに、

西村山地域における救急医療体制の整備の一環

としてこのＡＥＤの利活用を推進することを目

的として、西村山地域１市４町、それから医師

会、消防及び保健所で構成をする西村山地方Ａ

ＥＤ活用推進委員会というものを設立をされて

おります。そして、この２月にはＡＥＤ先進地

から講師を迎えて、行政、民間を含めた地域に

おけるＡＥＤの整備、活用のあり方などについ

て研修会を開催をしているところでございます。 

  先ほど伊藤議員から公民館分館にＡＥＤの設

置ということで御提案がありました。確かに市

民にとって非常に身近な施設でありますので、

そういった整備も大変有効かと思います。 

  また、先ほど効果的なＡＥＤの配置というこ

とも御指摘をいただきました。私どもはまずも

って公共施設については、先ほど48の施設にあ

るということを申しあげましたが、民間の施設

などについて現在、どの程度のところに配備、

設置がなっているのかということもあわせて民

間施設、事業所なども含めた市内のＡＥＤの設

置状況というものを把握した上で、そして、Ａ

ＥＤの空白地帯というものを解消していくこと

がまず必要になってくるんではないかというふ

うに思っているところであります。そういう調

査などもさせていただいて御提案のような方法

も含めて関係機関と連携しながら、ＡＥＤの整

備について検討を進めて安全・安心なまちづく

りに資していきたいというふうに思っていると

ころであります。 

  また、御指摘の観光地へのＡＥＤの設置につ

きましても、状況を調査しながら今後、検討を

していきたいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 先ほどの「あなたの勇気で救え

る命があります」という以前に勇気を出せる環

境にないというのであれば、これは逆にどうし

ようもないということになります。市民、そし

てこれから多く訪れるであろう観光客等の安

全・安心のためにぜひ前向きに御検討いただき

たいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

   散    会    午後２時３０分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第３号         第４回定例会 

   平成２８年１１月２２日（火）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 

 一般質問通告書 

 平成２８年１１月２２日（火）                      （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

９ 

 

 

１０ 

 

 

障がい者も住みや

すいまちづくりに

ついて 

高齢者も住みやす

い道路対策につい

て 

（１）視覚障がい者の現状について 

（２）その課題と対策について 

 

（１）生活道路の補修改善について 

（２）側溝等の補修改善について 

（３）除雪時の排雪について 

６番 

遠 藤 智与子 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

１１ 

 

 

１２ 

 

 

市内循環バスの本

格運行について 

 

寒河江のラーメン

を活かした観光Ｐ

Ｒについて 

（１）実証運行の状況について 

（２）本格運行に向けた対応について 

（３）今後の計画について 

ラーメン街道づくりについて 

 

 

９番 

阿 部   清 

市 長 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１３ 

 

 

東日本大震災避難

者の定住促進につ

いて 

（１）避難者の現在の現状について 

（２）定住に向けた支援について 

 

市 長 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

地域資源を活かし

た観光振興につい

て 

 

 

 

子育て支援の環境

づくりについて 

（１）寒河江をＰＲする観光資源につい

て 

（２）「寒河江の食」を活かした観光施

策について 

（３）西村山ＤＭＯのさらなる活用につ

いて 

（１）寒河江型ネウボラについて 

 ア 利用状況について 

 イ 今後のサポートについて 

（２）地域における子育て環境の整備に

ついて 

（３）さがえっこ冒険ファンタジーラン

ドのさらなる活用について 

１２番 

工 藤 吉 雄 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

遠藤智与子議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号９番、10番について、

６番遠藤智与子議員。 

○遠藤智与子議員 おはようございます。冬の足

音が日に日に大きくなってまいりました。そん

な中、けさ６時前には福島県沖、マグニチュー

ド7.4、震度５弱の大地震が発生いたしました。

東日本大震災を思い起こして、今すぐ逃げてく

ださいという必死のアナウンサーの声を聞きな

がら、誰一人の命も奪われることのないように

と心から願っておりました。今後の状況を見て

私たちにできることがあれば何でもしていきた

い、そんな思いでいっぱいでございます。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  私は日本共産党と通告してある質問内容に関

心を寄せている市民を代表して、以下、佐藤市

長に伺います。誠意ある答弁をどうぞよろしく

お願いいたします。 

  まず初めに、通告番号９番、障がい者も住み

やすいまちづくりについて伺います。 

  ことし４月１日から施行された障害者差別解

消法は、全ての国民が障がいのあるなしによっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、

障がいを理由とする差別の解消を推進すること

を目的として制定されました。 

  このことは、前回９月議会での手話言語条例

制定について取り上げましたときにもお話しい

たしましたことです。今回は視覚障がいがある

方、特に中途で視覚障がいになられた方々から

切実な要望が寄せられており、その実現に向け

少しでも前進できる場になれば、そのような思

いで質問するものであります。 

  2014年１月に障害者権利条約が批准されまし

た。国においては、2013年９月に国の障害者基

本計画が策定され、県においては、2014年３月

に第４次山形県障がい者計画を策定しておりま

す。 
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  本市においても、2016年度を初年度とする第

３次寒河江市障がい者基本計画が策定されてお

ります。基本理念としては、障がいのあるなし

にかかわらず、全ての市民が互いに人格と個性

を尊重し合いながら生き生きと安心して暮らす

ことのできる共生社会の実現、こううたってお

ります。 

  この基本理念に照らしながら福祉対策がさら

に深まることを望む立場で順次質問いたします。 

  まず初めに、寒河江市内にお住まいの視覚に

障がいがある方の人数を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。遠藤議員

から、障がい者の方も住みやすいまちづくりに

ついてということで御質問がありますので、お

答えをしたいと思います。 

  まず、視覚障がいで身体障害者手帳の交付を

受けておられる方、10月末現在で84名の方がお

られます。身体障害者手帳の等級は矯正視力と

視野の程度によって１級から６級まで区分され

ております。１級の方が重度というふうになる

わけでありますが、ちなみに等級ごとの人数を

申しあげますと、１級の方が25名、２級の方が

22名、３級の方が10名、４級の方が９名、５級

の方も９名、６級の方も９名というふうになっ

ております。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 84名の方がいらっしゃるとい

うことでございます。その中で中途で視覚障が

いになられた方、どのくらいいらっしゃるので

しょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 中途の視覚障がいの方という中

途という定義が明確になっているものはありま

せんので、18歳以降に何らかの原因で視覚障が

いとなられた方の人数ということで申しあげま

すと、身体障害者手帳を受けられている方のう

ち、約９割、75名というふうに該当になるので

はないかと思います。視力に障がいを来す原因

には病気やけががありますけれども、病気によ

るものが一番多いということで、緑内障であり

ますとか糖尿病性網膜症、網膜色素変性症が一

番大きい３つの要因だというふうに言われてお

ります。そのため、比較的高齢になってから障

がいを持つに至った方が多いと言われていると

ころでありますし、またその中で全盲の方は比

較的少なくて、弱視の方が比較的多いという状

況になっているところでございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 何らかの原因で病気やけがな

ど、それから加齢によってもありますね。そう

いうことが原因となって視覚に障がいが出てく

るという方がいっぱいいらっしゃると。これは

逆に言えば私たち誰もがいつ何どきそのような

障がいを持つことになるか、これは誰にもわか

らないということでございます。ですので、こ

れは障がい者だけの問題ではなくて、私たち一

人一人の市民の問題として伺うものであります。

自分たちのこととしてこれからの質問をしてい

きたいなというふうに思っております。 

  そこで、先日、私はその視覚障がいになられ

た方のお話をお聞きする機会がございました。

そのときにさまざまな思いをお聞きいたしまし

た。点字は練習してもなかなかわからないとお

っしゃるんですね。指の皮が厚くなりまして読

めない。専ら録音されたものを聞く。そういう

ことで情報を得ているというお話でございまし

た。市報などもおとわの会のボランティアの皆

さんが読んで録音してくれたものを聞いている

ということでございます。 

  また、外出のときに頼りになるのが同行して

くださるガイドヘルパーさんだということなん

ですね。このガイドヘルパーは、障害者総合支

援法上の資格でありまして、身体に障がいのあ

る方の外出を支援する従事者のことを言うのだ

そうです。1974年、東京で初めて盲人ガイドヘ
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ルパー派遣事業がスタートした経緯がございま

す。このガイドヘルパーさんがもっともっとた

くさんいてくれると本当に助かるんだと、こう

いう強い要望がございました。聞くところによ

りますと、この資格を取るのが難しくてなかな

かなり手がいないということでございます。こ

のガイドヘルパーの状況について教えていただ

きたいと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ガイドヘルパーの状況について

という御質問でありますが、遠藤議員、先ほど

御指摘ありましたとおり、このガイドヘルパー

という方は視覚障がいだけでなくて全身的な障

がい、あるいは知的障がいのために１人で外出

が困難な方が安全に出かけられるようにという

ことで、移動介護サービスを提供するための資

格を有する介護従事者の方を言うわけでありま

すね。 

  この視覚障がい者の方のガイドヘルパー、つ

まり同行援護従事者という方々については、こ

の資格を得るために同行援護従事者養成一般課

程を修了するか、あるいはまた、在宅介護の従

事者要件を満たして１年以上の実務経験がある

ことなどが要件になっているところであります。

そういう意味で、遠藤議員御指摘のとおり、な

かなか資格を取るのは難しいというようなこと

になるわけでありますが、ただ、平成30年３月

31日までは在宅介護の従事者要件を満たせばよ

いという経過措置がありますので、この経過措

置を利用して実務経験を積んで、実習を受けな

くても資格を得ることができるということにな

っております。 

  現在、寒河江市内で同行援護を提供できるサ

ービス事業所というのは２カ所でございます。

20名ほどの方がガイドヘルパーとして活動して

おられるということでございます。また、寒河

江市だけでなくて近隣の山形、天童なども含め

ると10カ所程度の事業所があるというふうにな

っております。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 寒河江市内では２カ所で20名

のガイドヘルパーさんが支援を行っているとい

う状況、山形、天童には10カ所あるというお話

でございました。やはり都道府県の研修による

資格、経過措置もとられておりますけれども、

もっともっと資格を取りやすくするように、試

験の回数をふやすことですとか、そしてもっと

取りやすくしていくということを県に働きかけ

ていただきたいという声があるんですね。その

声を上げていただくことも含めて、近年、自治

体に許可されているスクールなどで実施される

研修が大変多く見られるようになったという、

こういう情報もございます。このことについて

はいかがな状況になっているのでしょうか、お

聞きいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど答弁させていただいたと

きに、視覚障がい者のガイドヘルパーの資格を

取得する方法として同行援護従事者養成研修一

般課程を修了することが必要だということを申

しあげましたが、山形県のほうで毎年度１回、

養成研修会というのを開催しているわけであり

ます。遠藤議員から養成の研修を回数をふやし

てほしいという御要望であります。研修の内容

とか課程というのは都道府県が認可をするとい

うことになっておりますので、私どもとしても、

市としても県にその要望を伝えていきたいとい

うふうに思っております。 

  また、仙台市など都市部では民間事業者によ

る研修会なんかも開催されておりまして、そち

らのほうも受講されることが可能だというふう

になっているんであります。県内ではやっぱり

県の研修会ということになっているようであり

ますから、その点についても県のほうにお願い

を、要望していきたいというふうに思います。 
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○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 県のほうに要望していただく

ということでございます。ぜひ後押ししていた

だきたいと思っております。 

  ガイドヘルパーさんをふやすことで目が不自

由でも外出の機会をふやして、買い物や所用に

気兼ねなく同行を頼める環境をつくっていくと

いうことはとても大事なことと思います。 

  第３次寒河江市障がい者基本計画の中でも、

「障がいに合わせたきめ細やかな支援のために

はさらなる充実が必要です」と、こう書いてあ

りまして、中略しまして、「住みなれた地域で

生き生きと安心して暮らせるよう、ライフステ

ージとニーズに合わせた生活支援が求められて

います」というふうに書いてございます。当事

者の声に耳を傾けること、これが一番大事だと

思いますし、少しでも住みやすい寒河江市にし

ていくため、ともに力を尽くしていきたいとい

う思いでおります。 

  さて、市民の声に耳を傾けるといえば、市長

への手紙というものがございまして、この手紙

にある子供さん、小学校の児童さんが市立病院

前の歩道に点字ブロックをしてほしいと書いて

くれたんだそうですね。とてもうれしかった、

そういうお話を伺いました。 

  それに関連いたしまして、そこに音声入り信

号機や横断歩道もつけてもらえればとても助か

るんだけど、そのような話はお話を伺ったとき

の際、話は尽きなかったわけでございますけれ

ども、この信号機や横断歩道は地域の安全協会、

町会から市に要望して、市が警察署と相談して

県の公安委員会に要望して決定していく事項だ、

このように伺っているところでございます。こ

のような流れを周知していくこともとても大事

だと思っておりますし、それぞれの町会の中で

障がい者の方が率直な自分の思いを伝えていけ

ることができるような、できやすいようなそん

な環境づくりも必要かと思うところであります。 

  そこで、さまざまたくさんの要望があります

けれども、ここで全部を言うということではな

くて大きなものについて触れさせていただきた

いと思います。 

  まず、目が不自由な方、なかなかうちから出

ることは難しいですし、体を動かす機会もない。

そんな中で天童まで行ってサウンドテーブルテ

ニス、こういうようなもので体を動かしてくる

んだということでございます。こういうものが

わざわざ天童に行かなくても寒河江市内でもで

きるといいんだけどな、こんなお話を伺いまし

た。このサウンドテーブルテニス、これ一つあ

るだけでも、そこに行って体を動かすことによ

って気分も晴々とするんだと、このようなお話

でございます。 

  この運動ができる環境、そしてもう一つは、

けさの地震がありましたけれども、このような

災害時に障がい者の方が集まれる避難所、それ

を設定してほしいんだということでございます。

やはりそれぞれ有事のときには自分のことで精

いっぱいでありますし、聴覚に障がいがある方

は一見わからないですし、どこに障がいがあっ

てどういう不自由さを抱えているのかというこ

とがわかりづらい、目が不自由な方だって白杖

を持っていればそれとわかるけれどもそうでな

い方もいらっしゃる。そういう中で本当に助け

を求めている人がその思いがすぐ伝わるような、

その環境づくりというのは、けさの地震の報道

を聞いておりましても、私もどきどきしながら

聞いておりまして、大丈夫かしら、あの人は大

丈夫かな、この人は大丈夫かなと。寒河江市は

地震が小さかったので大丈夫というふうには思

いましたけれども、いつ何どき想定を上回るよ

うな災害に見舞われるとも限りません。そのよ

うなときにすぐに駆け込める避難所、そういう

ものがあれば、より多くの命が守られていくの

ではないかなと、このように感じております。 

  このようなたくさんの要望があります。大き
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くお話ししましたけれども、このような要望を

受けまして、今後さらに住みやすい生活をする

ための福祉対策、これをどのように考えていか

れるのかお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の障がい者基本計画の

中にもその趣旨はもちろんあるわけであります。

障がいのある方が安心して外出の機会をふやし

て、そして社会参加を推進していくということ

は、我々にとっても大変大事な施策になってお

りますので、そういった施策をさらに推進して

いかなければならないというふうに思っていま

す。遠藤議員から今、御要望という形でいただ

きましたけれども、基本的にはそういうことで

進めさせていただきたいというふうに思います。 

  サウンドテーブルテニスについて寒河江市内

にもそういうものが設置をされておったらとい

うようなお話でありますが、今お話しのとおり、

天童、それから山形、鶴岡、酒田などに視覚障

がい者の方が団体をつくって活動しているとい

うお話も伺いました。そういう障がいをお持ち

の方でも運動できるような環境づくりというの

は、大変大切にしていかなければならない、進

めていかなければならないというふうに思いま

すので、寒河江市としても関係する方々とも相

談をさせていただきながら、具体的な整備につ

いて場所やどういったものなど、あるいはどう

いった方法でということをこれから検討させて

いただきたいというふうに思っています。 

  それから、きょうも地震があって寒河江は震

度３ということでありましたので、大きな被害

も今のところ出たと報告がありませんけれども、

いつ何どきそういう地震が起こるとも限りませ

ん。特に御心配の障がいを持たれている方がそ

ういう地震などに遭ってその避難する場所とい

うのは、きちっと我々としてもそういう体制を

つくっていくというのが大事であります。 

  寒河江市におきましては、現在、市内の特別

養護老人ホームなどの高齢者施設、13の高齢者

施設とそれから南寒河江病院も含めてそういう

施設との間に福祉避難所の協定を結ばせていた

だいて、高齢者の方、あるいは障がい者の方な

どで災害時に特に配慮を要する方々が安心して

避難できる体制をつくっているところでありま

す。 

  今後は具体的に福祉避難所の運営マニュアル

なども作成していく予定でありますので、でき

るだけそれぞれの障がいの特性に合わせた、配

慮したきめ細かな対応方法などを、具体的な支

援の方法などについてさらに詰めていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

  我々としては、ことし４月からの障害者差別

解消法というのが施行されておりますし、今ま

で以上に障がい者の方々への配慮が求められて

いるということでございます。そういう意味で、

ぜひ第３次の寒河江市障がい者基本計画に沿い

ながら万全を尽くしていきたいというふうに思

っております。 

  それから、冒頭のほうで信号機あるいは横断

歩道のお話などもいただきました。やはり障が

いを持たれている方、あるいは持たない方も対

等、平等に生活できるようなソフト、ハードの

両面にわたって社会のバリアフリー化というの

は推進していかなければなりません。そして、

それぞれのライフステージに合わせた支援とい

うものを充実をしていく必要がありますし、ま

た地域社会全体で支え合う、そういう仕組みを

充実をしていくことが必要だというふうに思い

ますので、私どもも計画に沿いながらさらに一

層取り組んでまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 その福祉政策を実現するため

に推進していく、施策の推進ということでござ

いますけれども、関係する方々との相談、そし

てあと、避難場所の体制をつくっていく連携と
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いうものについて、これは具体的にどのような

ところで会議をしてどのような回数されていく

のか、この会議についてちょっと具体的に教え

ていただければと思うのですが、どのような

方々が集まってしていくのかというような点に

ついてもお聞かせいただきたいと思います。 

○國井輝明議長 阿部健康福祉課長。 

○阿部藤彦健康福祉課長 お答え申しあげます。

関係する方々との相談、サウンドテーブルテニ

スの整備に関連してのことというふうに理解さ

せていただきますけれども、まず関係するとこ

ろといいますと、市役所内部の関係部署でまず

検討しなくてはならないということと、それと

もう一つは、障がい者の団体の方などとの間で

の御相談というふうなことで御理解をいただけ

ればと思います。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 はい、わかりました。きめ細

かに声を酌み取っていただいて、よりよい環境

づくりをしていっていただきたいというふうに

思います。 

  それと、いよいよ12月には市長選挙もござい

まして、選挙広報なども音声で届けていただけ

ると本当にありがたいんだけどという声も聞い

ておりますね。これ答弁しづらいと思いますけ

れども、このことについても、やっぱり普通私

たち選挙広報を見られるのが当たり前です。こ

の当たり前のことを当たり前にしていく、この

視点でぜひ選挙広報など、それから数々の選挙

の際の広報などについても音声を通してでも、

そういうことを踏まえての届けていく姿勢とい

うものも求められていくと思います。やはり障

害者差別解消法というのを絵に描いた餅で終わ

らせることなく、一日一日の生活の中で不便に

感じていることを少しでも解決していく、その

ような姿勢でともに頑張っていきたいなという

ふうに思っております。期待をいたしまして、

この障がい者も住みやすいまちづくりについて

の質問は閉じたいと思います。 

  さて続きまして、通告番号10番、高齢者も住

みやすい道路対策について伺います。 

  私は、議員になって５年半になりますけれど

も、この間、市道の整備や修繕の相談が数多く

寄せられてきました。現在も寄せられておりま

す。穴があいた、でこぼこがひどくて高齢の方

が何回か転んでいるのよ、中にはけがもして治

療している人もいたんだよ、そんなお話も伺っ

ております。そのたびに担当課に駆け込みまし

て応急措置をしてもらっております。 

  この５年半ですが、同じところの修繕が何カ

所かございました。その１つは、以前から町会

からも鋪装してほしいという要望書も提出され

ている道路でありまして、住民からは一体いつ

になったらできるのや、たいがいざあるべとい

う言葉もかけられているのであります。 

  そこで、まず市道の整備や修繕の必要箇所に

ついてどのように把握なされているのかお伺い

したいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市道の整備あるいは修繕の必要

箇所につきましては、１つは道路パトロールな

どによって発見する、あるいは調べるというこ

とで努めているわけでありますけれども、また、

多くの場合は市民の皆さんからの連絡とか、具

体的な要望などによるものが多いということで

ございます。 

  具体的に修繕箇所の連絡を受けた場合につい

ては、現地を確認して通行などの障がいや危険

性がある場合には早急に修繕あるいは交通規制

などによって対応しているということでござい

ます。 

  また、市のほうでは市道の整備あるいは修繕

箇所を公平にというか、平等にというか、総合

的に把握するという意味で地域における市道整

備や修繕の要望などについて、先ほどありまし

たけれども、要望書という形で町会長さんから



 - 59 -

取りまとめていただいて、市内の道路整備、修

繕箇所についての調書を作成をして管理をして

いるということでございます。 

  現在、市道に係る整備の要望箇所については、

道路改良について19件、それから鋪装について

15件、側溝整備55件、用悪水路整備16件、安全

施設整備５件と合わせて110件、側溝整備が多

いですか、55件ということで多いですが、110

件の要望箇所が出されている状況にございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 そうですね、側溝が多くて55

件、合わせまして110件が要望挙げられている

ということでございます。大変な数の要望だと

思います。これにつきまして、やはり要望書、

このような要望書について優先順位があって、

先ほどの厳しい言葉を寄せられたところの道路

が優先順位が２番目で実現の可能性は高くなっ

ているけれども、予算の関係やら何やらで必ず

できるとここでは明言できないだよというお話

いただいて、率直にこの110件、いろいろ要望

が寄せられている、その一部を私もお聞きをし

ているわけでございますけれども、この優先順

位というものをどのように決められているのか

お伺いしたいと思うんですけれども。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 110件の要望箇所がございます

ので、できれば全部整備をしたいなというふう

に思いますが、なかなかそういうことに関して

予算の制約などもあって順番で整備をしていく

ということになると、やっぱり公平性、平等性

というんですかね、公平、公正にその順番を決

めていく、優先順位を決めていくということで

必要がありますので、公共事業の整備優先順位

基準というものを設けて、評価によって優先順

位を審査をして判定をしていくというのが今の

やり方をしております。 

  先ほどおっしゃったように、優先順位１番、

２番と、こう順番をつけていくわけですが、た

だ、そこでどこまで毎年できるかというと、予

算の制約があって実際は何番までできるかとい

うことに毎年なっていくと、こういうことにな

るわけであります。 

  先ほど申しあげましたが、その優先順位を決

めていくまでには、先ほど申しあげましたけれ

ども、要望書として町会のほうでまとめていた

だいて出していただいた後に、その要望の内容、

調書に基づいて市のほうで現地調査をして整備

の評価表というものをつくるというふうにして

おります。 

  その評価表の内容としては、５つの項目につ

いて評価をするということになっておりまして、

１つには、ほかの計画との整合性があるのか、

それから緊急性があるのか、それからもちろん

必要性があるのか、それから整備の熟度あるい

は整備の効果ということで、整備の熟度という

のは、例えば地域の人みんなが要望していると

か、みんなが賛成していただけるのかなどとい

うことも含めてですけれども、整備の熟度、整

備の効果の５項目で評価をして、その評価をす

る際は５段階で評価をさせていただいておりま

す。その後に一つ一つの路線についての評価表

ができた段階で、全体的な優先順位の審査会と

いうもので審査をして優先順位を決めていると

いうことでございます。 

  この審査会は副市長が会長になって、あと関

係職員で評価をしているということになってお

ります。 

  その評価した優先順位を決定した結果につい

ても、文書で御要望いただいた町会長さん宛て

に通知をさせていただいているということでご

ざいます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 ５段階の判定基準、項目とい

うもので、最終的には審査会で決めているとい

うことでございましたけれども、やっぱり各町

会長さんは毎年かわられるところもありますし、
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お仕事を持っていらっしゃる町会長さんもいら

っしゃいます。そして、その熟度といいますか、

より多くの人が望んでいるかどうかということ

も諮られるということでございますと、やっぱ

りなかなか大変なものがあるのかなと。それぞ

れの度合いが違うんだなということでございま

すけれども、そこに暮らしている住民の方にと

っては、やっぱり大変な切実な問題であります

ので、その住民みずからそのような要望書を出

して実現するために動いていくということも必

要になりますし、それを受けた側も、やはりき

ちんとした公平、公正な判断で見ていただくと

いうことは大変大事だというふうにも思います。 

  やっぱり生活道路の整備について、このたび

補正予算も組まれておりますね。今後、市内全

域の補修改善、予算に制限があってということ

を再三お話伺いますけれども、この予算を含め

た今後の計画といいますか、補修改善について

はどのような予算配分も含めてお考えになって

いるのかお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 できれば要望箇所は全部整備を

したいというのが本音でありますから、そこは

御理解をいただきたいなと思います。 

  そして、一応優先順位を決めて順番高いとこ

ろから予算化をしていくということになるんで

すけれども、ただ、御案内のとおり、道路の予

算というのは全部市の単独の予算ではありませ

んね。国からの社会資本整備総合交付金なども

活用しながら実際いろんな道路整備をしている

というのが実情でありまして、近年、去年、お

ととしあたりから社会資本総合整備の交付金と

いうのが随分と交付率が下がってきているんで

あります。今、山形県全体でも三十数％ですか、

要望額の、ということであります。寒河江市も

同じぐらいでありますけれども、要望額の三十

数％というと、はっきり言うとなかなか仕事に

ならなくなってしまうということがありますの

で、これは先般、東北市長会などでも私のほう

からできるだけこの交付金、国からの補助、あ

るいは県からの支援などを交付率を上げていた

だくように要望させていただいているわけであ

りますが、また、一方で工事費などについても

精査をよりしながら、縮減できるところは縮減

していくということが必要であります。そうい

う努力をさせていただきながら、高齢化が進ん

でまいりますので、高齢者の皆さんも住みよい

ような道路整備対策を一層進めていければとい

うふうに思っているところでございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 国の交付率が下がってきてい

る。これは大変大きな問題であると思います。

東北市長会を初め、さまざまなところで市長は

要望していくということでございますので、こ

れは引き続きぜひ声を大きく上げていっていた

だきたいと思っております。 

  国の予算の組み方に対しては、私どももきち

んと目を光らせて、要望していくべきは要望し

ていくという姿勢でともに当たっていきたいな

と思っております。 

  そういう中でもぜひとも大変ではございまし

ょうけれども生活道路の補修修繕、これについ

ても上がってきたところは全部するんだという

大変心強いお言葉もいただきましたので、これ

はその方向で見守っていきたいなというふうに

思っております。ぜひ善処をお願いしたいと思

います。 

  さて、続きまして、先ほども110件のうちの

55件が側溝の要望だということでありましたけ

れども、この側溝の補修改善についてでありま

すけれども、側溝のふたのがたつきですね、こ

れは道路と同じように同じ場所で何度も同じよ

うな声をお聞きするわけです。またがたついた、

直ったけれどもまたなったのよと。夜、眠らん

なくてよというような切実なお話、伺っており

ます。側溝のふたのがたつきについても、今の
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ところ、応急措置で木を挟んだりとかそういう

ことで応急措置しておりますけれども、抜本的

な対策といいますか、長期的に１回直したら、

後、ならない、永遠とまでは言いませんけれど

もしばらくは大丈夫だというような側溝のふた

のがたつき、修理、これについての対策が必要

ではないかと思うのですが、この点いかがでし

ょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 道路の側溝ふたのがたつきにつ

いては、市民の方から多く寄せられる要望の一

つになっております。原因としては、当然のこ

とながらコンクリートの経年劣化により生じて

いるということが多くて、対策としては、応急

措置としては側溝とふたとのすき間にくさびを

打ったり、あるいはパッキンを敷いたりしなが

ら対応するというのが応急措置でございますけ

れども、先ほど御指摘のとおり、交通量が多い

場所などではしばらくすると、またがたつきが

戻ってしまうということで、そういう同じこと

が何回も繰り返されているような場所について

は、一定の区間の側溝あるいは側溝ぶたを全部

入れかえる、抜本的に入れかえてしまう、整備

をし直してしまうという対策が必要だと思いま

すので、そういった箇所については、当然、

我々のほうでも現場を改めて調査をさせていた

だいて、ほかの調整箇所なんかも調整を見なが

ら対応をしていくということにさせていただけ

ればというふうに思います。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 何回もがたつきが繰り返すと

ころについては、広い距離を見て修理していく

というようなお話でございました。 

  聞くところによりますと、ある業者の方、い

ろいろ工夫なされてビニールのひもなどを側溝

の下に敷いてがたつきを防ぐ方法を考えていた

ですとか、いろいろそのような工夫していらっ

しゃる方の話も聞いております。きちんとお金

をかけて抜本的な対策もしていきながらですけ

れども、そのような知恵と工夫といいますか、

そのようなものがほかにないのか、このような

こともぜひ視野を広げて見ていっていただけた

らなというふうに思っております。 

  音に煩わされることというのは、なかなか安

眠が妨げられまして、安心した生活の実現に向

けてこれもぜひ考えていっていただけたらとい

うふうに思っております。この前、応急措置を

してがたつきが一時的にでも直った方、「智与

子さん、きょうからゆっくり寝られる」という

ような切実な声を寄せていただいております。

このようなことで、当事者でなければわからな

いストレスを少しでも減らしていくことも求め

られていると思います。 

  残り９分、早いですね。急ぎます。 

  除雪時の排雪について質問いたします。 

  先日行われました議会報告会の中でも出され

ましたし、18日の佐藤議員の質問の中にも出さ

れております。高齢者が多くなって除雪時に家

の前に置かれた雪の片づけが年々できなくなっ

てきていて、家への出入りについてもできない

でいる高齢者世帯がふえているということでご

ざいます。障がいのある方にとっても同じでご

ざいますね。 

  除雪については、さまざまな制度をこれまで

つくっていただきまして、町内会やＰＴＡのト

ラック借り上げの際の助成制度、それから自力

で困難な高齢者世帯への除雪費用の助成など、

誠実に政策を進めて実績を上げていただいてお

ります。そのことをお話しいたしますと、「い

やいや、それで間に合わないくらいそれ以上に

ひどいんだ、それ以上に大変なのよは」という

声があるんですね。 

  そこで、側溝に少しでも水が流れ出れば雪を

解かすことができますし、温泉の湯を側溝や水

路に流す、そういうことで除雪と同時に排雪も

できる対策が必要だという声があるわけなんで
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す。このことについては、今言いました佐藤議

員への答弁の中で、温泉の熱を利用しての消雪

も研究していきたい旨のお話がございました。

一朝一夕には難しいことですし、基本的に側溝

に雪を入れることは好ましくないことと今は一

応されております。 

  しかし、それを鑑みても目の前の雪の始末に

は頭を悩ませているんだと、そういう方が非常

に多いと感じております。高齢者を初め、障が

いのある方、それから市民の皆さんの中には

「雪の少ないところさ移住したくなったは」と

いうようなことも聞かれます。寒河江市の人口

がほかへ流出しないためにも知恵と工夫が大変

求められていると思うのです。このことについ

ての御見解を私にも答弁していただきたいなと

思いまして、よろしくお願いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江は全国的に見ると、非常

に災害の少ない、山形県全体ですけれども災害

の少ないところでありますから、逆に移住定住

についてはそれを売りにしていくことが我々考

えているところでありますけれども、ただ、唯

一、毎年悩まなければならないというのはこの

雪の問題であると、こういうふうに言われてお

りますね。 

  御案内のとおり、去年は雪がそれほど積雪量

がふえませんでしたから、降雪はあったわけで

すけれども積雪量がふえませんでしたから、そ

ういう意味で我々に対する苦情、要望というの

も前年などに比べると少なかったわけですけれ

ども、ただ、ことし、近づいてまいりましたの

で、そういう市民の皆さんの要望が出てきて

我々のほうにいただいております。おっしゃる

ように、特に高齢者の方とか、なかなか一人で

雪片づけをするには大変な方に対してどういう

ふうに我々がサポートしていくかということが

一番の対策の柱になろうというふうに思います。 

  そういう意味で、何とか御提案のような融雪

溝あるいは側溝などへの消雪の取り組みなどを

できればいいかなと思っているわけであります

けれども、先ほど先般の佐藤議員の御質問にも

お答えしましたけれども、なかなかすぐにはい

かない、いろんな課題があるということで、た

だやっぱり課題は克服していかなければなりま

せんので、そういうところは引き続き研究をさ

せていただきたいと思っております。 

  実は昨年より高齢者の方々が家の出入りがで

きなくなって雪置かれて困るのよという声など

にもお応えをすべく、丁寧な間口の除雪に取り

組んでいくということにしておったわけですけ

れども、去年は御案内のように、雪がそういう

ケースが余り多くなかったのでそういう実績も

なかなか少なかったというのが実態であります。

しかしながら、ことしはどうなるかわかりませ

んので、引き続き除雪協力会の協力を得ながら

そういう丁寧な間口除雪を進めていきたいとい

うふうに思っているところであります。 

  また、いろんな支援制度もお話しありました

けれども、あれで十分だというふうにも我々も

思っておりませんので、さらに充実をしていく

必要があるし、どういう部分について充実をし

ていくと、そういういろんなトラブルなどが、

あるいは除雪作業にスムーズに展開できるのか

なということも考えております。 

  いずれにしても、これから冬に向かうわけで

すので、冬期間においても市民の皆さんが安心

して暮らせるような、そういう環境をつくって

いければというふうに思っておりますので、御

理解をいただきたいなと思います。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 丁寧な間口の除雪、協力実施

隊ともミーティングなり話し合いをして頑張っ

て要望に応えていきたいというお話でございま

したけれども、島根県の松江市とか、地中熱活

用雪のバリアフリー対策、それから青森県弘前

市など再生可能エネルギーを利用した道路融雪
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推進事業など、大学や研究機関等と連携して地

中熱やバイオマス等の再生可能エネルギーによ

る道路融雪システムの普及促進などということ

もインターネットをのぞいてみますとあります

ね。インターネットをのぞかなくても、ある県

内の議員とお話しする機会あったんですけれど

も、シェアリングエコノミーということでＮＰ

Ｏを立ち上げて、ＮＰＯがオペレーターのかわ

りになりまして間口の除雪が必要だとなったら

そこに電話をして、すぐ除雪機を持っている人

に連絡をして回ってもらうというようなシステ

ム、市はお金を使わずにその調整役をするとい

うようなことを考えているんだなんていう議員

もいらっしゃったり、近くは大江町で市が小型

除雪機をシルバー人材にお貸しして、そして試

験的に運用しているというような、そのような

お話も聞かれるところであります。 

  それぞれ地域性や環境条件が異なっておりま

すので、寒河江市に合ったやり方をぜひ研究し

ていただき、近い将来、もう雪が降っても怖く

ない、やっぱり寒河江が一番だと、こう思われ

るようなまちづくりを引き続き進めていかれま

すように心から望みまして、私の一般質問を終

わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号11番から13番までにつ

いて、９番阿部 清議員。 

○阿部 清議員 おはようございます。 

  朝夕、めっきり寒さがこたえるような時期に

なりました。先ほど遠藤議員からもありました

けれども、きょう６時前に福島県沖でのマグニ

チュード7.4、震度５弱の地震がありました。

平成28年度におきましては、予想外のところで

の地震、それから台風の上陸などに惑わされた

１年でありましたけれども、来年、平成29年は

できるだけ穏やかな１年であってほしいなと思

っております。 

  ところで、20日に告示がありました天童市長

選挙でありましたが、山本氏が無投票当選によ

り３選が決まりました。我が寒河江市でも12月

18日の告示があるわけですけれども、これも戦

わずにして３選になるように心から願っている

ところであります。 

  私の通告番号11番、12番、13番について質問

をいたしますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  11番、市内循環バス本格運行について伺いま

す。 

  最初に、実証実験運行の現状について伺いま

す。 

  平成26年度策定の寒河江市生活交通ネットワ

ーク計画に基づき、市街地周辺部における通院

や買い物などに利用できる公共交通サービスの

導入を図るために寒河江市循環バスの実証実験

運行が平成28年１月27日から始まりました。 

  運行ルートは日田、西根、寒河江地区を回っ

て寒河江市立病院へ行く北部ルートと、本楯、

南部、寒河江地区を回って寒河江市立病院へ行

く南部ルートを運行しております。停留所は全

体で50カ所を経由しております。 

  平成28年11月30日において実証実験運行が終

わりますが、約１年間にわたる実証実験の現況

について市長の見解をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内循環バスの実証運行の状況

についてお答えを申しあげたいと思います。 

  先ほど阿部議員からございましたとおり、こ

としの１月27日から開始をいたしました。これ

は平成26年度に策定をいたしました寒河江市生

活交通ネットワーク計画というものに基づきま

して、路線バス停留所から300メートル以上離

れている地域を公共交通空白地域に準ずる区域

として、本楯地区、そして南部地区、西根地区
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などと医療機関、商業施設などを経由するルー

トで実施をしてまいったところでございます。 

  10月末、11月いっぱいでありますけれども、

状況としては10月末までの運行日数は186日ご

ざいまして、延べ2,196人の方から御利用をい

ただいたところでございます。 

  また、期間中、１月の山形雪フェスティバル

の土日、あるいは６月のゆめタネ＠さがえ期間

の土日については、無料で特別運行させていた

だきました。 

  通常運行の利用者の方は全体の75％を70歳以

上の高齢者の方が占めております。通院あるい

は買い物などの利用ということでございます。 

  それで、北部ルート、南部ルートともに朝の

９時半、寒河江駅前発の第１便が利用割合が高

くなっております。午後の３時台の第４便が低

くなっているということでございます。利用者

の方からアンケートなどをさせていただいて御

意見を頂戴しているわけでありますけれども、

主なものとしては、通院、買い物に対応した運

行ダイヤをお願いをしたい、設定をしてほしい

というような要望、それからさらに停留所をも

うちょっと追加してほしい。今、実証実験の運

行でありますから、これはぜひ継続してもらい

たいというような御意見もあったわけでありま

す。ことしは降雪量は少なかったわけなのでス

ムーズに冬期間も運行できたというふうに思っ

ているところでございます。 

  以上、大体のところを申しあげたところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。大体約

１年にわたる実証実験でありましたけれども、

あと８日くらいを残すところでありますが、事

故もなく終われたことに大変感謝を申しあげた

いと思います。 

  ただいまの市長のお話によりますと、10月末

までで186日、乗客が2,186名ということは１日

10人以上の方が利用されている。そして、買い

物や通院等に利用しているということでありま

すので、それなりの人数は確保しているのかな

と思っております。 

  続いて、本格運行に向けた対応について伺い

たいと思います。 

  総務産業常任委員会におきまして10月11日か

ら13日まで佐賀県の近隣にあります自治体を視

察研修をしてまいりました。その一つに神埼市

が行っている巡回バスがあります。平成20年６

月に民間バスの廃止に伴い、交通空白地帯の拡

大と交通弱者の支援を行うために同６月に高齢

者世帯を対象にアンケート調査を行い、平成21

年７月から巡回バスの検証を始め、平成24年10

月から本格運行に移行しているようであります。

市民からアンケートをとり何回も見直しを行い

現在に至っており、市民が使いやすい巡回バス

の運行についての研修をしてまいりました。 

  また、寒河江の循環バスの状況を知るために

総務常任委員会においても北部ルート、南部ル

ートの約１時間のコースを同乗させてもらい、

運転手や乗客の皆様に話を伺ってきた経緯があ

ります。 

  循環バスの本格運行につきましては、実証実

験運行の利用状況や運行時における課題などの

把握、さらには本格運行に向けた検証を行い、

その結果に基づいて寒河江市地域公共交通会議

において検討するとありますが、循環バスの本

格運行に向けた対応について市長の見解を伺い

たいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 12月１日からの本格運行という

ことでございますけれども、先ほどアンケート

の調査、アンケートの内容なども触れましたけ

れども、利用者の皆さんの御意見、あるいは実

行委託会社関係者からの御意見なども踏まえて

今の実証運行を見直しをさせていただいて、12

月１日から本格運行とさせていただいていると
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ころでございます。 

  先般の市報などにも折り込ませていただいて

いるんでありますけれども、北部、南部、両ル

ートともに第１便の時間、今まで９時半でした

けれどもそれを前倒しさせていただきます。２

時間30分ほど早めるということでございます。

さらには、北部ルートにおいて市役所の停留所

をふやすということにしておりますし、南部ル

ートでもフローラ、花楯町の停留所も追加する

ということで、停留所をふやしてより利便性の

向上を図っているということでございます。 

  この改善事項については、さきに開催をいた

しました寒河江市地域公共交通会議ということ

で御承認をいただいております。その後、運行

委託会社が東北運輸局に対して申請を行ってお

りました。去る11月17日に道路運送法に基づく

許可をもらっているところでございます。 

  先ほど御質問の中で阿部議員のほうから、佐

賀県の神埼市のほうに視察に行かれて先進地の

状況を研修され、あるいはこの寒河江市の循環

バスにも同乗されてということでありますので、

いろんな実際乗ってみて御感想を持たれたのか

なというふうに思いますけれども、私どもも引

き続き利便性の向上ということで努力をさせて

いただきたいというふうに思いますので、引き

続き御指導を賜ればというふうに思っておりま

す。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 １月20日の市報に循環バスの時

刻表が一緒に配布されておりました。私も見さ

せていただきましたが、新しい北部、南部ルー

トの実証実験運行では、１便が寒河江駅発９時

30分、市長からもお話しありましたけれども、

今回の運行時間につきましては北部ルート１便

が寒河江発６時56分、そして、南部ルートが７

時ということで大分早くなったという経緯があ

りまして、我々も乗っている中で、やはりそう

いう意見が非常に多くありました。やはり９時

を過ぎてしまうと予定時間におくれてしまう、

予約時間におくれてしまう。もう少し早く行っ

て順番待ちをしたいという話がありましたので

利用乗客の皆様方の意見を十分取り入れたこと

だなと思いました。 

  それから、市役所、それからフローラへの停

留所もふやしてほしいということがありますけ

れども、これも停留所がふえているということ

で、大変ありがたく思っております。 

  非常に市民の要望に沿ったものでありますけ

れども、ただし、運行便数は午前、午後２便ず

つで変わりなくでありますけれども、両方のコ

ースで14時台、２時台に終了になっております

が、その増便の方向性について市長の見解を伺

いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 12月からはこういう運行体制で

進めさせていただきたいというふうに思ってお

りますが、実際本格運行を開始してからも引き

続き利用者の皆さんの御意見をアンケートとい

う形でいただくことを予定しております。そう

いうことでそうした御意見なども踏まえて、あ

とは実際の利用の状況ですね、どのくらいの方

がどういうところから何便のほうにどのくらい

乗っておられるかなどということも含めて総合

的に検証しながら、随時運行時間については見

直しをさせていただければなというふうに思っ

ているところであります。もちろん公共交通会

議のほうにかけていかなければなりませんけれ

ども、そういう増便についての見直しなどにつ

いても検証結果を踏まえて対応していきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時といたします。 

 休 憩 午前１０時４７分  

 再 開 午前１１時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 
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  阿部議員。 

○阿部 清議員 市長のほうからの答弁、ありが

とうございました。 

  病院の診察は午前中で終わりますけれども、

昼から出かけて用事を終わらせて帰りの便が欲

しいという声もありました。ただいま市長から

の答弁の中で、アンケート調査、それから見直

しの話、それから利用状況などを検証しながら

今後も検討していくということでありますので、

よろしくお願いをしておきたいと思います。 

  続きまして、今後の計画について伺います。 

  最初に、市民への周知について伺います。神

埼市でも市民への周知はしているものの、うま

く伝わっていない現状があるために、老人クラ

ブや各種団体を職員が個別に訪問しＰＲに努め、

市報やホームページ等でもきめ細かなＰＲに努

めているということでありました。 

  本市におきましても、市報やホームページ、

また市民説明会を行ってＰＲに努めております

が、例えばＪＲの寒河江駅の出口や南寒河江駅

の改札の出口とか、市内の要所要所に拡大した

ルートと時刻表を市民の見やすいところに看板

設置などはできないものか、市長の見解を伺い

たいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市民の皆さんへ周知する方法で

ございますけれども、先ほど御答弁申しあげま

したが、11月20日号の市報とあわせてこういう

ものを全世帯にお配りをさせていただいて、一

応保存版のような形で使ってみていただければ

と思いますが、そのほか、公共施設あるいは医

療機関、先ほど御指摘ありましたＪＲ寒河江駅

などにパンフレットの設置を行っていくという

ことにしております。神埼市の取り組み事例な

ども御紹介をいただきましたが、できるだけ市

民の皆さんに的確に情報をお伝えをしていける

よう町会長さん、それから高齢者の皆さん方に

とっての民生委員の皆さんなどからも御協力を

いただきながら、高齢者の皆さんのほうに何と

か周知を広めていって、そして多くの皆さんに

利用していただけるように努力をしていきたい

というふうに思っております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 やはり市民の皆さん、特に高齢

者の方になると思いますけれども、やっぱり多

くの人に利用してもらうことが一番なのかなと

思います。 

  北ルートに乗らせてもらったときにお客さん

から１回乗るまでがなかなかわからなかったと。

でも、１回乗り始めるとその便利さがわかって

今はずっと乗っているんだよといった話があり

ました。そういう話を聞きますと、やっぱりＰ

Ｒの大切さ、一人一人に周知していく必要性は

あるのかなと思っています。やはり今、日本で

も有名になりました「おもてなし」の心でよろ

しくお願いをしたいと思います。 

  続いて、停留所のオーナー制度について伺い

ます。 

  静岡県富士宮市では市営バスのオーナー制度

の設置要領を作成し、市営バスの安定的な運営

と地域とともに公共交通を守り育てることを目

的として、市営バス沿線の医療施設、金融機関、

商店、レジャー施設にバス停の設置及び広告の

掲出を条件に資金協力をお願いしたオーナー制

度を実施しているようであります。 

  本市の循環バスの新しくできた時刻表を見ま

すと、北部ルート、南部ルートの停留所は全体

で53カ所になりますのでその利活用ができれば

と思います。 

  本市においてもコンパクトなオーナー制度の

取り組みを試みることはできないものか、市長

の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 実証実験していく際に停留所を

どういうところに設けていくかということでい

ろいろ検討させていただいたわけでありますけ
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れども、１つには、やっぱり停留所、利用者の

方がどちらかというと高齢者の方が多いという

ことを想定しますと、やはり停留所でお待ちい

ただくには安全な場所が第一だろうということ

で、１つには安全性というものを重視をさせて

いただいて、それから利用者の利便性という観

点で決めさせていただいたところであります。 

  そういう意味で、地区公民館の分館などの公

共施設、必ずその前には広い広くないは別にし

て駐車場なども若干あるわけでありますので、

そういうところを優先的に設置をさせていただ

きました。もちろん、町会長さん、分館長さん

からもお聞きをして利用しやすいものに調整を

させていただきました。最終的には寒河江警察

署のほうから安全面の指導をいただいて、各地

区のそういう分館あるいは商業施設、医療機関

などに停留所を設置をお願いをして、会議で承

認を得て決定をさせていただいたということで

ございます。 

  先ほど富士宮市のオーナー制度ということで

ございます。オーナー制度ということは、ある

程度、そういう停留所を設置をする事業者の方

から資金協力をいただいているということでし

ょうから、そういう意味でこういった事業の財

源確保の一つの手段としては我々もいろいろ勉

強させていただければなというふうに思ってい

るところでございます。これから12月からスタ

ートするということでありますから、なかなか

すぐにはということにはまいりませんけれども、

これから停留所を新設をする、あるいは路線を

変更するなどという場合に、もちろん山交バス

の既設の路線のほうとも十分調整をしながら、

幅広くいろんな検討をさせていただく参考にさ

せていただきたいというふうに思います。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。市長か

らも先ほど、私の場合は白黒ですが、こういう

ところにも民間の広告なんかも入れさせていた

だいて、それなりの資金源ということでの方法

もあると思いますし、また、今、各医院の中に

入って回るところもありますので、そういうと

ころもある程度利用させていただきながら、資

金の協力を得て財源の確保というのは大きいの

かなと思います。やっぱり民間の協力をしても

らうということは非常に大きいと思いますので、

連携しながら安全な交通整備というものは図っ

ていかなければならないと思いますので、今後

の課題ということでよろしくお願いをしておき

たいと思います。 

  最後にフリー乗降について伺います。 

  前にも同僚議員がフリー乗降について質問い

たしました。循環バスの運行は、交通弱者の交

通機関としての役割が大きいと思います。市街

地においては、交通量の多いところではフリー

乗降は交通障害になりますので難しいと思いま

すが、路線の中でやっぱりできるところはやっ

ていただきたいと思っているところであります。 

  特に最上川ふるさと公園内では大型遊具のあ

る子供の遊び場、民間浴場や野菜販売所などが

ありまして、車を持たない方にも大変楽しめる

ところであります。こういうところはフリー乗

降にすべきと思いますが、市長の見解を伺いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このフリー乗降について我々も

いろいろ努力をしてきたわけでありますけれど

も、警察のほうの許可が必要だということであ

ります。その許可の条件としては、フリー乗降

と定める区間全てにおいて、バスが停車した際

の後続車が安全かつ円滑に追い越しができるの

に十分な道路幅員や交差点を含まないこと、そ

してカーブなど視認性を妨げる道路形状となっ

ていないことなど、そういう安全性の基準があ

って、その基準に基づいて判断をされるという

ことでございます。 

  今回の場合は、先ほど申しあげておりますと
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おり、高齢者の方が多いということで利用者の

安全性というものを最優先にして公共施設を中

心にして停留所での乗降が多いことになってお

りますが、御指摘のとおり、市街地などでは、

なかなか先ほど申しあげた条件には難しい場所

が多いのかなと思いますが、御提案のふるさと

総合公園などについては、我々もそういう可能

性がなきにしもあらずなのかなというふうに思

いますので、利用者の皆さんとか運行会社、そ

れから警察などとも意見交換をさせていただき

ながら検討していきたいと考えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、市長からありましたように、

警察との協議が必要であるということでありま

すので、これは今後の課題としてやっていただ

ければと思いますけれども、やっぱり先ほど市

長からも言われましたとおり、最上川ふるさと

公園の中は、やっぱり子供たちが乗った場合、

子供の遊び場の近くでおろしてあげたい。それ

から、よくあそこの民間浴場には多くのお年寄

りの方が行かれますけれども、何であそこでお

ろしてもらえないのやと。先まで行ってまた歩

いてこらんない、非常に大変だというような話

もありますので、その辺も考慮していただいて

よろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、12番、寒河江のラーメンを活か

した観光ＰＲについて伺いたいと思います。 

  最初に、ラーメン街道づくりについて伺いま

す。今や日本人の国民食と言っても過言ではな

いラーメンであります。札幌ラーメン、それか

ら博多ラーメン、喜多方ラーメンなどは全国区

でありますが、ラーメン、特に中華そばは山形

県が全国１位であります。ＮＴＴタウンページ

データベースによりますと、人口10万人当たり

のラーメン店舗数では、平成27年度、山形県が

42.26軒で第１位であります。これは10年連続

で君臨しているようであります。２位が新潟県

で32.51軒、それから都道府県民１人が１年間

に外食で食べた中華そばの消費量においても、

都道府県別のランキングで山形県が全国第１位

で11.7杯であります。２位が栃木県で10.3杯、

３位が千葉県の9.9杯となっています。 

  現在、山形県では米沢ラーメン、それから南

陽の辛みそラーメンなどが頑張っておりますが、

まだまだ全国区になっているようではありませ

ん。だからこそ、寒河江のラーメンをもっと売

り込んでいくべきと思います。 

  まず最初に、寒河江市にはラーメン屋さんが

何店舗あってそば屋さんは何店舗あるのか伺い

たいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市内におきますラーメン

店、そば店の店舗数でございますけれども、こ

としの10月末現在ということになりますが、市

内でラーメンを提供できる店舗数、これは独自

に集計をしているんですけれども約70軒という

ふうになっております。ラーメンがメニューの

中にあるお店と、こういうことになるんですが、

そのうち、主なメニュー、店舗の主となるメニ

ューということでラーメンが主となるメニュー

にある店舗数というのは20軒、一方そばを主と

している店舗数というのは23軒ということにな

ります。それ以外のところだったら食堂とか、

そういうところでラーメンも提供しているので

70軒の中に入っていると、こういうふうに御理

解をいただきたいと思います。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。私も今、

聞いてびっくりしました。全体的にはラーメン

の置いているところというのは70軒、そして、

ラーメンを主としてやっているところは20軒と

いうことでしたけれども、随分少ないんだなと

いうふうに感じております。 

  ただ、私が知る限りでは、今、寒河江、天童

街道、あの柴橋線になりますけれども、日田地

区からフローラまでの区間で約２キロメートル
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はないと思いますが、現在、ラーメンを提供で

きる店が13店舗、そして、そば屋さんが３店舗

営業しているようであります。それから、その

近隣ではありますけれども、あと２軒ラーメン

店ができるという話を伺っているところであり

ますので、私ももっともっとラーメン店という

のは多いのかなというふうに感じておりました。 

  今、寒河江市で行われているイベントという

のは非常に夢があり、人の集まりやすいイベン

トが多いのかなと感じております。春には桜の

花見に始まりましてつつじまつり、さくらんぼ

のもぎ取り、そして、さくらんぼまつり、ツー

ル・ド・さくらんぼ、さくらんぼウォーク、さ

くらんぼマラソン大会、ゆめタネ＠さがえ、そ

して寒河江神輿の祭典、雪の祭典など四季を通

じてさまざまな取り組みを行っておりますが、

どのイベントも多くのお客さんがおり、大盛況

であります。寒河江のＰＲには大変貢献してい

るのかなと思いますが、残念ながら市内には余

りお金が落ちていないような感じがいたします。 

  どうしてもドーナツ型観光になりがちであり

ますが、市内に観光客を誘客するにはイベント

に来られた方に市内に少しでも長く滞在したく

なるような情報を与えて導く必要があると思い

ます。それには一番は食だと思います。食べて

もらうのが一番だと思いますし、ラーメンなど

は観光客を市内に誘客しやすく、寒河江のラー

メンを食べてもらってラーメンのうまさを宣伝

してもらうことも大変大事なことだと思います

が、市長の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員御指摘のとおり、観光

やイベントなどで寒河江を訪れた方々に対し、

できればまちの中、要するに市街地のほうに誘

引してそういう回遊性を向上させてまちのにぎ

わい創出をしていくと。そして、経済効果も高

めていくということは大変そういう意味で大事

なことだなというふうに思います。 

  特にまちの中にどうしてどういうふうにすれ

ば観光誘客ができるかということになると、や

はり人間は必ず１日３回ぐらいは食べるわけで

ありますから、そういう意味で食をテーマにし

てそれを観光資源としていくということは考え

ていかなければならないというふうに思います。 

  きょうのテーマでありますラーメンというこ

とについても、数多くの店舗が存在するわけで

ありますから、そういう意味で有効な方法であ

ろうかというふうに思います。 

  今、市のほうの観光物産協会でもパンフレッ

トなどにはマップをつくって寒河江市内の食と

か特産品、あるいは飲食店の情報があるわけで

あります。これはもちろんラーメンだけに限っ

たものではないわけでありますけれども、御指

摘のようなおいしいラーメンだけに限定してそ

ういう味わえる店舗を紹介するマップとか、あ

るいはそういうものを何とか魅力を発信できる

ようなＰＲの方法などが検討していければ、さ

らに観光誘客につながっていくという可能性も

あるというふうに思っております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長のほうから、市内へ誘客し

て食を観光資源としていくということでありま

すので、よろしくお願いしたいと思いますけれ

ども、昨年の神輿の祭典におきましては８年ぶ

りに市役所からの出発になりましたが、市役所

からフローラにかけて多くの市民、市外からも

多くの方が集まられてにぎわいがありまして神

輿を楽しんでもらった経緯があります。また、

寒河江駅前でクラシックカーの展示などがあり

ましたときにも、寒河江市役所を駐車場として

使ったときも、非常に多くのお客さんの方が出

入りをしてまちの中を探索していたようなこと

がありまして、随分にぎやかだなということで

感じておりました。そういうにぎわいというの

がひとりでにいろんな店を探しながら食という

ものを探していくと思いますので、よろしくお
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願いしたいと思います。 

  続いて、寒河江ラーメンのブランド化につい

て伺います。寒河江のラーメンを地域資源とし

て本市のラーメン街道づくりをしながらブラン

ド化していくことも必要であると思いますが、

本市としてどんな支援ができるか、市長の見解

を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどから御答弁申しあげてい

るわけでありますけれども、市内にはおいしい

ラーメンの店舗が数多く存在するということで

ありますので、それを目指して観光客が集まり

やすい条件はあるのかなというふうにも思って

おりますので、御提案のような寒河江ラーメン

を新たな寒河江の観光資源として育てていく可

能性は大いにあるものというふうに思っており

ます。 

  寒河江ラーメンとして、例えば今後ブランド

化を進めていくということを考えたときに、や

はりまずは行政ばかりが先行するというわけに

もまいりません。第一にラーメンを提供してい

ただくそれぞれの事業者の皆さんが、そういう

趣旨について十分理解していただくということ

が必要であろうかというふうにも思います。 

  それから、寒河江ラーメンというイメージ、

どういうラーメンなのかということですね。米

沢ラーメンとか南陽のラーメンとかというと、

あと喜多方ラーメンというと、こういうラーメ

ンだというイメージがあるわけなので、どうい

う特徴のあるラーメンなのか、あるいは共通の

コンセプトなどをつくっていけるのかなどとい

うことも、我々がつくるわけでなくて、やっぱ

り事業者の皆さんがそういうものを取り組んで

いただかなければならないということになろう

かというふうに思います。そういう意味では、

ある程度組織化として事業者の皆さんがまとま

っていくということが大事なのではないかとい

うふうに思います。 

  そういう意味で、市としては、そういう動機

づけをいかに我々のほうでサポートしていける

のか、あるいは組織化に向けてどういう支援が

可能なのかなどということが我々の取り組み、

課題なのかなというふうに思いますので、こう

いう点についても幅広く検討を加えていきたい

なというふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ただいまのコメント、非常に勉

強させてもらいました。やはり今現在、ラーメ

ン協会ってないんですね。そして、そば屋さん

ですとあるんですが、ラーメン屋さんでは組織

がないということでありますので、やはり観光

資源として育てていく中に、ラーメン店主とい

うんですか、そういう方を集めながら組織化し

ていくことなども必要なのかなと思います。や

はり今の寒河江のラーメンというものを売り出

していくということは、仕事をしている皆さん

にも非常に寒河江市から認められたということ

で非常に励みになるのかなと思いますし、それ

から新しく寒河江市でラーメン店を始めてみた

いなどという起業されたいという方も生まれて

くる可能性も非常に大きくなるのかなと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  最後に、チケットづくりについて伺います。 

  「山形日和。ぱすぽーと」などは、県内の周

遊を促進することを目的として観光による関連

事業のスタンプラリーとか、協賛施設の優待特

典が楽しめる事業であります。また、やまがた

麺パスポートなどは、通常900円以上の麺メニ

ューが540円という非常に安く食べられること

で人気がありまして、各店３カ月有効でありま

すが、すぐに売り切れて予約がないと買えない

ほどの人気があるようであります。これは民間

企業が出しておりますので一概に本市云々とい

うことはないと思いますけれども、ただ、本市

でもそば街道などはチラシをつくってお店など

を紹介して、少しでもお客様がお店に来てもら
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えるように頑張っているところであります。 

  本市におきましては、ツール・ド・さくらん

ぼ、それからさくらんぼウォーク、さくらんぼ

マラソン大会などで、この前見せていただきま

したが、こういうさくらんぼ得々クーポン券な

どを準備しながら、参加している方にお店を指

定して割引した値段で食べられるチケットなど

を配って好評のようでありますけれども、いろ

いろなイベントをしている中で、多くの来場者

があるわけです。市内ならどこでも食べられる

ようなチケットをつくり、観光客、それから市

内外の参加者をまちの中に誘客できるようなこ

とはできるものかどうか、市長の見解を伺いた

いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チケット、クーポンなどを発行

して市の情報を発信してそれを観光誘客につな

げていくということになるわけなので、こうい

う取り組みというのも必要だというふうに思い

ます。 

  寒河江市でもさくらんぼシーズンに、御指摘

のとおり、さくらんぼ得々クーポンというもの

をつくらせていただいて、イベント参加者限定、

さくらんぼ期間限定と、こういうことでありま

すが、こういったクーポンをそういうシーズン

に限定せずに年間通してつくってみてはという

御提案でありますけれども、我々もそういう取

り組みを通していければ、さらに観光誘客、先

ほどから御指摘ありますとおり、市内周遊など

について年間を通した誘客が図られるのではな

いかというふうにも思っているところでありま

す。 

  そのためには、やはりもう少し加盟店をふや

していくなどということでお得感を出していく

ことも必要なのかなというふうにも思いますか

ら、実施していく際には各事業者からさらに一

層御理解と御協力をいただいて、連携しながら

取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 非常に前向きでありますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  やっぱり集客をするための仕組みづくりとい

うのは非常に大切だと思います。また、本市で

行っているイベントというのは多くの参加者、

観光客というのが寒河江市を訪れておりますの

で、目の前にはお客さんがいるわけですから、

そういう方を少しでも長い時間、寒河江市に滞

在してもらえるようなことを考えていくことも

必要かなと思いますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

  続きまして、13番、東日本大震災避難者の定

住促進について伺います。 

  最初に、避難者の現状について伺います。福

島県が避難指示区域外から自主避難された家族

が住む借り上げ住宅の無償提供を2017年３月で

打ち切る方針が示されたことを受け、県は東日

本大震災により県内に避難している人たちを対

象としたアンケートを公表いたしました。10月

６日現在、福島から山形県への避難者が2,731

名とありますけれども、寒河江市の現状につい

てお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市内に避難されている

方々、10月末現在でありますけれども合わせて

43世帯、106名というふうになっております。

内訳は、福島県からは26世帯、75名、宮城県か

らは17世帯、31名というふうになっております。

その方々のうち、先ほどありました平成29年３

月末で借り上げ住宅の入居期限が終了するとい

うふうになりますのは、福島県からの避難者で

は14世帯で44名、宮城県からの避難者の方では

２世帯、２名となっているところでございます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 寒河江市でも９月議会におきま

して、住宅無償支援を継続するよう請願書を提
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出する決議がなされました。山形県では、17年

から２年間、県職員住宅50世帯分を新たに無償

提供する独自案を打ち出したようであります。 

  アンケートの結果によりますと、今後の生活

では、もうしばらく本県で住みたいという方が

41.8％、本県に定住したいという方が27.2％、

全体の７割が本県での生活を当面続けたいと県

の震災避難者アンケートで示されておりますけ

れども、市長の所見を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、御指摘のとおり、今後の生

活の予定については、約７割が本県にとどまり

たいという御意向が調査結果で示されておりま

すけれども、一方で、福島県が自主避難者に対

する借り上げ住宅の無償提供を来年３月で打ち

切るという方針を受けて、住まいに関する悩み

がどのくらいあるのかというと、52.6％と深ま

っている状況もわかっております。 

  避難元の県に帰還する上で心配なこととなり

ますと、調査の結果では、放射線の影響のこと

が心配だというのが53.8％と多いわけですね。

それから、避難期間の見通しについては、子供

の入学、入園、卒業、卒園までというのが最多

の25.4％になっているようでございます。 

  本県にとどまりたいというような結果につい

ては、これまでの温かい県民性、人情などもあ

って、あるいは本県の気候、風土などがあって

ということでありますので大変うれしく思う反

面、子供さんなどの健康を考慮して避難生活が

長期化していることについて、経済的あるいは

健康面で大変危惧しているという状況が見てと

れるというふうに思っているところでございま

す。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長から今ありましたように、

放射能が心配だというのは50％以上の方がおら

れるということでしたけれども、寒河江市に避

難されていた方でことし、父の仕事の関係で福

島に帰られた方がおりました。向こうに帰って

から最上川ふるさと公園に行きましたらそこで

ばったりお会いしましたので、帰ったのんねが

っすと話しましたら、やっぱり小学生の子供が

寒河江市で遊びたいということでしたので休日

を利用して遊びに来るんだという方がおりまし

た。やはり何年か過ごした地域ですので子供に

とっては非常に懐かしかったんだろうなと思い

ますけれども、やっぱりお父さんも、寒河江の

まちはいいまちだよねという話を聞きますと、

このまま寒河江さいででけでもらってもいがっ

たのになと思いましたけれども、これは仕事の

関係ということでやむを得ないのかなと思いま

した。 

  そこで、定住に向けた支援について伺います。

2017年度は山形県に自主避難世帯者が生活する

中で補助金がなくなるわけでありますが、先ほ

どもお話をさせてもらいましたが、県のアンケ

ートによりますと、本県に住みたい方は27.2％、

本市に置きかえますと、10軒以上の方が寒河江

市に住みたいということになります。 

  現在、本市に自主避難している方は、空き家

の住宅情報を市のホームページに掲載されてい

る空き家バンクを見ていると聞いておりますが、

私もホームページを開いてみました。物件が非

常に少なく、いい物件はすぐ売れているような

状況でありました。特に中心部の情報が少ない

ようであります。人によっては他県の情報を見

ざるを得ない状況があるようであります。先日、

上山市では市と県、宅建協会と締結して空き家

や空き店舗件数の情報を利用希望者にホームペ

ージや市役所窓口で紹介、売買や賃貸仮契約を

促進する記事を読ませてもらいました。寒河江

市でも避難者の皆さんに積極的に情報を発信し、

避難者が一人でも多く寒河江市民になれるよう

にする必要があると思いますが、市長の見解を

伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、避難

者の方はもちろんでありますけれども、子育て

世帯の方々、あるいはＵＩＪターンの方々など

多くの方に寒河江市に定住していただきたいと

いうふうに考えているわけであります。 

  そういったことで住宅の新築購入、リフォー

ムに対しまして支援をさせていただく寒河江市

子育て定住住宅建築事業補助金、あるいは住宅

建築推進事業補助金などを準備しているところ

でございます。我々としては、できるだけこう

した支援を活用していただければなというふう

に思っております。 

  先ほどありましたが、空き家の住宅情報につ

いても、市のホームページで掲載をしておりま

すけれども、なかなか御指摘のようなすぐ入居

できるなどについてはすぐ売買が成立してしま

うなどということがあって、また所有者の意向

もございますので売買したいという方もいらっ

しゃるし、また売買が嫌で賃貸でお願いしたい

などといろいろあるわけであります。 

  市では去年、宅地建物取引業協会寒河江支部

のほうに空き家についての調査を依頼をいたし

ました。これは議会でも何回かお答えをしてお

りますが、全体で253戸が空き家がございまし

て、そのうち、外見上、使用可能と思われるの

は58戸ございました。所有者の方と連絡をとり

ながら、可能なものについては内部を確認して

いろいろトラブルのないように注意を払いなが

らホームページで紹介をさせていただいていま

す。 

  ただ、御指摘のとおり、まだまだ件数が少な

いというのが実情かなというふうに思っている

ところでありますので、そういうことでさらに

我々も努力を重ねながら積極的にそういう情報

を発信をして、避難者の方々にもぜひ御利用い

ただけるようにしてまいりたいというふうに考

えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。その空

き家情報については、私も懇談会のときにお伺

いして重々わかっておりましたけれども、市役

所、今、福祉協議会のほうに避難者をフォロー

する方がおられますので、そういう方にやっぱ

り情報源というのは与えておくべきなのかなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  この前、被災された方に話を伺いますと、夕

方になると車で寒河江の中をぐるぐる回るんだ

そうです。というのは、夜、うちに明かりがつ

いていない家を探して歩くんだそうです。泥棒

ではないんですけれども、そして、次の日、そ

こに人が住んでいるかどうか確認するために夜、

明かりがついていないかどうかの確認なんだそ

うです。だから、そういうふうにして探してい

る状況を見ますと、やはりもっともっと情報提

供というのはしてあげたいなと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。やっぱ

り家庭の事情とか、それからどうしても寒河江

に住みたいんだという方が、いろいろ事情はあ

ると思いますけれども、今現在おられるという

話を伺いました。29年３月から補償がなくなる

ということに対して生活をするために自分の腹

を決めているのかなと思います。できるだけ早

目の対策をお願い申しあげまして、私の一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

工藤吉雄議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号14番、15番について、

12番工藤吉雄議員。 

○工藤吉雄議員 平成28年定例会という中で最後

の一般質問というふうになろうかと思います。

第６次寒河江市振興計画の初年度というふうな

ことで、平成28年から平成37年までの10年間、

寒河江市将来目標とする基本計画をもとに施策
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を進められて７カ月余りでございます。人口減

少対策としての地方創生の取り組み、寒河江市

に定住を促進するための取り組み、外から人が

入ってくる取り組み、こうした事業の中から市

民の関心のあった事柄と私の思いもつけ加えま

して、以下、通告番号に沿って質問しますので、

答弁よろしくお願いいたします。 

  私は、先ごろ、日曜日でなければ視察できな

い公的施設の視察をすることができました。そ

れは三重県多気町ふるさと村内の高校生レスト

ラン「まごの店」でありました。このレストラ

ンは農林関係課の職員と三重県立高校の食物調

理科の先生の思いが一致したことから始まった

そうでございます。 

  町では地場産の農産物の消費拡大、学校では

接客とコスト管理を学ばせたい、二者の別々の

ところでの考えが地場農産物利用レストランと

して高校生自身の企画による独自運営で、施設

整備は町、営業、調理、研修は高校生、営業は

土、日、休日の開店でありました。農産品直販

店敷地の「ばあちゃんの店」の一角での営業が

実現したのであります。「ばあちゃんの店」に

対して高校生は孫のようなものでありまして、

よって店の名前を「まごの店」と命名したとお

っしゃっておりました。 

  厨房内調理の様子は、客ホールへモニターの

中継をする。高校生のお膳目当てに開店前から

行列ができるほどの有名レストランに成長した

とメディアは報じております。レストラン「ま

ごの店」の指導者は、この地域を活性化するに

は地域資源を活用するまちづくりであらねばな

らない。ないものを探すのではなくてあるもの

をどのように活用するかであるというふうに力

説しておりました。30分ほどの研修内容が２時

間30分にも及ぶ講演会というように化したよう

なところもありました。ここでは、高校生も大

きな資源で応援者も多くおられるようでした。 

  ここで本題の質問に入らせていただきます。 

  通告番号14番、地域資源を生かした観光振興

についてお尋ねいたします。 

  私たちが県外で寒河江市を紹介するとき、ま

ずさくらんぼやつや姫の果物、米等の農産物、

歴史建築物の慈恩寺、自然景観、温泉などが資

源かと思って紹介しております。市当局は当市

の観光資源を何を売りと考えておられるか。ま

た、特に力を入れて売り出しているものを伺い

ます。確認の意味で問わせていただきますので、

よろしくお願いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の観光資源はどういう

ものかというストレートな直球の御質問であり

ますが、寒河江市にお客さんが来たとき、市勢

概要というものをパンフレット的なものをお渡

ししておりますが、その冒頭に書いてあります

けれども、寒河江市は山形県のほぼ中央に位置

して、周囲に月山、葉山、朝日連峰、蔵王を望

み、清流寒河江川と山形県の母なる川・最上川

が大地を潤す風光明媚で豊かな人情にあふれた

美しいまちですと、こういうことであります。

そうした恵まれた環境から生み出される、例え

ば農産物、あるいはそういう地域の中で人々が

営んできた生活の中から生まれる地域の文化、

さらには歴史、それから現代的にいえば体験型

のアクティビティーなどという多くの地域資源

があるというふうに思っております。 

  そういった資源を観光資源として有効に活用

していくというのが我々の使命なのかなという

ふうに思います。そういう意味では、私からす

れば、全ての資源がすばらしい宝、資源である

というふうに思いますので、そういったものを

市を挙げてさまざまな場面で一つ一つ、あるい

はまとめてなど工夫を凝らしながら情報発信を

していくということが必要なのかなというふう

に思います。 

  御指摘のとおり、慈恩寺、つや姫、紅秀峰な

どというのが大変これまでも寒河江の特徴的な
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資源というふうに挙げられますけれども、例え

ば、先般、名物応援宣言というものをさせてい

ただきましたニットなどもさらにブランド化の

取り組みを進めていかなければなりませんし、

１年間を見通してみると、春の桜から始まって

４万3,000本に及ぶツツジ、ツツジ園としては

東北最大規模でありますのでそういったものと

か、さらには施設であればチェリーランドある

いはグリバー、そして、イベントであれば自転

車などを中心にしたスポーツイベント、さらに

先ほども申しあげましたけれども周辺の山々、

葉山などについてもいろんな取り組み方を今後

進めていかなければならない、振興していかな

ければならないというふうにも思います。さら

には、流鏑馬、みこしなどがあろうかと。寒河

江まつりなどというのも大きな観光資源であろ

うかというふうにも思います。 

  また、農産物でいえば伝統的な菊とか、子姫

芋、谷沢梅などが我々も有名であろうかという

ふうに思いますし、愛好者も多いということで

ありますから、そこは何とか振興していかなき

ゃならない。それから、今回、ベストアグリ賞

をもらったツルムラサキなども相当な農家の方、

生産をしていただいておりますから、そういう

ところを進めていかなきゃならんというふうに

思いますし、また、寒河江川で育ったアユなど

というのも大変我々は自慢できるものでありま

すし、やきとりなども含めて寒河江ならではの

食材なども含めて観光資源として広く情報発信

をしていければなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５５分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  工藤議員。 

○工藤吉雄議員 市長の口から直接改めて寒河江

の有名な産品を伺いますと、こんなにもいっぱ

いあったんだけべがと自分ばももう一回問い直

さなきゃならないほどいっぱいあるなと感じた

ところです。 

  そこで、寒河江にも土着料理なんかあると、

例えば納豆汁であるとか、おみ漬とか、ああい

うふうな昔からある食の提供、特に県外人にと

っては珍しいとか、いや、変わった味でうまか

ったなというふうな食を提供するようなことな

どはいかが感じておられるでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど寒河江の観光資源という

ことで申しあげましたが、やっぱり食というの

は旅行している人たちにとっては大変楽しみの

一つだというふうに思いますし、その土地でな

いといただけない料理などということがあれば、

珍しい食文化などというのも含めて観光資源と

して活用していくということは、さらに寒河江

の魅力を高めていく要素になるのではないかと

いうふうに思っているところであります。 

  寒河江の土着の料理というんですかね、食と

いうことになると、１つには「寒河江のごっつ

ぉ」という本があるわけなので、食生活改善推

進協議会のほうでまとめていただいた料理など

に寒河江の昔からの地元料理というんですかね、

地元の料理があるわけなので、そういったとこ

ろを何とか提供できるようにしていければなと

いうふうに思っているんであります。 

  アグリランドの中の四季亭というレストラン

ありますけれども、あそこで一応地元の郷土料

理という形で提供していただいているというふ

うにも思っています。 

  また、去年、一昨年ぐらいですか、田代のほ

うで山菜、山の幸などを中心にした地元の食材

を使った元田代小学校のたしろ亭という形で料

理を提供していただいて多くの皆さんに好評を

得ているところがございます。また、慈恩寺で
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も慈恩寺の活性化という意味でいっぷく庵など

ということで翡翠しるこ、あるいは慈恩寺玉手

鍋なども地元の女性の皆さんが学生と共同して

つくっていただいているなどということがある

わけでありますので、そういう食の資源をさら

に磨きをかけていくということで、寒河江に行

ったらこれを食べようとか、これを食べたいか

ら寒河江に行こうというようなことにしていけ

ればいいというふうに思いますし、また、その

食だけでなくほかの観光資源とも組み合わせて

相乗効果を生んでいくということもやっぱり必

要だというふうに思いますし、さらに今申しあ

げたような食材をさらに磨きをかけていくこと

と、新たな開拓なども含めて取り組んでいきた

いというふうに思います。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 全く私も同じ気持ちで申しあげ

たところでございましたけれども、食というの

は旅する者にとって非常に楽しみ、今度何を食

べたらいいかと常々思っているのは同じだと思

います。 

  村山地域は全て大体産物が同じで食のあり方

まで似ているところがありまして、そういう意

味では、同じ観光資源をどのように工夫して提

供するかというふうなところで競い合っている

んじゃないかというふうに常々考えているもの

でございます。何せ同じすり鉢の底にいる村山

地方というふうなことで、周りから飛び抜ける

には何か一つ欲しいなと、アイデアが欲しいな

と感じているところでございます。 

  少し脇道にそれるんでありますけれども、私

たち、県外に出て感じることは、寒河江市を読

めなくてもチェリーランドを知っているという

ふうな県外の方々、たくさんいらっしゃいます。

チェリーランドは開所25年というふうなことで、

名前が非常に有名になってブランド名にもなっ

ているんじゃないかなというふうに感じている

ところがあるんですけれども、９月定例会で同

僚議員の渡邉議員が、チェリーランドの再整備

の計画の質問に対し、平成29年度に整備計画を

策定したいと、こうありました。特にチェリー

ドーム、チェリークア・パーク周辺の再整備を

検討の考えというふうに答えられていたという

ふうに記憶していますが、チェリードームをも

し撤去されるようなことはございませんでしょ

うか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成29年度にチェリーランドの

再整備計画というものを予定をさせていただい

て、全体的にエリア一帯を再整備していくとい

う計画をつくらせていただこうとしているわけ

ですが、御質問のチェリードーム、平成３年に

建築されております。そういう意味で大変見て

のとおり、大分老朽化しているわけですね。そ

ういう施設でありますから、ちょっとどの程度

老朽化が進んでいるかなども改めて調査を進め

ながら、再整備計画の中で大規模なリニューア

ルなども含めて検討していきたいというふうに

考えております。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 私はチェリードームをもうなく

してしまって、先ほど言いました寒河江地方に

伝わる食の提供なんかできる館、いわゆる周囲

の田んぼ、果樹園、川、山等々の風景を背にし

ながら民家イメージを持った農村原風景を再現

できるような館にして、寒河江の食を提供でき

る施設というふうなことなんかはいかがでしょ

うか、市長の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどから御答弁申しあげてお

りますとおり、寒河江の食を提供していく食文

化について新たな情報発信をしていくというこ

とは、大変これからの観光誘客にとっても、寒

河江の観光誘客にとって大変大事なことだとい

うふうに思います。そういった点もこのチェリ

ーランドのリニューアルの中では十分考えてい
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く必要があるというふうに思っております。 

  チェリードームについては、これまでランド

マークとして二十数年間あったわけであります

けれども、そういったところの意味合いなども

十分考えながら、いろんな方の御意見をお伺い

をしてその整備計画の中で検討していきたいと

いうふうに考えております。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 近年の観光客は大型バスで来る

方々は大幅に減少して、小グループで来られる

客が多くなったなというふうに感じているとこ

ろでございます。 

  私の住む八鍬地方におきましては、さくらん

ぼの季節には非常ににぎわうんですが、大型バ

スの数は激減して民家の直接の樹園地に入って

さくらんぼ狩りを楽しんだり、寒河江川の風を

楽しんだり、寒河江の味をいっぱい楽しんでい

ると、こんなふうに感じているところでござい

ます。心癒されくつろげるツアーというふうな

ことで、私はチェリーランドにもその核になっ

ていただきたいというふうに考えているところ

でございます。 

  先ほどの食の提供につきまして市長のほうか

らも提示ありましたけれども、昔からの寒河江

の食、ごっつぉを本にしたグループ、いわゆる

寒河江市食改善推進協議会、これらのグループ

の方々に寒河江の味を御指導いただくとか、あ

るいは現場に立っていただけるとか、こういう

ふうなアイデアで食を提供する施設のきっかけ

というか、呼び水役になっていただけないかと

いうふうに考えるわけですけれども、市長の御

見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市食生活改善推進協議会、

御案内かと思いますが、健康づくりのために望

ましい食生活を学んで市民の健康増進を推進す

るという目的のボランティア団体なわけであり

ます。活動としては、郷土食伝承の料理教室で

ありますとか、子育てや親子を対象とした食育

活動、高齢者のための料理教室などが主な活動

内容と聞いているところでございます。 

  先ほど申しあげました平成21年１月に食生活

改善推進協議会のほうで、市内に昔から伝えら

れた食文化などを一冊の本にまとめて、その文

化を次の世代まで伝承していこうということで

「寒河江のごっつぉ」ということでまとめてい

ただいて、それが大変な好評を博したわけであ

りますが、先ほどアグリランドの四季亭などで

も提供、「寒河江のごっつぉ」のほうを参考に

してメニューを決めているというふうなお話も

ございました。 

  そういうことで、できるだけ我々も寒河江な

らではの食文化ということにこだわっていくこ

とになると、やはり食生活改善推進協議会の皆

さんのノウハウというんですかね、知恵という

んですかね、そういうものをおかりしていくこ

とが必要なのではないかというふうに思います。

なかなかボランティア団体ということもあって

みずから事業に取り組むということは難しいの

ではないかというふうに聞いておりますけれど

も、その辺のところ、今後、いろいろ連携を深

めながら、また協議会のほうから指導を受けな

がら、寒河江の食を提供あるいは推進できるよ

うな取り組みを進めていきたいというふうに思

います。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 やはりこうしたいいグループの

存在ありながら、そのままとっておくというの

は非常にもったいない話ではないかなと。私も

たまたま本が手元にありましたから中身を見さ

せていただいたら、からかいなんかは非常にう

まいというふうに、美味というふうにあるわけ

ですけれども、このグループ等を資源というふ

うな形の中で指導いただけるように何かお願い

したいなというふうに感じているところでござ

います。 
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  つけ加えて申しあげますと、さらなる力にな

る予備軍的なものとしては、左沢高校女子の３

人組がアイデア料理全国大会なんかに東北エリ

アで優勝しておられると。こんなふうなことも

書いてあるし、ＪＡ西村山の女性部なんかの料

理等々なんかも新聞紙上に載っているというよ

うなこともありますので、やはり先ほどから市

長の話にもあるように、食というふうなものの

楽しみ方をぜひ実現していただければなという

ふうに考えているところでございます。 

  次に、寒河江市の観光地と言える場所を全部

歩いても寒河江市１市だけでは１日の時間は要

らないかなというふうに思っております。 

  ところで、西村山地域内を１日をかけてめぐ

れる旅行コースなんかは、例えばどんなコース

があるかお尋ねします。あるいは何種類ぐらい

あるかということでお願いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 西村山地域内を周遊できる１日

のモデルコースというお尋ねでありますが、１

市４町で構成する山形どまんなか探訪プロジェ

クト会議において、これは民間の旅行会社と連

携をして旅行商品をつくっているわけでありま

すが、モデルコースというのを整備しておりま

す。27年度でいえば３つのコースがあります。 

  １つには、ＪＲ仙台駅の発着で初夏のコース

ということで、寒河江のさくらんぼ狩り、慈恩

寺の秘仏展見学、そして、西川町の酒屋での隠

し酒やワインの試飲、山菜料亭での昼食を組み

合わせたコースというのが初夏のコースという

のがあります。 

  それから、秋のコースということでは、河北

町のイタリア野菜の栽培の見学と食事、朝日町

のワイン城での試飲、大江町での町なか歩きと

日帰り温泉入浴を組み合わせたコースと。 

  また、冬のツアーとしては、ＪＲ仙台駅から

ＪＲ左沢線の旅を体験していただくコースとし

て大江町日本一公園でガイドによる説明、最上

川舟歌の披露、河北町紅花資料館見学後、納豆

汁の郷土料理の昼食、やまがた雪フェスティバ

ルの見学、寒河江での酒蔵での酒造見学と試飲

を組み合わせたコースと、こういうのが冬のコ

ースであります。 

  ほかにも四季折々の果物狩り、葉山や月山な

どの自然の景観、あるいは温泉や食文化など訪

れる方々を満足させるような資源も多々あるわ

けでありますので、今後、１市４町、さらに連

携を深めて魅力あるコースづくりに検討してい

きたいと考えております。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 たまたま私、西川の温泉地に知

り合いといいますか、仕事で行ったりもして直

接お話を伺うわけですけれども、「寒河江市ば

りうまいところ吸わねで、俺のところにも客回

してもらわんねが」というような旅館主もおっ

たわけですけれども、泊まっていただけるよう

なシステムがぜひ欲しいんだと。客を分けても

らわんねがと、こんなふうなお話も伺ったこと

があるわけです。今、初夏のコース、秋のコー

ス、冬のコース、それぞれ例として出していた

だきましたけれども、これら本当に大きく育っ

てほしいなというふうに感じて聞いておりまし

た。 

  ことし１月、初めてやまがた雪フェスティバ

ルが実施されました。予想外の入場客数があっ

て事業は成功しました。したと思っていました

が、なぜ寒河江市で開催地なのと。雪がありま

せんでしたよねと。会場の流れ、車の流れがよ

くありませんでしたねというふうな声が多く聞

かれましたが、１市４町と県で実行委員会を組

織し、綿密に打ち合わせをされたと理解してお

りました。結果は成功、しかし、検討課題が出

たのではないかというふうに感じているところ

でございますけれども、原因はどんなところに

ありましたでしょうか、お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 ことしの１月下旬に開催をいた

しました第１回のやまがた雪フェスティバル、

雪不足など直前までありまして心配したわけで

ありますが、天候にも恵まれて、当初予想は７

万人ぐらいということでありましたが、16万

1,000人ということで大変な数の方に来ていた

だいて成果があったというふうに思っています。 

  しかしながら、実施をしてみないとわからな

いというところが課題、反省点というのが出て

きたわけであります。原因というよりも反省点

ですかね、来年もまたいたしますので課題とい

うことになろうかというふうに思いますが、具

体的に言うと、予想以上の入場者があったとい

うふうになりましたので、幹線道路の渋滞、あ

るいはシャトルバス、誘導員が不足したという

ことで交通の誘導の対策が十分ではなかったと

いうことがあろうかというふうに思いますし、

また、周知期間、それから準備期間が余り長く

はなかった、短かったのでいろいろＰＲ不足な

どがあったということがありました。あとは、

これ天気ということですが雪不足、直前までの

雪不足ということでイベントの一部見直しなど

ということもありまして、こういった点などを

さらに改善をしていきながら第２回目につなげ

ていければというふうに考えております。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 原因というより、事業を開催し、

その結果、反省点というふうなお話でありまし

たけれども、第２回雪フェスタの開催準備会議

が始められたというふうに聞いておりますが、

現在までのところ、どのような状況でどのくら

い進んでいられるでしょうか、伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 第２回の準備状況ということで

申しあげますが、去る８月24日に実行委員会を

開催をいたしまして第２回目は来年の２月３日

から５日までの３日間ということで、さらに２

月６日から12日までの１週間はイルミネーショ

ン、それからスノーランドの一部を継続して実

施をするということにしております。もちろん、

場所は１回目と同様の最上川ふるさと総合公園

ということに予定をしております。 

  雪像についてもシンボル雪像のデザインを現

在、芸工大のほうに依頼をしております。また、

そのほかの住民参加型の雪像というのは、第２

回目は40基、前回は30基でありましたが40基に

拡充をして多くの皆さんから御参加をいただき

たいというふうに考えております。 

  雪の運搬につきましては降雪状況によるわけ

でありますけれども、できるだけ会場近隣を検

討しているところでございます。 

  また、屋台村でありますけれども、１市４町

を中心としたうまいものを一堂に提供していき

たいということで、１回目も大分混雑をいたし

ましたが、第２回目は１回目より、１回目は全

体として30店舗でございましたけれど、２回目

はさらに40店舗を予定をしているところでござ

います。 

  また、周辺の４町への周遊促進ということで

寒河江ばかり人が集まってという御指摘もあっ

て、この４町への周遊促進ということでは、そ

れぞれ道の駅がございますので、町のほうでの

イベントを開催をしていただいたり、スタンプ

ラリーによる回遊などもしていただく。さらに

は屋台村の各町のブースでの特産品販売、ある

いはＰＲの取り組みをさらに充実をしていけれ

ばなというふうに思っております。 

  それから、交通誘導対策、ここが一番肝心な

ところというふうにもなろうかと思いますが、

警察署、それから高速道路ありますからネクス

コなどの御協力をいただきながら、会場前の市

道の一方通行を行うこと、さらにはシャトルバ

ス利用をさらに一層促進をしてシャトル便、そ

れから誘導員、誘導看板の増設などをして会場

へのアクセス充実、それから渋滞緩和などの対

策を全般にわたって強化していきたいというふ
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うに考えております。 

  それから、民活エリアとさらに連携を図りな

がらイベント広場での巨大雪だるまなども継続

して取り組んでいただいて、さらには今回は外

のほうでも、要するに民活エリアの中でも露店

市なども新たに設置をしていただいて、ふるさ

と総合公園だけでなくて周辺一帯も使った演出

をできないかということで検討しているところ

でございます。 

  今、準備している状況は以上のとおりであり

ますけれども、我々としては、１回目以上、多

くの皆さんに御来場いただいて楽しんでいただ

けるよう準備を進めているところでございます。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 詳しく御答弁いただきまして、

まことにありがとうございます。 

  西村山１市４町で広域観光連携の中で第２回

雪フェスタの成功、第１回目の雪フェスタの反

省点を十二分に生かしていただいて、西村山一

帯の１市４町には多くのお客さんと多くの観光

客に来ていただいて、寒河江温泉にでも１泊を

していただきたいなというふうに考えるところ

でございます。 

  観光振興と地場産品の消費拡大、人的交流、

雇用の増大、ひいては人口増の効を得たいもの

というふうに考えているところでございます。 

  次に、通告番号15番、子育て支援の環境づく

りについてお尋ねいたします。 

  少子化、核家族化が進む中、子育てを支える

環境整備のよしあしで若い世代の定住が左右さ

れるのではと懸念される昨今であります。その

背景として、妊娠し子供を産むところから生ま

れて母の愛を受けお友達と遊ぶ場所の充実に至

るまで大きな不安と期待があるからだと聞いて

います。 

  このような状況の中、寒河江市では今年度よ

り妊娠期から育児期まで切れ目のない支援を行

う寒河江型ネウボラをスタートさせました。 

  ここで改めてその内容についてお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内かと思いますが、ネウボ

ラというのはフィンランド語でありまして、ア

ドバイスの場、場所の場ですね、アドバイスの

場という意味であります。母親の妊娠期から子

供の就学期に至るまでの期間を保健師などの専

門職が子供や妊産婦がいる家庭を切れ目なく支

援をすると。フィンランドの子育て支援に関す

る制度のことを言っているわけであります。 

  現在、全国の自治体でこのフィンランドの制

度を参考にして、安心して子供を産み育てられ

る環境づくりということで鋭意取り組んでいる

ところでございます。 

  寒河江市におきまして、妊娠、出産、育児に

関するあらゆる相談に対してワンストップで対

応する相談支援の窓口としてこの４月、子育て

世代包括支援センターというものを健康福祉課

内に開設をいたしました。このセンターは、専

任の保健師の方１名を母子保健コーディネータ

ーとして配置をして相談を受けた中で、より手

厚く見守りや支援が必要となると判断されるケ

ースについては、個別に支援計画というものを

策定して、関係機関とも十分情報を共有して密

接に手厚い支援をしていくということにしてい

るところでございます。 

  また、産後間もない時期において産婦の育児

疲れや育児不安を解消して、産後鬱などを予防

して子供の健やかな成長を支援するために、市

内２カ所の産科医院においてショートステイや

日帰りのデイケアを内容とする産後ケア事業と

いうものを本市におけるネウボラの一環として

県内の各市町村に先駆けて設置、取り組ませて

いただいているところでございます。これら一

連の取り組みを総称して寒河江型ネウボラと呼

んでいるところでございます。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 大変詳しく内容を説明していた
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だきましてありがとうございます。私の周りに

も近ごろ、見渡すに夫婦だけの核家族世帯が

年々ふえているのが感じられているところでご

ざいます。若者世帯は別世帯へと核家族化が寒

河江市にも拡大されていると。子育ての悩みを

相談する窓口、受け皿を必要とする世帯がふえ

ている現状が全く理解できるところです。 

  このような実情を踏まえてこの事業に取り組

んでいただいているということは、市民にとっ

て非常に心強いことであるというふうに感じて

おります。 

  少子化が進行し、人口減少への対応が喫緊の

課題となっている今、このような施策をスター

トさせたということは、全く時宜を得たものと

いうふうに考えております。 

  そこで、子育て世代包括支援センター、産後

ケア事業等の利用状況についてを伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 初めに、子育て世代の包括支援

センターの利用状況でありますが、４月から10

月までの利用状況でございますが、母子保健指

導や子育て支援の最初の入り口となります母子

健康手帳の交付については178件でございまし

た。相談件数については延べ233件、そのうち、

母子保健コーディネーターによる個別支援プロ

グラムの作成件数は39件と。さらに家庭環境や

育児環境等が心配されて個別継続的な指導が必

要と判断され訪問したケースが３件ということ

になっております。 

  また、出産後の乳児家庭全戸訪問事業につい

ては161件、育児ストレスや産後鬱等による育

児に対する不安や孤立感を抱える家庭に対して

保健師が助言指導を行う養育支援訪問指導がご

ざいますけれども、これは11人に対して行って、

延べ15件となっているところでございます。 

  産後ケアについては、現在までのところ、利

用者はございません。このサービスの利用が望

ましいと思われる方に対しては継続的な見守り

や相談支援を行う中で、支援方法の一つとして

産後ケアに関する情報を提供しながら利用を進

めている状況にあります。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 産後ケアについては、現在まで

のところ、利用はないという御説明であります

けれども、出産前後の相談件数が非常に多く結

果としてあらわれているということは、先ほど

も申しあげましたように、全く的を射ている事

業内容になっているんじゃないかなというふう

に思い、喜んでいるところでございます。 

  そして、子育て世代にとっては大きな安全・

安心になっているのではないかなというふうに

思います。このサービスは、安心して子供を産

み育てられる環境をつくるためにはぜひとも必

要なサービスでないかというふうに思います。

サービスが市民に浸透し、必要な方々に必要な

ときに利用していただけるようになるまで少し

時間がかかるかもしれませんけれども、産後ケ

アなんかも含めましてさらに努力をし、内容を

充実し、なおかつ市民に広く知っていただくた

めにＰＲにも努め、その普及に努めていただき

たいというふうに思います。 

  そこで次に、今後の母子サポート充実を図る

ために担当の訪問相談なんかは今、そうした子

育て支援等の方法はないか伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 母子サポートという意味で家庭

訪問につきましては、先ほど答弁申しあげまし

たが、子供さんが生まれた御家庭には乳幼児全

戸訪問事業ということで看護師や保健師が全家

庭を訪問しております。育児環境や子供の発育

の状況、それから母親の心身の健康状況や親子

関係などについて状況を把握しながら相談指導

を行っているということでございます。 

  また、全家庭を訪問する中で、子供の発育状

況、育児環境等の面で問題を抱えている場合、

育児に関して不安や孤立感を抱えていて継続し
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て見守りや手厚い支援が必要な場合などについ

ては、個別的、継続的に保健師が訪問をして養

育に関しての指導助言も行っているところでご

ざいます。 

  また、子育てを終えた方が先輩ママという形

で育児経験が浅い母親の家庭を訪問したり、悩

み事を聞いたり助言をしたりということを行う

事業が県の制度としてあるところでございます。 

  こういったさまざまな制度なども適切に活用

しながら、いろんな課題を一つでもなくしてい

って、安心して子育てができるような支援を引

き続き行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 次代を担うさがえっこたちが心

身ともに健やかに成長ができ、寒河江市が子育

て世代にとって住みやすい、住みたくなるまち

になることを願ってやまないところであります。 

  次に、地域における子育て環境の整備につい

てですが、出生数が減少の途に入ったと言われ

て久しくなります。周りに一緒に遊ぶ友達がい

ない、日々の一日を何で過ごすか、それが問題

です。これは就学前の子供を持つ親と祖父母の

悩みです。同時に、休日のお兄ちゃんに遊んで

もらえない小学生にも言えます。 

  現在、子育て支援策の一つとして幼児から児

童までの遊び場支援には、寒河江市総合子ども

センターに児童センターと子育て支援センター

が開設されていますことと、最上川ふるさと総

合公園内のさがえっこ冒険ファンタジーがあり

ますが、まず総合子供センターのことについて

伺います。 

  小学校低学年、就学間もない児童とか、年長

保育児の総合子どもセンターの利用はどのくら

いあるものですか、伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これは平成27年度の総合子ども

センターの利用状況でありますが、小学校１年

生から３年生までが１年間、4,523人でありま

す。これは小学校全体の利用者数の64.9％、そ

れから保育所などの年長児については2,194人

ということになっておりまして、これ未就学児

の利用者数の11.6％のそういう利用状況になっ

ています。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 ただいまの答弁ですと、１年か

ら３年までは4,523人、大体65％の利用がある

というふうなことで非常にうれしく思うところ

でありますけれども、雨天時の遊び場確保とい

うふうなことで少し元気なお子さん用に余り場

所のとらないネット、縦に張ったネットなどと

けが防止のためのセーフティーマットなどを準

備するようなお考えはございませんでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、児童センターのほうには

トランポリン、卓球台、跳び箱、鉄棒及び竹馬

などがあるわけでありますが、一番人気はトラ

ンポリンということのようであります。 

  そういうことの要望もございますので、今年

度、新たにクライミングボード、壁面の突起物

を利用して握力で壁を上る遊具と、こういうこ

とですが、設置する計画でおります。床のほう

には、工藤議員御指摘のような安全性に配慮し

たセーフティーマット的なものを設置をしてい

きたいというふうに考えております。 

  御案内のとおり、2020年の東京オリンピック

の追加種目としてスポーツクライミングが選ば

れて人気が急上昇しているということでござい

ますので、そういった意味でも大変時宜を得た

ものかなというふうに思います。今後とも利用

者の皆さんの要望などを取り入れながら遊具を

更新をして、元気に遊べる、そして体力づくり

などができるような施設にしていきたいという

ふうに思います。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 大変気になるような時間になっ
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てきましたけれども、少し聞きたいところばり

聞くようにしますので、よろしくお願いします。 

  今年度も子どもセンター、児童センターに遊

具をそろえると、人気用具のクライミング、非

常にありがたいなというふうに思いますけれど

も、拠点施設というふうなことでは非常にいい

んですが、子供たちは都市部だけでなく周りに

もいるわけでございます。それぞれの地域に児

童遊園地なんかかつてあったわけですけれども、

子供たちが友達を求め遊び場所を求めて地区内

を遠くまで出張しなきゃならないという現状が

あるわけですけれども、それぞれの地域に遊具

を設置し、子供たちが集えるような場所の構想

はございませんでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内にはいわゆる児童遊園とい

うのは62カ所ございまして、現在、155基の遊

具が設置をされているんであります。今年度、

全ての遊具について安全点検作業を実施をして

おります。その点検結果については、各町会長

さんのほうに通知をさせていただいております。 

  今後、遊具の更新、修繕が必要となる遊具が

あるわけでありますけれども、これについては

市の補助制度なども充実をしながら順次整備を

していかなければならないと思っているところ

でございます。 

  また、それだけでなくて児童公園の遊具だけ

でなくて、各地区の公民館などにも整備に合わ

せながら子供のそういった交流の場を何とか充

実をしていきたいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 それぞれの地区にも施設の整備

と同時に遊具なんかも配置していきたいという

ふうな計画があるように聞こえましたので、ぜ

ひそのような努力をしていただきたいというふ

うに思います。 

  先を急ぎます。申しわけございません。 

  次に、最上川ふるさと総合公園内のさがえっ

こ冒険ファンタジーランドですが、非常に市民

に好評を博していると思っております。大型遊

具があって子供たちが離れない、遊びたい、そ

んな気持ちで長くいられるというお話も伺って

いるところでございます。 

  ついては、この場所なんですが、非常にいい

んですが、日差しが強くて見守り役が非常に身

がもたんというお話があって、見守る者が見守

られるようでは何ともならんというふうなこと

で、孫は遊びに熱中、じいちゃん、ばあちゃん

は強い日差しに熱中症、これでは何ともならん

と。ぜひ市長の御英断をもって日傘になるよう

な部分はつくれないかと、この辺を最後にお伺

いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 工藤議員のような御要望は多々

あるのも事実でありまして、日よけのための建

物の設置を要望されているところでございます。

これも今年度になるんであります、これからに

なるんですけれども、チェリンの塔というのを

つくりましたけれども、その南側に少し大き目

の日よけの建物を設置をしてそういう安全の確

保の面からも、これは絵ですけれども、こうい

うものを設置をして引率される方の健康管理の

ほうにも役立てていければというふうに思いま

す。そういう意味で、できるだけあのスペース

を充実をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○國井輝明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 大変前向きなというか、どうも

ありがとうございます。 

 

   散    会    午後１時５０分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号         第４回定例会 

   平成２８年１１月２４日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開   

日程第 １ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃  ２ 議第５９号 平成２８年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 〃  ３ 議第６０号 寒河江市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 〃  ４ 議第６１号 寒河江市市税条例等の一部改正について 

 〃  ５ 議第６２号 寒河江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 〃  ６ 議第６３号 寒河江市農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について 

 〃  ７ 議第６４号 寒河江市中心市街地活性化センターに係る指定管理者の指定について 

 〃  ８ 議第６５号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について 

 〃  ９ 議第６６号 寒河江市立しばはし保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 １０ 議第６７号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １１ 議第６８号 市道路線の認定について 

 〃 １２ 議第６９号 西川町の公の施設の設置に関する協議について 

 〃 １３ 質疑 

 〃 １４ 予算特別委員会設置 

 〃 １５ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから、本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号によって進めて

まいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、議第58号平成28年度

寒河江市一般会計補正予算（第４号）から日程

第12、議第69号西川町の公の施設の設置に関す

る協議についてまでの12案件を一括議題といた

します。 
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質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第13、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただきますようお願いします。 

  初めに、議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）に対する質疑はありませ

んか。杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 補正予算の第４号の第６款の３

目農業振興総務管理事業の有害鳥獣被害軽減モ

デル事業補助金についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

  まず、ことしは春から熊の出没が多く、有害

鳥獣被害対策実施隊などにより、毎朝熊のおり

を設置したところの見守りなどが実施されてき

ましたが、熊より農作物に大きな被害をもたら

すイノシシが市内各地に出没し、また増加して

おります。その対策に電気牧柵が有効だとして

補助金49万円を予算計上しておりましたが、現

在までの申し込み件数と申し込み地域等の状況

はどうなっているのかお尋ねをしたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 原田農林課長。 

○原田真司農林課長（併）農業委員会事務局長 

  今回の12月補正までの全ての柵設置の希望に

ついては、９件の申し込みがございます。 

  地区としましては、白岩地区、また柴橋地区

でございます。 

○國井輝明議長 杉沼議員、後ほど開催されます

委員会のほうで詳細審議がされますので、概括

的な質疑にとどめていただきますようお願いい

たします。 

○杉沼孝司議員 電気牧柵で追い払うということ

になるわけですが、個体、違うところでの被害

が予想されるわけですね。そのためには個体数

の調整もしなきゃならんじゃないかと思うんで

すが、それらに対する考え方はどのように持っ

ていらっしゃるのかお尋ねをしておきたいと思

います。 

○國井輝明議長 原田農林課長。 

○原田真司農林課長（併）農業委員会事務局長 

  これまでも熊につきましては、わな設置によ

る捕獲ということで進めてきたところでござい

ます。イノシシにつきましては、これまでわな

設置ということは行っておりませんけれども、

来年以降、わなの設置につきましても研究を進

めていきたいということで考えております。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はございませんか。

沖津議員。 

○沖津一博議員 補正予算第４号の第８款の土木

費についてお伺いいたします。 

  市道島高屋線のＪＲ踏切の拡幅工事に係る設

計料ということで大変ありがたく思っていると

ころであります。この踏切は数十年前から南部

地区の懸案としていたわけでありますけれども、

大変ありがたいなと思っておりますが、今後の

流れについてお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 森谷建設管理課長。 

○森谷孝義建設管理課長 今後の流れという御質

問でございますが、これからＪＲと設計等につ

いて協議を進めてまいりまして、一応市のほう

の考え方をＪＲにお示ししている内容では、来

年度までその設計がかかりまして30年度の当初

のほうで協定を締結して、30年度の後半で工事

のほうに入っていきたいと考えているところで

ございます。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。佐

藤議員。 

○佐藤耕治議員 第３款の１項３目老人福祉費に

ついてお尋ねいたします。 

  介護ロボット導入支援事業補助金として185

万4,000円となっておりますが、最近、介護支

援ロボット等の開発、研究も多くされていると

思いますけれども、どのようなものを導入する

のかお尋ねしたいと思います。 
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○國井輝明議長 安達高齢者支援課長。 

○安達 徹高齢者支援課長 お答え申しあげます。

こちらのロボットにつきましては、通常ロボッ

トと申しますと、身体につけて腰をガードする

ものというイメージがあると思いますけれども、

今回は独立した機器にですね、本人が握ってそ

のまま上がっていくと、伸びて上がっていって

それを脇にとめている車椅子等のところに寄せ

て、それでまたおりていくということでござい

ます。ですから、介護従事者が腰につけたりと

いうような機器ではございませんので、そうい

ったことを予定しております。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はございませんか。

伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ７款商工費の企業誘致推進費に

ついてお伺いいたします。これの対象企業等、

わかればお答えいただきたいと思います。 

○國井輝明議長 商工振興課長。 

○ 洋一商工振興課長 お答えいたします。対

象の企業といたしまして、カルソニックカンセ

イ山形株式会社と菊池商事株式会社の２つの企

業が、工業団地に用地を取得するのに供するこ

とにしているものですから計上しようとするも

のであります。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今のカルソニックと菊池商事さ

んは、もう既に工業団地にあって営業している

かと思うんですけれども、今のお答えですと、

新たに用地を取得するというのも対象になると

いうことなんでしょうか。 

○國井輝明議長 商工振興課長。 

○ 洋一商工振興課長 お答えいたします。ま

ず、カルソニックカンセイ山形株式会社の補助

対象でありますけれども、対象となる用地は同

社が市土地開発公社との賃貸借契約により使用

している土地であります。このたび分譲契約に

より土地を取得しようとしているために補助対

象となるものであります。 

  また、菊池商事株式会社につきましては、こ

の用地につきましては平成25年12月に分譲予約

契約をしている土地でありまして、ことしの12

月19日までに取得するとしている用地であるこ

とから対象とするものであります。以上です。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。佐

藤議員。 

○佐藤耕治議員 第３款３項２目扶助費について

お伺いいたします。生活保護扶助事業としまし

て5,000万円ほど計上してありますが、金額が

多いということもありますが、どのような具体

的な内容についてお伺いいたします。 

○國井輝明議長 概括的な質疑ということでお願

いします。阿部健康福祉課長。 

○阿部藤彦健康福祉課長 5,000万円の増額補正

の内容ということですけれども、主な内容とし

ては医療扶助の増嵩によるものでございます。 

○國井輝明議長 よろしいでしょうか。ほかに質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第59号平成28年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）に対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  ないようでありますので、次に、議第60号寒

河江市議会政務活動費の交付に関する条例の一

部改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第61号寒河江市市税条例等の一部改

正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第62号寒河江市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の一部改正についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第63号寒河江市農業委員会の委員等

の定数に関する条例の制定についてに対する質

疑はありませんか。古沢議員。 
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○古沢清志議員 農業委員会の委員等の定数につ

いてお伺いいたします。農業委員18人と農業利

用最適化委員９名の大きな違いは何でしょうか。 

○國井輝明議長 原田農業委員会事務局長。 

○原田真司農林課長（併）農業委員会事務局長 

  農業委員と推進委員の役割の違いということ

でお答えしたいと思います。 

  農業委員につきましては、これまで同様、農

地利用の指針の作成であったり、農地法関係の

審査、また担い手への農地の集積、集約化、耕

作放棄地の防止解消、また新規参入の促進とい

うことで行ってきているところでございます。 

  新たに設けられます推進委員につきましては、

農業委員と連携した業務の補助、また人・農地

プランなどの地域農業者との話し合いの推進、

耕作放棄地の防止解消に伴う現場活動というこ

とで役割を分担する予定でございます。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第64号寒河江市中心市街地活性化セ

ンターに係る指定管理者の指定についてに対す

る質疑はありませんか。伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 これはフローラのことだと思う

んですけれども、主な事業内容として管理運営

とリ・ボーンマルシェなどの自主事業というふ

うに以前説明をお伺いしましたけれども、例え

ばあそこに入っている企業の誘致とか、そうい

ったことも指定管理者としてはできる、そうい

う権限とかもあるんでしょうか。 

○國井輝明議長 商工振興課長。 

○ 洋一商工振興課長 お答えいたします。指

定管理の業務といたしましては、企業のテナン

トの誘致につきましては含まれておりません。

普通財産でありますので、別途お願いすること

になると思います。以上です。 

○國井輝明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 別途お願いするというのはどう

いった形になるんですか。 

○國井輝明議長 商工振興課長。 

○ 洋一商工振興課長 お答えいたします。指

定管理の業務を募集するに当たりまして、指定

管理の業務を指定業者に対しまして改めて随意

契約ということでの募集をしたところでありま

す。ですので、指定管理の受託者が決まれば、

その方と改めてその随意契約のお話し合い、手

続をしたいというふうなことで考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第65号寒河江市屋内多目的運動場に

係る指定管理者の指定についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第66号寒河江市立しばはし保育所に

係る指定管理者の指定についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第67号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第68号市道路線の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第69号西川町の公の施設の設置に関

する協議についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○國井輝明議長 日程第14、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第58号平成28年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）については、議長を除く15人を委
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員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）については、議長を除く

15人を委員に選任して構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することに決

しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第15、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります委員会付託案件表のとおりそれぞれ所

管の委員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第６０号、議第６１号、

議第６２号、議第６３号、

議第６４号、議第６７号、

議第６８号、議第６９号 

厚生文教常任委員会 
議第５９号、議第６５号、

議第６６号 

予算特別委員会 議第５８号 

 

 

   散    会   午前９時４６分 

 

○國井輝明議長 以上で、本日の日程は終了しま

した。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第５号         第４回定例会 

   平成２８年１１月３０日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 諸般の報告 

      （１）第１３６回山形県市議会議長会定期総会の報告について 

日程第 ２ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ３ 議第７１号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃  ４ 議第７２号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の 

            管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ５ 議第７３号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について  

 〃  ６ 議案説明 

 〃  ７ 質疑 

 〃  ８ 委員会付託 

   休  憩 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 ９ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃 １０ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １１ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １２ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１３ 議第６０号 寒河江市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 〃 １４ 議第６１号 寒河江市市税条例等の一部改正について 

 〃 １５ 議第６２号 寒河江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第６３号 寒河江市農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について 

 〃 １７ 議第６４号 寒河江市中心市街地活性化センターに係る指定管理者の指定について 

 〃 １８ 議第６７号 「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更について 

 〃 １９ 議第６８号 市道路線の認定について 

 〃 ２０ 議第６９号 西川町の公の施設の設置に関する協議について 

 〃 ２１ 議第７１号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２２ 議第７２号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２３ 議第７３号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 〃 ２４ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 
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  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２６ 議第５９号 平成２８年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 〃 ２７ 議第６５号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について 

 〃 ２８ 議第６６号 寒河江市立しばはし保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 ２９ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ３０ 質疑・討論・採決 

 

日程第３１ 議会案第５号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出について 

 〃 ３２ 議案説明 

 〃 ３３ 委員会付託 

 〃 ３４ 質疑・討論・採決 

 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について議会運営委

員長の報告を求めます。工藤議会運営委員長。 

   〔工藤吉雄議会運営委員長 登壇〕 

○工藤吉雄議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、昨日11月29

日、議会運営委員会を開催し協議いたしました

ので、その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、諸般の報告、議第70号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）、議第

71号寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について、議第72号寒河江市特

別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河

江市立病院事業の管理者の給与等に関する条例

の一部改正について、議第73号寒河江市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部改正につい

て及び議会案第５号地方議会議員の厚生年金へ

の加入を求める意見書の提出についての６案件

であります。 

  追加案件の取り扱いについては、日程第１で

諸般の報告を行い、日程第２、議第70号から日

程第５、議第73号までを上程した後、日程第６

で市長の議案説明、日程第７で質疑、日程第８

で委員会付託を行い、一旦休憩となります。 

  予算特別委員会終了後、本会議を再開し、初
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日に提案されました議案と追加議案について委

員会ごとに委員長報告を受け、質疑・討論・採

決を行い、その後、日程第31で議会案第５号を

上程し、日程第32で議案説明、日程第33で委員

会付託、日程第34で質疑・討論・採決を行うこ

とといたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

諸 般 の 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第１、諸般の報告でありま

す。 

  （１）第136回山形県市議会議長会定期総会

の報告については、お手元に配付しております

プリントによって御了承願います。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第２、議第70号平成28年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）から日程

第５、議第73号寒河江市一般職の職員の給与に

関する条例等の一部改正についてを一括議題と

いたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第６、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。本日、追

加提案いたしました４案件について御説明を申

しあげます。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）についてを御説明申しあ

げます。 

  このたびの補正予算は、山形県人事委員会勧

告を踏まえた特別職及び一般職の給与改定等に

伴う各科目の給与等経費の調整、西村山広域行

政事務組合の人件費等に係る分担金の調整及び

国の地方創生推進交付金を活用したＪＲ左沢線

を核とする広域観光地域づくり等を推進するま

ち・ひと・しごと創生事業費を追加するもので

ございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ648万円を追加

し、予算総額を184億8,650万2,000円とするも

のでございます。 

  次に、議第71号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてを御説明

申しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、職員の休暇

等について所要の改正をしようとするものでご

ざいます。 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てを御説明申しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、特別職の期

末手当の支給月数を改定するため、所要の改正

をしようとするものでございます。 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてを御説明申

しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の給

料月額、勤務手当の支給月数及び扶養手当月額
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等を改定するため、所要の改正をしようとする

ものでございます。 

  以上、４案件を御提案申しあげましたが、よ

ろしく御審議の上、御可決くださいますようお

願い申しあげる次第であります。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第７、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第71号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてに対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてに対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第８、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります委員会付託案件表のとおり、それぞれ

所管の委員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表（その２）  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 
議第７１号、議第７２号、

議第７３号 

予算特別委員会 議第７０号 

 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前９時３９分  

 再 開 午後１時２５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  なお、木村農業委員会会長は公務のため退席

となる旨の報告を受けておりますので、御了承

願います。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第９、議第58号平成28年度

寒河江市一般会計補正予算（第４号）及び日程

第10、議第70号平成28年度寒河江市一般会計補

正予算（第５号）を一括議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第11、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。石山予算特

別委員長。 

   〔石山 忠予算特別委員長 登壇〕 

○石山 忠予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第58

号平成28年度寒河江市一般会計補正予算（第４

号）及び本日追加付託されました議第70号平成

28年度寒河江市一般会計補正予算（第５号）で
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あります。 

  11月24日、委員15名出席のもと委員会を開会

し、議第58号を議題として、質疑の後、各分科

会に分担付託し審査を行いました。 

  また、本日追加付託になりました議第70号に

ついて、委員会を再開し、質疑の後、各分科会

に分担付託し審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過については、本日の分

科会終了後に再開しました委員会で詳しく報告

されておりますので省略させていただきますが、

各分科会ともいずれも原案を了とすべきものと

決した旨の報告がありました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。議第58号及び議第70号を採決の結果、いず

れも全会一致をもって原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第12、これより、質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第58号平成28年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）及び議第70号平成28年度寒河江市

一般会計補正予算（第５号）に対する委員長報

告はいずれも可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第70号は原案のとお

り可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第13、議第60号寒河

江市議会政務活動費の交付に関する条例の一部

改正についてから日程第23、議第73号寒河江市

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正

についてまでの11案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第24、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。太田総

務産業常任委員長。 

   〔太田芳彦総務産業常任委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  本委員会に付託されました案件は、議第60号

から議第64号まで及び議第67号から議第69号ま

での８案件であります。 

  審査の都合上、初めに議第68号の審査を行い、

次に議第60号から議第64号まで、その次に議第

67号、議第69号の順に審査を行うことを諮り、

異議なく了承されそのように審査することに決

しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第68号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 
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  委員より、ここの開発は補助を使ったものか、

そうであればその金額を伺いたいとの問いがあ

り、当局より、寒河江市宅地開発事業補助金を

使った開発で金額は500万円ですとの答弁があ

りました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第60号寒河江市議会政務活動費の交

付に関する条例の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第61号寒河江市市税条例等の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め質疑

に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、特定一般用医薬品等購入費を支払

った場合の医療費控除の特例について、適用要

件を伺いたいとの問いがあり、当局より、この

特例の適用要件としては２つある。１つは、健

康維持増進や疾病予防に一定の取り組みを行っ

ていること、２つ目は、特定一般用医薬品等を

購入した場合です。健康維持増進や疾病予防の

取り組みの具体例としては、人間ドック等の健

康診査、事業主健診、がん検診、予防接種など

を受けていることです。控除の対象となる特定

一般用医薬品については、処方箋なしで買える

市販薬のうち、医療保険適用の薬剤と代替性が

特に高く、医療用医薬品の成分が用いられてい

るものです。税制適用医薬品となる具体的な商

品名については、厚生労働省のホームページに

公表されていますとの答弁がありました。 

  委員より、地球温暖化防止のグリーン化特例

である軽自動車の税率軽減について、平成28年

度の本市の適用条件と適用台数について伺いた

いとの問いがあり、当局より、グリーン化特例

は３クラスありますが、当初賦課時点では75％

軽減が１台、50％軽減が197台、25％軽減が429

台で、合計627台が適用を受けていますとの答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第62号寒河江市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の一部改正についてを議

題とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第63号寒河江市農業委員会の委員等

の定数に関する条例の制定についてを議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第64号寒河江市中心市街地活性化セ

ンターに係る指定管理者の指定についてを議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第67号「寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について」の一部変更についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、1,000万円の金額が変わっている

が要因はどこにあるのか伺いたいとの問いがあ

り、当局より、設計精査による減額、請負差金

による減額、設計変更による増額の３つの要因

による変更となりますとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第69号西川町の公の施設の設置に関

する協議についてを議題とし、当局の説明を求

め質疑に入りました。 
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  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、これから西川町営バスになるが、

バス停も含めて要望などが出た場合、どこが窓

口になるのか伺いたいとの問いがあり、当局よ

り、一義的には西川町ですが、本市や市民の要

望については、本市の政策企画課を通じながら

西川町の担当課と調整していきたいと考えてい

ますとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、本日付託になりました３案件について

総務産業常任委員会における審査の経過と結果

について御報告申しあげます。 

  本委員会は、11月30日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  本委員会に付託されました案件は、議第71号

から議第73号までの３案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第71号寒河江市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、扶養手当の改正に伴い、影響のあ

る人員は何名かとの問いがあり、当局より、増

額が118名、減額が37名になりますとの答弁が

ありました。 

  委員より、現在、介護休暇を取得している職

員は何名かとの問いがあり、当局より、介護休

暇を取得している職員はおりませんとの答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第25、これより質疑・討

論・採決に入ります。ただいまの委員長報告に

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第60号寒河江市議会政務活動費の交付に関

する条例の一部改正について、議第61号寒河江

市市税条例等の一部改正について、議第62号寒

河江市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部改正について、議第63号寒河江市農業

委員会の委員等の定数に関する条例の制定につ

いて、議第64号寒河江市中心市街地活性化セン

ターに係る指定管理者の指定について、議第67

号「寒河江市公共下水道寒河江市浄化センター

の建設工事に関する協定の締結について」の一

部変更について、議第68号市道路線の認定につ

いて、議第69号西川町の公の施設の設置に関す

る協議について、議第71号寒河江市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について、

議第72号寒河江市特別職に属する者の給与等に

関する条例及び寒河江市立病院事業の管理者の

給与等に関する条例の一部改正について、議第
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73号寒河江市一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正についての11案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの11案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  11案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第60号から議第64号まで、議第67

号から議第69号まで及び議第71号から議第73号

までは原案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第26、議第59号平成

28年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）から日程第28、議第66号寒河江市立

しばはし保育所に係る指定管理者の指定につい

てまでの３案件を一括議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第29、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。遠藤厚

生文教常任委員長。 

   〔遠藤智与子厚生文教常任委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第59号、議第65号

及び議第66号の３案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第59号平成28年度寒河江市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）を議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、80万円を超える医療は何件あるの

かとの問いがあり、当局より、平均すれば一月

当たり40件前後になるかと思いますとの答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第65号寒河江市屋内多目的運動場に

係る指定管理者の指定についてを議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、募集期間が１カ月では短過ぎるの

ではないか、応募しやすい環境づくりが必要と

考えるがいかがかとの問いがあり、当局より、

全体的な取りまとめを行っている政策企画課に

伝え、今後検討していきたいと思いますとの答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第66号寒河江市立しばはし保育所に

係る指定管理者の指定についてを議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、全国的に保育士の働く環境が非常

に厳しいと言われているが、そうした点につい

てはどのような評価をしたのかとの問いがあり、

当局より、人事院勧告により保育士の給料につ

いては国でも引き上げをしています。しばはし

保育所の指定管理者についても基準となる人件

費は国から示された国家公務員の給与がもとと

なっていますので、その分は引き上げられての

給料の額になっていると判断しましたとの答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、厚生文教常任委員会における審査の
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経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第30、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第59号平成28年度寒河江市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）、議第65号寒河江市

屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定につ

いて、議第66号寒河江市立しばはし保育所に係

る指定管理者の指定についての３案件を一括し

て採決いたします。 

  ただいまの３案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ３案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第59号、議第65号及び議第66号は

原案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第31、議会案第５号

地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第32、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第５号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第33、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第５号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第34、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第５号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第５号地方議会議員の厚生年

金への加入を求める意見書の提出についてを採

決いたします。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

   閉    会    午後１時５０分 

 

○國井輝明議長 これにて平成28年第４回定例会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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平成２８年１１月２４日（木曜日）予算特別委員会 
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  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番       登 代 子  委員 
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   予算特別委員会議事日程第１号  第４回定例会 

   平成２８年１１月２４日（木）  本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前１０時００分 

 

○石山 忠委員長 おはようございます。 

  ただいまから、予算特別委員会を開会いたし

ます。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第１、議第58号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第４号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○石山 忠委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ございません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○石山 忠委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って質疑、答弁とも簡潔明

瞭に行うようにお願いいたします。 

  初めに、議第58号第１表中、歳入全部につい

て質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款について質疑はございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款から歳出第８款までについ

て質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、議第58号第２表について質疑はござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第58号第３表について質疑はござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○石山 忠委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります分科会分担付託案件表のとおりそれぞ

れの分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表  

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第５８号第１表中歳入全

部、歳出第６款、歳出第７

款、歳出第８款、第２表、

第３表 

厚生文教分科会 
議第５８号第１表中歳出第

３款 

 

 

   散    会    午前１０時０２分 

 

○石山 忠委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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平成２８年１１月３０日（水曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番       登 代 子  委員 

  １２番  工  藤  吉  雄  委員    １３番  柏  倉  信  一  委員 

  １４番  木  村  寿 太 郎  委員    １５番  内  藤     明  委員 

  １６番  杉  沼  孝  司  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  丹 野 敏 晴  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  菅 野 英 行  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

田 宮 信 明  政策企画課長  伊 藤 耕 平  
さがえ未来創成 
課 長 

宮 川   徹  財 政 課 長  設 楽 和 由  税 務 課 長 

荒 木 信 行  市民生活課長  森 谷 孝 義  建設管理課長 

原 田 真 司  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

    洋 一  商工振興課長 

松 田   仁  
さくらんぼ観光 
課 長  阿 部 藤 彦  健康福祉課長 

安 達   徹  高齢者支援課長  竹 田   浩  子育て推進課長 

小 畑 広 明  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長  山 田 健 二  学校教育課長 

高 林 雅 彦  生涯学習課長  渡 辺 優 子  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

月 光 龍 弘  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

渡 邊 拓 也  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   平成２８年１１月３０日（水）  本会議休憩中開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   休  憩 

   再  開 

日程第 ５ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃  ６ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ７ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ８ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時４５分 

 

○石山 忠委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第１、議第70号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○石山 忠委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ございません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 
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質     疑 

 

○石山 忠委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って質疑、答弁とも簡潔明

瞭に行うようお願いいたします。 

  初めに、議第70号第１表中、歳入全部につい

て質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第１款及び歳出第２款について質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款から歳出第８款までについ

て質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○石山 忠委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります分科会分担付託案件表のとおりそれぞ

れの分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表（その２） 

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第７０号第１表中歳入全

部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第６款、歳

出第７款、歳出第８款 

厚生文教分科会 

議第７０号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、

歳出第４款、歳出第１０款 

 

○石山 忠委員長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前９時４７分  

 再 開 午後１時００分  

○石山 忠委員長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第５、議第58号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第４号）及び日

程第６、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）を一括議題といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○石山 忠委員長 日程第７、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。太田総務産業分科会委員長。 

  〔太田芳彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業分科会委員長 総務産業分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  本分科会に分担付託されました案件は、議第

58号第１表中歳入全部、歳出第６款、歳出第７

款及び歳出第８款並びに第２表及び第３表であ

ります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 
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  初めに、議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、民生費国庫負担金の障害児通所給

付費負担金の補正350万円はどんな理由からか

お聞きしたいとの問いがあり、当局より、障害

児通所給付費のうち、放課後デイサービスに係

る扶助費について、事業者がふえたことなどか

ら予想以上に伸びており今回の補正になったも

のですとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第６款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

御報告する質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、全会一致をもって原案を了とすべきもの

と決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第７款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第８款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、当初予算で盛り込まれないで補正

で出てきたというのは何かしら優先順位的なも

のがあってのことだと思うので、補正を組んだ

要因をお聞きしたいとの問いがあり、当局より、

市道寒河江駅高瀬山線側溝整備については、歩

行者の安全を緊急的に図らなければいけないと

いう理由、市道麓バイパス線については、道路

幅員も狭く農地との高低差が大きいところから、

車両や緊急車両等がすれ違い困難なために早目

に改修が必要であること、左沢線島踏切につい

ては、ＪＲと協議を進めてきた中で、本年度の

10月に計画協議が調ったことから早期の工事を

目指したいなどの理由により提案したものです

との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第２表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第３表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、本日分担付託になりました案件につい

て、総務産業分科会における審査の経過と結果

について御報告申しあげます。 

  本分科会に分担付託されました案件は、議第

70号第１表中歳入全部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第６款、歳出第７款及び歳出第

８款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第１款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計
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補正予算（第５号）第１表中歳出第２款の一部

を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りまし

たが、御報告する質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、全会一致をもって原案を了とすべ

きものと決しました。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第６款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第７款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第８款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。遠藤厚生文教分科会委員長。 

  〔遠藤智与子厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳出第３款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  議第58号平成28年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）第１表中歳出第３款を議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、臨時福祉給付金の対象者は何名か

との問いがあり、当局より、市民税非課税の方

7,350人を見込んでおりますとの答弁がありま

した。 

  委員より、介護ロボット導入支援事業補助金

について、財源は全額国庫補助ということだが、

２台の導入に係る補助額はそれぞれ幾らかとの

問いがあり、当局より、それぞれ92万7,000円

ですとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、本日分担付託になりました案件につい

て、厚生文教分科会における審査の経過と結果

について御報告申しあげます。 

  本分科会は、11月30日、委員全員出席し開会

しました。 

  本分科会に分担付託された案件は、議第70号

第１表中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出

第４款及び歳出第10款であります。 

  本案については、審査の都合上、歳出第２款

の一部の審査終了後に歳出第４款の審査を行い、

その後、歳出第３款、歳出第10款の順で審査を

行うことを諮り、異議なく了承されそのように

審査することに決しました。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり了とすべき

ものと決しました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一
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致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一

致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一

致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○石山 忠委員長 日程第８、質疑・討論・採決

であります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これで質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）及び議第70号平成28年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）を一括し

て採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  ２案件は原案のとおり決することに御異議ご

ざいませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第70号は原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

   閉    会    午後１時１５分 

 

○石山 忠委員長 以上で予算特別委員会を閉会

いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  石 山   忠 


